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（午前９時００分 開会） 

○中西議長 おはようございます。  

本日は、決算審査特別委員会を開催いたしましたところ、委員皆様には早朝からご出

席をいただき、ありがとうございます。  

ただいまから、本会議から付託を受けました議案第３９号 平成２７年度斑鳩町水道

事業会計未処分利益剰余金の処分についてほか６件の決算審査を行っていただきますが、

会議に先立ちまして、本委員会の正副委員長を互選いただきますため、暫時休憩をいた

します。  

（午前９時００分  休憩） 

（午前９時００分  再開） 

○中西議長 再開いたします。  

休憩中に互選をいただきました結果、委員長に坂口委員、副委員長に奥村委員が互選

されました。お２人には、よろしくお願いをいたします。  

それでは、坂口委員に委員長席にお着きいただきます。  

暫時休憩をいたします。 

（午前９時０１分  休憩） 

（午前９時０１分  再開） 

○坂口委員長  再開いたします。  

皆様のご推挙によりまして、決算審査特別委員会委員長を務めさせていただきます。

副委員長とともに委員会運営に当たらせていただきますので、委員皆様のご協力、よろ

しくお願いをいたします。  

初めに、町長の挨拶をお受けいたします。  

小城町長。  

○小城町長 皆さん、おはようございます。  

きょうから、この本会議から付託をされました決算審査の関係等につきまして、今、

委員長に坂口委員長、あるいは副委員長に奥村副委員長を選任いただきまして、また、

これから３日間、精力的にこの決算をするわけですけども、冒頭に、本会議で提出議案

の中で説明しましたように、この６月２２日が水道決算、あるいは７月２８日から８月

３日まで、この佐伯、中川両監査委員に精力的に監査をいただきまして、本当に、まこ

とにありがとうございます。  

決算の関係等につきましては、２７年度の決算には、一般会計では９０億３，８２４
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万６，０００円、歳出では８５億５，５４９万３，０００円、形式収支では４億８，２

７５万３，０００円の黒字となっておりますけども、特に特別会計の関係につきまして

は、歳入が７５億６，４３５万８，０００円、歳出が７９億７１３万５，０００円とい

うことで、３億４，２７７万８，０００円の赤字ということでございます。これはもう

皆様方ご存じのように、国民健康保険が繰り上げ充用しています関係から、まだ４億近

く赤字があるわけでございますけども、そういう関係で、議会の皆さんの関係で料金の

改定もしていただいたわけですけども、なかなかそう簡卖に赤字が減るということもな

いわけでございますので、そういうことで、これからも鋭意努力をしながらやってまい

りたいと思います。  

最終的には、合計１６６億２６０万４，０００円、歳出では１６４億６，２６２万９，

０００円ということで、歳出差し引き額では１億３，９９７万４，０００円の黒字とな

ったわけでございます。こういう関係から、ひとつこれから精力的に、また委員の皆様

方からいろいろなご意見いただいて、２９年度の関係等についてですね、参考に、決算

の関係等について、議案第３９号  平成２７年度斑鳩町水道事業会計未処分利益剰余金

の処分について、あと６件等ございます。その関係等についての決算が、いずれも皆さ

ん方の決算をいただきまして認定いただきますことを心からお願いいたしまして、挨拶

にかえたいと思います。ありがとうございました。  

○坂口委員長  最初に、本委員会の会議録署名委員を私から指名いたします。  

署名委員に、小林委員、小村委員のお２人を指名いたします。お２人には、よろしく

お願いいたします。  

それでは、本会議から付託を受けました、議案第３９号  平成２７年度斑鳩町水道事

業会計未処分利益剰余金の処分について、認定第２号  平成２７年度斑鳩町一般会計歳

入歳出決算の認定について、認定第３号  平成２７年度斑鳩町国民健康保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、認定第４号  平成２７年度斑鳩町公共下水道事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、認定第５号  平成２７年度斑鳩町介護保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、認定第６号  平成２７年度斑鳩町後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算の認定について、認定第７号  平成２７年度斑鳩町水道事業会計決

算の認定について、以上７議案を一括議題といたします。  

初めに、審査の方法についてお諮りいたします。  

お手元にお配りしております資料の、平成２８年９月定例会決算審査特別委員会進行

予定表をごらんいただきたいと思います。  
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最初に、代表監査委員から決算審査意見書に基づく報告を受けた後、質疑を行い、次

に、一般会計及び各特別会計の決算概要について、会計管理者から説明を受け、質疑を

行い、次に、健全化判断比率報告について、総務部長から説明を受け、質疑を行うこと

といたします。次に、一般会計歳入全般について、総務部長から説明を受け、質疑を行

うことといたします。  

次に、一般会計歳出、各特別会計、水道事業会計について、各部ごとに審査を行うこ

ととし、一般会計の各款ごと、また、各特別会計、水道事業会計ごとにそれぞれ所管部

長から説明を受けた後、それぞれ質疑を行います。 

全ての質疑の終了後、各会計予算について表決を行いたいと思います。  

以上申しあげましたとおり審査を進めてまいりたいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  異議なしと認めます。  

それでは、そのように進めてまいりますので、委員並びに理事者の皆様には、議事進

行につきましてご協力くださいますよう、お願いいたします。  

なお、理事者の皆さんの説明につきましては、大変長時間にわたるものもございます

ので、説明は着席のまましていただいて結構です。  

それでは最初に、佐伯代表監査委員から、決算審査意見書に基づき報告をお願いいた

します。  

佐伯代表監査委員。  

○佐伯代表監査委員 着席して、報告させていただきます。  

意見書、３つありますが、まず、決算審査意見書を述べさせていただきまして、その

次に水道事業会計の決算審査意見書を述べさせていただきまして、最後に財政健全化判

断比率等の意見書を述べさせていただきます。  

まず、決算審査意見書、こちらのほうですが、めくっていただきますと目次が書いて

ありまして、１ページ目で審査の概要がありまして、２ページ目で審査の結果、こちら

のほうですが、第２で審査の結果、審査に付された一般会計及び各特別会計の歳入歳出

決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の各

計数は、関係法令に準拠して調製され、誤りのないものと認められた。また、各基金の

運用状況についても計数に誤りなく適正に運用されているものと認められた。審査の結

果の詳細は以下のとおりである、ということで、以下、述べてあるんですが、まずです
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ね、決算の総括で決算規模、こちらのほうですが、その決算規模の最後のほうで純計決

算の歳入額とありますが、各特別会計の繰出金、これを控除した結果の純計決算の歳入

額、こちらのほうですが、前年度と比較して、歳入額は４億３，５９２万４，０００円

の増加、歳出額は３億８，１０１万９，０００円の増加と、歳入歳出ともに増加してい

ます。 

その次に、決算収支のほうですが、３ページいきまして、３ページの１行目の真ん中

あたりから、黒字に転換した理由は、一般会計の歳入において地方消費税交付金が前年

度より１億７，７０７万１，０００円の増加、地方交付税も前年度より１億５６７万７，

０００円の増加、この要因が大きいと思われます。  

その次に、予算の執行状況ですが、ずっと数字のことが書いてあってわかりにくいん

ですが、一番下のほう見ていただきたいんですが、下から５行目あたりですね、真ん中

あたりから、当年度に国民健康保険税、この改定をしたところ、卖年度収支は１，８５

２万７，０００円の黒字となりましたが、依然として多額の累積赤字が残っていると。

平成３０年度には国民健康保険の保険者が市町村から奈良県に移行されるようなんです

が、この多額の累積赤字は斑鳩町が抱えなければならないと、そういう問題があります。  

その次、４ページのほうにいきまして、その国民健康保険税を書いている下のほうの

ですね、ページで言うと真ん中のちょっと上あたりですね、なお、国民健康保険事業に

おいてはジェネリック薬品の普及に努めているが、普及を促進するには医師会との協調

も必要であると。ジェネリック薬品にしますとかなり負担が軽減するということを聞い

ておりますので、ぜひとも普及に努めていただきたいんですが、医師会との協調も、こ

れ、必要であるとも聞いております。  

その下、４ページの下のほうですが、（４）番で財政の構造、①番、歳入の構成です

が、その７行目あたりで、町税は前年度より５００万２，０００円の減尐しております。

使用料及び手数料では、町営住宅入居者、これの低所得者等の家賃の減免措置、これを

講じたことなどにより、前年度より７０６万３，０００円の減尐しております。  

その次、５ページのほうにまいりまして、歳出の構成ですが、５行目の終わりのほう

からですね、扶助費では臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金などが減尐してい

るものの、私立保育所等保育実施事業費や障害者総合支援法に基づく給付費などの増加

により、前年度に比べ１億５８５万２，０００円の増加となっております。公債費では

ですね、県の市町村財政健全化支援事業に伴う高金利町債の繰上償還の完了や中宮寺跡

史跡用地購入事業債の償還の一部完了、それによりですね、前年度に比べ１億２，４８
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９万３，０００円の減尐となっております。  

その次、６ページのほうにいきまして、６ページの真ん中、上あたりですね、前年度

と比較して６，９６２万２，０００円の増加、その次ですね、繰出金では、公共下水道

事業特別会計繰出金、国民健康保険事業特別会計繰出金などの増加により、前年度と比

べ１億２，８２９万５，０００円増加しています。  

その次、財政分析のほうにいきますが、７ページの下のほう、真ん中よりちょっと下

のほうを見ていただきまして、下水道事業は平成４３年度まで整備を進める予定である

ことから、今後も将来負担比率が上昇するものと推測される。下水道事業は下水道債や

一般会計からの繰入金に頼らざるを得ないので、一般会計の財政見通しとの整合性を図

りつつ、認可区域の拡大においては効率性を重視し、工事手法についても経済性に配慮

して進めなければならないと思います。  

その次、そのまま下、（５）番の町債の状況ですが、その７ページの下から２番目の

行ですが、一般会計においては、後年度の財政負担の軽減を図るため、当初予算で計上

した町債のうち地方交付税措置のない一部の町債について、前年度の決算剰余金等をも

って財源が確保できたことから所要金の借り入れを行わなかった、いいことだと思いま

す。また、県の市町村公営企業財政健全化支援事業に伴う公共下水道事業特別会計の高

金利町債の繰上償還等の財源として無利子の県貸付金を活用している。 

その次、一般会計のほうにいきまして、９ページですが、上から６行目の最後のほう

ですが、当年度は、今までの徴収努力もあり、滞納者全員に催告書を送付したことが収

納率上昇に効果的であったようである。収納率が若干上昇しているんです。内容を聞き

ますと、滞納者全員に催促書を送付したと、これが影響しているんじゃないですかとい

うふうに思われるんですが、今までの徴収努力もあったことも考えられます。  

その下のほうですね、税目別の収入済額を前年度と比較するとありますが、その中で

ですね、下の下のところで、一方、固定資産税は１，３３４万３，０００円減尐の１１

億２，１２０万６，０００円、都市計画税は６７万４，０００円減尐の１億２，４３３

万５，０００円と減尐となっているのは、３年ごとの評価替え、これに当たっておりま

して、在来家屋の減価によるものと思われます。  

その次、（２）番で歳出ですが、歳出、その下の８行目の真ん中あたりから、衛生費

が衛生処理場焼却棟解体撤去事業費などの増加により、前年度と比べて１億３，６７２

万４，０００円増加しております。  

１０ページのほうにいきまして、上から３行目の終わりあたりですね、土木費が、法
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隆寺線整備事業費、いかるがパークウェイ整備促進のための代替用地取得費などの減尐

により、前年度に比べて１億２，７５４万８，０００円の減尐となっております。 

その次ですね、特別会計のほうにいきまして、まず（１）番の国民健康保険事業特別

会計ですが、その下の６行目の終わりあたりからですね、実質的な収支額は３億７，７

８６万１，０００円の赤字となっております。当然今までの赤字がそのまま影響してお

ります。  

その次ですね、１１ページのほうにいきまして、（２）番で公共下水道事業特別会計、

こちらのほうですが、２行目のところで、収支差し引きは０円となっています。  

その次、３番、介護保険事業特別会計、こちらのほうにいきますと、５行目の終わり

のほうですね、実質的な収支額は７，５０３万９，０００円の黒字となっています。  

その次ですね、１２ページいきまして、（４）番、後期高齢者医療特別会計、これの

２行目ですけども、収支差し引き３０万１，０００円の黒字と。  

国民健康保険特別会計は、ご存じのとおり、今までの赤字がありますので、３億７，

７８６万が赤字となっていますと。公共下水道会計は、収支差し引きは０円、介護保険

事業は７，５０３万黒字と。後期高齢者医療特別会計、こちらのほうも収支差し引き３

０万１，０００円となっていますけども、後で申しあげますけども、一般会計からの繰

り出し金が多くなっているんです。ということで、収支差し引きが黒字となっています

が、卖純にそういう話ではないですということを後で申しあげます。 

その次にですね、１３ページいきまして、１２ページの公有財産のところですが、１

３ページにまいりまして、真ん中あたりにですね、平成２８年度は、追手西団地跡地２

７６平米と興留５丁目地内代替用地４０６平米、これを追加して入札に付す予定であり

ますと。その他の保有地については、地域住民の広場として活用しているところもあり、

未利用地については処分に向けて検討を進めるとされています。  

その次、１４ページいきまして、５番のむすびですが、以上が、平成２７年度の一般

会計及び各特別会計の決算の状況とその補足資料であり、事務は適正に行われているも

のと認められるが、若干意見を付しておきたいということで、今、重要なところだけち

ょっと申しあげさせてもらったんですけども、まず１つ目ですね、平成２７年度一般会

計の歳入について、平成２７年度一般会計歳入のうち最も増加したものは、先ほど申し

あげました地方消費税交付金の１億７，７０７万１，０００円であり、その地方消費税

交付金のうち消費税率引き上げに伴う社会保障財源交付金分１億８，２６７万８，００

０円がある。これは、ご存じのとおり消費税の税率が５から８に引き上げられたことに
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伴う措置によるもので、収入が上がるだけじゃなくて、歳出の社会保障費も三位一体改

革ということで、社会保障・税一体改革により増額となるものです。だから、卖純にそ

の収入がふえたわけではないんです。すなわちこれ、歳入歳出ともに増額となって決算

規模が増大すれば、当然、財政運営のかじ取りが、これ、重要になってくるんです。金

額が多くなれば多くなるほど、どのようにバランスをとっていくのか。消費税率を１

０％に引き上げる時期、これ、２年半延期されましたが、１０％になるっていうことは

間違いないかとは思うんですが、今後、消費税率の１０％が実施されると、その分さら

に決算規模が増大することであろうことが予想されると。だから、決算規模が増大する

と、やはりかじ取りが重要になってきます。  

その次ですね、②番で社会福祉費にかかる扶助費の増加について、平成２３年度から

平成２７年度までの社会福祉費に係る扶助費の決算状況は次表のとおりであるというこ

とで、その下に、表を２３年度から２７年度、各年度、社会福祉費を引っ張り出して集

計させていただきましたが、かなり、これ、増加しております。扶助費は毎年著しく増

加していると。これからは人口減尐を伴う尐子高齢化社会を迎えることになり、今後も

社会福祉費、扶助費の増加は続くものと、当然、これ、思われます。 

その次ですね、先ほど申しあげました③番で一般会計から各特別会計への繰出金の増

加について、平成２４年度から２７年度までの一般会計から各特別会計への繰出金、次

の表のとおりになっております。各年度拾い出して記載させていただいていますが、こ

ちらのほうもかなり増加しております。  

各特別会計自体は、収支は先ほど申しあげましたとおり、国民健康保険会計は赤字、

これが残っているので当然赤字なんですが、あとの公共下水道、介護保険、後期高齢者

は差し引きゼロか、それか若干黒字だということなんですが、一般会計から繰出金、こ

れ、増加しているから黒字になっているのであって、その増加、こちらのほうを注意し

ていただきたいと思います。その各特別会計の繰出金合計を見ると、平成２５年度では

４，９３４万４，０００円の増加、２６年度では７，６６０万５，０００円の増加、平

成２７年度では１億２，８１１万２，０００円の増加となっています。ただ、これらの

特別会計の事業は斑鳩町として行わなければならない事業であり、今後も繰出金は増加

していくものと見込まれる。特に、公共下水道事業については、財政推計表によると、

新設改良事業は平成４３年度まで整備を進めるとされており、平成２６年度決算審査意

見書で、私、述べていますが、今後も公債費は増加傾向を示していることから、繰出金

は確実にふえていくものと思われます。  
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④番で、これからの斑鳩町の財政運営についてですが、すみません、先に一番最後見

ていただきまして、下から５行目ですが、前記①から③の財政面での懸念材料を鑑みる

と、今後ますます歳出が増加することが考えられるので、一般会計及び各特別会計の今

後１０年間程度の中期財政見通しについては、歳入歳出ともに実態に即した厳密な見込

額により計算していただいて、過剰負担とならないよう健全な財政運営に努めなければ

ならないと思料する。今、申しあげました、かなり増大することもあり、見通しについ

ては１０年間、厳密な数字で計算していただきたいと。その過剰負担とならないような

健全な財政運営に努めていただきたいと思うんです。  

すみません、飛ばしました４番のこれからの斑鳩町の財政運営についてですが、平成

２７年度の歳入についてであるが、町債のうち地方交付税措置のない町債について、前

年度の決算剰余金をもって財源が確保できたことから借り入れを行わなかったことは将

来負担を尐しでも抑えようしていることになると、いいことだと思います。町税の滞納

者全員に催告書を送付したところ収納率が上昇したものであるが、その背景には過年度

から財産差し押さえをしてきた徴収努力があったからであると、これもいいことだと思

います。歳出においても、公共下水道の高金利町債、これを県の市町村公営企業財政健

全化支援事業に伴う繰上償還により借りかえを行うなど、財政健全化、これを意識して

の努力がうかがえます。大変努力しているように思われます。  

しかしながらですね、町より提出された一般会計の財政見通し、平成２８年２月作成、

こちらなんですが、これを見るとですね、平成３３年度で財政調整基金を全て取り崩さ

ざるを得ない見通しとなっています。その背景にはですね、恐らく、平成３７年度まで

約２５億５千万かけてＪＲ法隆寺駅前周辺整備を行うこととされており、またもう１つ、

平成３４年度までに地域交流館建設を約６億円かけて行うという大型プロジェクトが存

在していることにあると。ほかにも大型のが何個かありますが、この２つが一番大きい

のでこれを申しあげていますが、今現在でも財政事情が厳しいため、早急にこれらの大

型プロジェクトの是非を含めた見直しを行う必要があると思われます。一般企業ではで

すね、利益じゃなくてマイナスが続いていますと、そのマイナスが続いた上で、今まで

貯めてきた預金がなくなりましたと、そういう計画を出す、中期計画を出す企業はまず

いないです。いらっしゃれば株主が黙っていないでしょうし、銀行もその計画でお金を

貸すとは思えないです。だから、これをそのまま計画として、見通しでは出せてはりま

すから、それはそれでいいんでしょうけども、その見通しで済ますんじゃなくて、じゃ

あ黒字に転換するにはどうすればいいかということをまず考えなければいけないと思い
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ます。だから、いろいろ住民のこととかあるでしょうけども、やはりマイナスのまま続

いて今まで貯めてきた預金がなくなるということでその計画をそのとおりするっていう

のは、やはり間違えているかと思われます。だから、大型プロジェクトの是非を含めた、

これだけじゃなくてほかに見直しを行うものがあれば見直しをしていただいて、その上

でですね、歳入における自主財源の拡大策、これを検討するとともに遊休地の処分を進

め、老朽化施設の統廃合、施設管理の外部委託、その他いろいろな方法により歳出の削

減策を講じなければならないということでございます。  

以上で、決算審査意見書、こちらのほうを終了したいと思います。  

では、その次、引き続きまして水道事業会計の決算審査意見書、こちらのほうにまい

りたいと思います。  

意見書、ページめくっていただきまして、１ページ目で意見書とありまして、意見書

を提出すると。第１で審査の概要、こちらのほうですが、審査の対象、審査の期間、審

査の手続きありまして、その次、２ページ目にまいりまして、第２で審査の結果です。

１番で審査の結果、審査に付された平成２７年度斑鳩町水道事業会計決算書類は関係法

令に準拠して作成されており、当事業年度の経営成績及び当事業年度末の財政状態を適

正に表示しているものと認められる。 

２番で事業の概要ですが、（１）番、収支の状況、第１表で損益計算書、こちらのほ

うは２６年度と２７年度を比較されており、営業収益が比較でマイナスの７１７万４，

０００円となっておりますが、このうち給水収益の減尐、後で申しあげますけども、マ

イナスの３４３万３，０００円と、その他、給水負担金とか、手数料ですね、そちらの

ほうはマイナスの４５８万６，０００円となっております。  

その下ですね、当年度純利益、こちらのほうからですが、当年度純利益は前年度より

７４万７，０００円減尐の３，４３８万円とまずまずの決算状況であるが、その内訳を

見ると、水道事業の本業である営業利益が１，６９８万６，０００円のマイナスとなり、

前年度と比較して８１４万９，０００円の損失が拡大したことに注意を要すると。 

その次ですね、３ページから４ページに収益的収入の収入、支出、それから資本的収

入の収入と支出が記載されておりまして、（２）番で設備の新設改良状況、こちらのほ

うにも、浄水場の設備改良費、これがありましたとかありまして、その次の５ページの

（３）番で業務の執行状況なんですが、それのですね、８行目の真ん中あたりからです

ね、有収率は９４．６％で、前年度９４．２％と比べ０．４ポイント改善しているのは、

効率よく漏水調査を実施し、漏水箇所の早期発見、早期補修に努めた成果であろうと思
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われます。いいことだと思います。  

その下、（４）番で経営成績なんですが、３行目の営業収益は６億２，９７１万６，

０００円で、前年度と比べ７１７万５，０００円、１．１％の減尐となっているが、そ

のうち給水収益は６億７７２万３，０００円で、前年度より３４３万４，０００円減尐

していると。前年度は３．９％の減尐であったことから、減尐幅は前年度より小さくな

っているんです。小さくなっていますけども、後で申しあげますけども、やっぱり減尐

していることは、その先もそうですが、減尐しています。この先も見込めると思います。  

その次、６ページにいきまして、６ページの真ん中、ちょっと下あたりです。次に、

営業費用についてですが、原水及び浄水費は３億３，８６８万９，０００円で、前年度

と比較して５４５万８，０００円の減尐となっています。減尐の主な原因としては、動

力費が２０６万円、手数料が１５６万５，０００円、受水費が１４２万円とそれぞれ減

尐しています。  

その次、その下の配水及び給水費は５，５０３万１，０００円で、前年度と比較する

と９２万円の増加となっている。委託料は前年度より４４０万４，０００円の増である

が、アセットマネジメント策定業務委託による増であり、平成２７年、２８年度の２か

年で策定を計画されています。このことについても、後で述べます。修繕費も前年度よ

り１０６万６，０００円増加しています。一方、人事異動により人件費が３５３万９，

０００円減尐となっていますが、総係費、そちらのほうで、その下、４行目あたりです

ね、人事異動で人件費が４６２万３，０００円増となったためであると。その上の行で

すが、賃借料で前年度より２７９万４，０００円の減尐となっていますが、これはシス

テムリース、これが終了したことによって平成２７年度は減尐となっています。  

その次ですね、ずっと、財政状況とか、比較貸借対照表とか載せて、記載されてあり

ますが、８ページのほうにいきまして、キャッシュフローの状況、こちらのほうでも、

別に問題はないと思います。  

９ページいきまして、むすびですが、平成２７年度水道事業会計の決算は、当年度純

利益が３，４３８万円となり、水道事業は今後も短期間において問題はないと思われる

が、１０年後、２０年後の将来を見据えて、次のことをコメントすると。２０年後って

いうのはちょっと長いかもわかりませんが、１０年後ぐらい、こちらのほうを意識して

いただいたほうがいいかと思います。  

（１）番、年間有収水量の減尐ですが、前年度も決算審査意見書で年間有収水量の減

尐について述べていますが、節水意識の高まり、節水機器の普及、高齢化と尐子化によ
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り人口減尐社会の進展により、毎年、年間有収水量は減尐しています。これはやむを得

ないと思います。平成２３年度年間の有収水量、平成２７年度の年間有収水量見まして、

差し引き、４年間の減尐水量が１６５，８３０立方平方メートル。その下、決算書２０

ページに示すように平成２７年度の供給卖価は１立方当たり２１４円なんです。県営水

道、こちらのほうの卖価は１３０円なので、その４年間の減尐水量、これを仮定して利

益の減尐額を計算しますと次のようになりまして、１，３９３万円、これ、４年分なの

で卖純に４年で平均しますと、年間３４８万円。ほぼ、まさにこれぐらいやと思います。

年間で言うと３４８万円、利益が減尐するんですけども、利益っていっても粗利益の話

なんですが、有収水量の減尐に伴う毎年の利益が、これ、約３５０万ずつ減尐している

ことになるんです。人口減尐社会はまだ始まったばかりであり、中長期的に見ればこれ

からの人口の減尐幅が増加してくることも想定されるから、これ、最低限だと思ってい

ただいたほうがいいかと思うんですが、これを１０年続けると３，５００万なんですよ。

３，５００万利益がなくなるっていうことは、これ、大変な話なんです。ですから、今

は水道事業、こちらのほうを見ているとそう大した問題ではないかと私も思うんですけ

ども、１０年後っていうことを見るのであれば、ちょっと何らかの、いろいろな手当て、

水道料金をどうするかとか、そういうことは考えていかれたほうがいいんじゃないかと

は思います。  

（２）番、その次、企業債の償還についてですけども、平成２０年度から平成２７年

度までの企業債償還金の推移を見ると、平成２２年度に高利子対策として企業債の借り

換えを行ったことから２億７，２３５万円と巨額となっていますけども、後年度にかか

る支払利息が軽減されるので必要な措置であったかと思われます。平成２５年度までの

企業債償還金は１億を超えている状況であったが、平成２６年度は９，４１７万円、平

成２７年度は７，３５３万円と減尐しております。平成２８年度では５，７３６万円と

最も尐なくなる見込みであると。このまま減っていけばいいんですけども、しかしなが

らですね、平成２９年度から企業債償還金は徐々に増加していきます。最大、平成３６

年度には９，１６７万円となる見込みであります。そのことも考えて、１０年間という

のを見ていただいたほうがいいかなと思います。  

その次、（３）番で老朽管等の更新、耐震化工事等の費用ですが、先ほども申しあげ

ました平成２７年度、２８年度でアセットマネジメント、資産管理という意味なんです

が、これを構築しているところであり、平成２７年度では現在の浄水施設や管路網の実

態を把握した、そういう状況であります。平成２８年度、こちらのほうでですね、技術
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的な知見に基づき健全度を適切に診断・評価することで、中長期的な視点に立って良質

な水を安全・安心に提供するための水道施設を効率的かつ効果的に管理運営できるよう

更新計画を策定しているところであると。ですから、早いことその２８年度の策定結果、

こちらのほうを吟味していただきたいんですが、当町の水道施設の耐震化率、これはお

おむね６０％であると。新聞で全国平均を見る限りは斑鳩町の耐震化率、こちらのほう

はいいほうかなと思いますが、今後も耐震化工事や管路網のループ化に多額の費用を伴

うので、工事の優先順位を定めて最小限の費用で最大限の効果を上げなければならない。

ということで、以上のことから、中長期、先ほど申しあげましたが、２０年、３０年と

いうのはちょっと予想しにくいと思いますが、最短１０年間、そちらのほうについては

更新計画をしっかりしていただきたいということで、更新計画を定めているところであ

るが、まずは更新にかかる財源の確保を講じる必要があり、将来にわたり施設と財政両

面で健全性が維持されるよう、持続可能な水道事業経営を望むものであります。  

以上で、水道事業会計決算審査意見書、こちらのほうを終了したいと思います。  

その次、最後にですね、財政健全化判断比率等審査意見書、こちらのほうですが、ペ

ージをめくっていただきまして、審査の概要、この財政健全化審査は、町長から提出さ

れた健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されて

いるかどうかを主眼として実施しました。  

２番で審査の結果ですが、総合意見、審査に付された下記それぞれの健全化判断比率

及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているもの

と認められました。  

以上、問題はないんですが、先ほども申しあげましたが、今までも申しあげています、

④番の将来負担比率ですが、平成２７年度の将来負担比率は４０．３％と早期健全化基

準を大きく下回っておりますから問題はないんですけども、しかし、将来負担比率が

年々高まってきているなか、公共下水道工事を今後も進めなければならないことから、

長期にわたって財政負担が厳しくならないよう財政運営を考慮すべきであると思います。  

（３）番で是正勧告を要する事項は、特に指摘すべき事項はありません。  

その次のページいきまして、水道事業会計経営健全化審査意見書ですが、審査の概要

が書いてありますが、その次、審査の結果、総合意見で、審査に付された下記資金不足

比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されている

ものと認められました。マイナスがついているっていうことは、別に問題がないという

ことです。  
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その次、（２）番の個別意見ですが、それの３行目のところでですね、「経営健全化

審査において、より実質的な資金不足額を把握するため平成２７年度中の企業債償還の

予定額を「１年基準」に基づき」とありますが、これ、すみません、「２７年度中」じ

ゃなくて「２８年度中」なんです。すみません、申しわけないです、訂正させていただ

きたいんですが、その「経営健全化審査において、より実質的な資金不足額を把握する

ため平成２７年度中」とありますが、これ、「２８年度中」です。企業償還債の予定額、

１年基準に基づいて、１年以内のものは流動負債に算入してとありますが、決算から、

２７年度の決算から１年以内と、これのものを流動負債に算入するということなので、

２８年度中の企業償還債、これの１年分を流動負債に算入するということです。  

（３）番で是正勧告を要する事項は、特に指摘すべき事項はありません。  

その次ですね、公共下水道事業特別会計、こちらのほうですが、審査の概要がありま

して、審査の結果、総合意見で、審査に付された下記資金不足比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められました。

資金不足比率は、０円です。  

（３）番で是正勧告を要する事項、これ、特に指摘すべき事項はありません。  

以上で、健全化判断比率等審査意見書のほうを終了したいと思います。  

以上で、私の審査意見書のほうを終了、以上でございます。  

○坂口委員長  ありがとうございました。  

ただいま報告を受けました審査結果について、質疑がございましたら、お受けいたし

ます。 

小林委員。  

○小林委員 監査委員さんのほうから中・長期的な財政見通し、収入を実態に則した厳密

な見込み額により計算しなければいけませんというふうにご提言いただきまして、ちょ

っとそれを踏まえてちょっとご意見をお聞かせいただきたいのがですね、一般会計の財

政見通し、斑鳩町の町税の財政見通し、平成２７年度から平成３７年度まで１０年、町

税の見通しがありますけれども、今年度で５００万円減収、これを１０年間っていうこ

とで、大体４，０００万円減収を見込んでおられますけども、ちょっと心配性なのでお

聞かせいただきたいんですけれども、監査委員さんは私たちよりもいろいろな資料を見

られてより詳しく判断できると思うんですけれども、この見通しっていうのは、１０年

後の高齢化社会、高所得者の減尐、それを補うべく若者の収入がふえるわけでもない中

で、この町税の見込みというのは正しいのかな、正しいというか、どのような感想を持
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たれたのかなという率直なご意見をお聞かせいただきたいなと思います。もちろん、町

の職員さんのほうも自主財源の確保をしていただいてこれだけの減収にとどめるという

ことのご理解した上での質問をさせていただきます。  

○坂口委員長  佐伯代表監査委員。  

○佐伯代表監査委員 監査委員というのは、税収がふえるか、ふえないか、そういった見

通しを、何が正しいか、こういう正しいことでやってくださいとかいうんじゃなくって、

最も合理的であるっていうことを、職員さんが理解してはるんであれば、理解してはる

合理的な基準で算定するのが望ましいと思われます。ですから、いいかげんな資料でや

ってはるかどうかっていうのは、だめだと思いますけども、合理的な基準でやってはる

んであれば、それが正しい見通しと判断します、私は。  

○坂口委員長  小林委員。  

○小林委員 ありがとうございます。本来でしたら担当課のほうに聞くべき質問なのかも

しれませんけども、ちょっとあえて監査委員さんのほうに聞かせていただきました。あ

りがとうございました。 

○坂口委員長  ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  これをもって、質疑を終結いたします。  

あらかじめ、佐伯代表監査委員、中川監査委員から、決算審査結果の報告後、退席の

申し出がございますので、これを許可したいと思います。  

両監査委員には、各会計の決算審査に当たり詳細なご報告をいただきまして、委員長

として心からお礼を申しあげます。どうもありがとうございました。  

暫時休憩いたします。  

（午前９時５０分  休憩） 

（午前９時５１分  再開） 

○坂口委員長  再開いたします。 

続きまして、一般会計及び各特別会計の決算概要について、進行表では会計管理者か

ら概要説明をお受けすることとなっておりますが、先ほどの監査結果報告及び後ほど理

事者からの説明と重複いたしますので、会計管理者からの説明を省略したいと思います

が、ご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  異議なしと認めます。  
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よって、一般会計及び各特別会計の決算概要についての説明は省略いたします。  

それでは、一般会計及び各特別会計の決算概要について、資料２として決算の状況の

提出を受けておりますので、この資料に基づき、質疑ございましたら、お受けいたしま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  これをもって、一般会計及び各特別会計の決算概要に対する質疑を終結い

たします。  

次に、健全化判断比率報告について、説明を求めます。  

植村総務部長。  

○植村総務部長 それでは、平成２７年度決算における健全化判断比率等の状況につきま

して、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規

定に基づき、ご報告申しあげます。  

  失礼して、座らせていただきます。  

それでは、資料７の平成２７年度健全化判断比率等報告書をご用意いただきたいと思

います。  

まず、１ページをごらんいただきたいと思います。初めに、１つ目の指標である実質

赤字比率でございます。地方税、地方交付税等の一般財源をその支出の主な財源として

いる一般会計等におきまして、歳出に対する歳入不足額、いわゆる赤字額を、地方公共

団体の一般財源の標準的な規模をあらわす標準財政規模の額で除した比率でございます。

平成２７年度の一般会計における実質収支額は４億５，２２４万５，０００円の黒字と

なりましたことから、実質赤字比率はマイナス７．７５％となり、前年度のマイナス６．

９２％と比較いたしますと、０．８３ポイント改善いたしたことになります。なお、こ

の比率の基準につきましては、市町村の財政規模に応じて１１．２５％から１５％まで

の間とされており、本町の早期健全化基準は１４．５２％となっております。また、財

政再生基準は、財政規律を確保する上で事実上の規範として定着している旧再建法の起

債制限の基準を用い、市町村は２０％とされているところでございます。  

２つ目の指標である連結実質赤字比率でございます。地方公共団体の全ての会計の赤

字額と黒字額を合算して、当該団体を一法人としての歳出に対する歳入の不足額を、そ

の団体の一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模の額で除した比率でございます。

平成２７年度の連結収支が４億５８６万６，０００円の黒字となったことから、マイナ

ス６．９５％となり、前年度のマイナス５．３６％と比較いたしまして１．５９ポイン
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ト改善をいたしております。この比率の基準につきましては、早期健全化基準が、実質

赤字比率の早期健全化基準に公営企業等における経営健全化等を踏まえ５％を加算し、

市町村につきましては財政規模に応じ１６．２５％から２０％までの間とされておりま

して、本町の早期健全化基準は１９．５２％となっております。また、財政再生基準は、

同様の観点から、実質赤字比率の財政再生基準に１０％を加算し、市町村は３０％とな

っているところでございます。  

次に、３つ目の指標である実質公債費比率につきましては、地方公共団体の一般会計

等の支出のうち義務的に支出しなければならない経費である公債費や公債費に準じた経

費をその団体の標準的な規模を表す標準財政規模を基本とした額で除した比率の３か年

の平均値でございます。平成２７年度は６．９％となりまして、前年度と同じ数値でご

ざいます。この比率の基準についてでありますが、早期健全化基準につきましては、現

行の地方債協議・許可制度におきまして一般卖独事業の許可が制限される基準となって

いる２５％となっております。また、財政再生基準は、同様に公共事業等について許可

が制限される基準とされる３５％となっているところでございます。  

当町の実質公債費比率と全国の団体との比較でございますが、恐れ入りますが、７ペ

ージをごらんいただきたいと思います。その７ページの表の下から１行目と２行目でご

ざいます。ａｃの欄とａｄの欄でございますが、平成２６年度でございますが、全国町

村平均は８．９％、また、全国市区町村平均は８．０％でありまして、いずれも本町の

場合、それを下回っているところでございます。  

１ページにお戻りをいただきたいと思います。４つ目の指標でございます将来負担比

率につきましては、地方公共団体の一般会計等が将来的に負担することになっている実

質的な負債に当たる額を把握し、その将来負担額から負債の償還に充てることができる

基金等を控除の上、その団体の標準的な規模を表す標準財政規模を基本とした額で除し

た比率でございます。平成２７年度は、早期健全化基準３５０％に対しまして４０．

３％となっております。前年度の３７．４％と比較いたしまして２．９ポイント悪化と

なっております。  

また、当町の実質公債費比率と全国の団体との比較でございますが、恐れ入りますが、

９ページをごらんいただきたいと思います。９ページの表の下から１行目と２行目でご

ざいますが、平成２６年度でございますが、全国町村平均が１１．８％、これを上回っ

てはいるものの、全国市区町村平均４５．８％は下回る結果となっているところでござ

います。  
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恐れ入りますが、２ページをごらんいただきたいと思います。２ページは、資金不足

比率についてでございます。水道事業会計は２億９，６４０万円の剰余額が生じており

ます。また、公共下水道事業会計は収支０円となっており、いずれの会計におきまして

も資金不足は生じておりません。  

最後に、１２ページをごらんいただきたいと思います。本町の健全化判断比率等の推

移をまとめたものでございます。平成２２年度前後までは全ての項目において改善傾向

にありましたが、その後、数値が悪化している比率もあるところでございます。  

以上、簡卖ではございますが、平成２７年度決算における健全化判断比率等の状況に

ついてのご報告といたします。よろしくお願いをいたします。 

○坂口委員長  説明が終わりましたので、これに対する質疑をお受けいたします。  

ないですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  これをもって、健全化判断比率に対する質疑を終結いたします。  

続いて、認定第２号 平成２７年度斑鳩町一般会計歳入歳出決算の認定について、一

般会計歳入全般の審査を行います。  

理事者の説明を求めます。  

植村総務部長。  

○植村総務部長 それでは、まず初めに、議案書を朗読いたします。  

認定第２号  

平成２７年度斑鳩町一般会計歳入歳出決算の認定について  

標記について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、別紙のとおり提出し、議

会の認定を求めます。  

  平成２８年９月１日提出  

斑鳩町長 小城 利重 

 それでは、失礼して座らせていただきます。  

資料としてご用意いただきたいのは、資料３の主要な施策の成果報告書と資料５の決

算付属参考資料でございます。  

それでは、一般会計の歳入決算の状況につきまして、ご説明いたします。  

恐れ入りますけれども、資料３、主要な施策の成果報告書の４９ページをお開きいた

だきたいと思います。第２表、平成２７年度一般会計歳入決算の内訳でございます。  

平成２７年度の歳入決算額は、第２表の一番下の合計の欄でございますが、決算額は
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９０億３，８２４万６，０００円で、前年度の決算額と比較いたしまして、４，３００

万３，０００円、０．５％の増となったところでございます。  

表の一番上の町税の決算額でございます。町税の決算額は、２８億８，１３６万５，

０００円でございます。前年度と比較をいたしますと、町民税が９３５万１，０００円、

軽自動車税が１０９万１，０００円と増収となったものの、固定資産税が１，３３４万

２，０００円、たばこ税が１４２万８，０００円減収となりましたことから、対前年比

でございます、これはＤ欄でございますが、５００万２，０００円、０．２％の微減と

なったところでございます。  

また、目的税であります都市計画税の使途状況につきましては、恐れ入りますけれど

も、資料５の決算付属参考資料の４ページをお開きいただきたいと思います。都市計画

税の使途状況でございますが、平成２７年度の都市計画税収入額は、下の表の真ん中の

欄でございます、１億２，４３３万５，０００円でございます。下水道事業、そして、

これまで都市計画事業として借り入れを行った町債の償還金に充当しているものでござ

います。これら都市計画事業に要する一般財源の総額は、上の表の都市計画事業の一番

右の一般財源の合計の欄でございます、５億３，０１２万３，０００円でございます。

都市計画税収入の全額を充当いたしているところでございます。  

恐れ入りますが、施策の成果報告書の４９ページにお戻りをいただきたいと思います。

町税とともに町財政の大きな柱であります、下から７行目でございます、地方交付税の

決算額でございます。地方交付税の決算額は２５億４，５９８万４，０００円で、地方

消費税交付金の増などにより基準財政収入額が増となったものの、人口減尐等特別対策

事業費の措置などに伴い基準財政需要額が増となりましたことから、対前年比１億５６

７万７，０００円、４．３％の増となったところでございます。  

次に、その地方交付税から４行上でございます、中ほどでございますが、地方消費税

交付金でございます。この地方消費税交付金の決算額は４億１７１万２，０００円で、

消費税率引き上げに伴います社会保障財源交付金分を含め、対前年度比１億７，７０７

万１，０００円、７８．８％の増となったところでございます。  

また、消費税率引き上げに伴います社会保障財源交付金分につきましては、もう１度

恐れ入りますが、決算付属参考資料、資料５の５ページをごらんいただきたいと思いま

す。下の小さいほうの表にございますように、平成２７年度の社会保障財源交付金収入

額は、真ん中の欄の１億８，２６７万８，０００円でございまして、充当割合は１３．

１％となっているところでございます。  
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三たび主要な施策の成果報告書の４９ページにお戻りをいただきたいと思います。次

に、下から５行目でございます。国庫支出金でございます。国庫支出金の決算額は９億

９，３６０万７，０００円で、史跡用地先行取得償還費補助金、臨時福祉給付金給付費

補助金、子育て世帯臨時特例給付金給付費補助金などが減額となったものの、地域活性

化・地域住民生活等緊急支援交付金、保育所運営費負担金などが増額となりましたこと

から、対前年度比１億１，３０２万６，０００円、１２．８％の増となったところでご

ざいます。  

次に、その下の県支出金の決算額でございます。５億４，５３１万７，０００円で、

保育所運営費負担金などが増額となったものの、安心こども基金特別対策事業補助金、

被災農業者向け経営体育成事業補助金などが減額となりましたことから、対前年比７，

０９２万２，０００円、１１．５％の減となったところでございます。  

最後に、その下の町債の決算額でございます。決算額は５億７，２４０万円で、臨時

財政対策債、道路橋りょう環境整備事業債、学校教育施設等整備事業債などが減額とな

ったものの、奈良県市町村公営企業財政健全化支援事業に伴います下水道事業分の公的

資金借換債や道路新設改良事業債などが増額となりましたことから、対前年比１，８７

０万円、３．４％の増となったものでございます。  

以上で、歳入決算の状況についての概要説明といたします。よろしくご審議をお願い

いたします。  

○坂口委員長  説明が終わりましたので、これに対する質疑をお受けいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  これをもって、一般会計歳入全般に対する質疑を終結いたします。  

ここで、理事者入れ替えのため、１０時２５分まで休憩いたします。  

（午前１０時１０分 休憩） 

（午前１０時２５分 再開） 

○坂口委員長  再開いたします。  

それでは、総務部、会計室、議会事務局所管に係る決算審査を行います。  

初めに、第１款 議会費について、説明を求めます。  

黒﨑議会事務局長。  

○黒﨑議会事務局長 それでは、第１款  議会費の決算の概要について、ご説明を申しあ

げます。  

失礼をいたしまして、座らせて説明をさせていただきます。  
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主要な施策の成果報告書の５６ページをごらんいただけますでしょうか。平成２７年

度の議会費の歳出決算額は１億１，２５２万５６２円となっており、前年度と比較して

４２８万８，５３６円減尐いたしました。地方議会議員年金に係る負担金が上昇し、共

済費が増となったものの、議員定数が１５名から１３名に２名減尐したこととなったこ

とに伴い報酬及び期末手当が減尐したことが主な要因となっております。  

 それでは、事業別施策の取り組み状況について、ご説明を申しあげます。  

 まず、定例会・臨時会及び委員会の運営についてであります。  

 初めに、定例会・臨時会の開催についてですが、定例会を４回、臨時会を１回開催いた

しました。町長提案の議案数は８０件で、全て原案可決となっております。議員発議及

び委員会発議の議案については、出産の場合の欠席の届出について新たに規定する会議

規則の改正や、無電柱化の推進に関する法整備を求める意見書など、規則１件、意見書

２件を可決しております。  

次に、常任委員会及び議会運営委員会の開催についてですが、延べ５１回、５１日間

の開催となりました。  

また、閉会中の委員会活動として、継続審査案件について審議を行うとともに、各委

員会において先進地事例に学ぶための先進地視察研修や、施設整備状況等の現地調査を

実施いたしました。  

  次に、会議録の作成・閲覧ですが、平成２３年度より録音音声データ翻訳委託に変更

したところですが、委託するに当たっては、自己作成部分をふやすなどして反訳対象時

間の縮小に努めたところでございます。  

次に、議会広報の充実につきましては、年４回発行し、多くの方に読んでいただける

よう、町ホームページに掲載をいたしました。  

  以上、簡卖ではございますが、議会費の決算概要の説明とさせていただきます。よろ

しくお願いをいたします。  

○坂口委員長  説明が終わりましたので、第１款  議会費について、質疑をお受けいたし

ますが、質疑、答弁がスムーズに行えますよう、ご質問の際には、主要な施策の成果報

告書及び関係書類等の資料名、資料番号、ページ数などをお示しいただきましてご質問

くださいますよう、よろしくお願いいたします。  

それでは、質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  これをもって、第１款 議会費に対する質疑を終結いたします。  
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次に、第２款  総務費について、説明を求めます。  

植村総務部長。  

○植村総務部長 それでは、総務部及び会計室が所管いたします第２款  総務費に係りま

す主な施策の実施内容につきまして、説明申しあげます。  

  失礼して、座らせていただきます。  

主要な施策の成果報告書の５７ページから８３ページでございます。  

初めに、第２款 総務費、第１項 総務管理費でございます。報告書の５７ページを

お願いいたします。  

まず、第１目の一般管理費でございますが、これは、職員人件費、地域集会所施設整

備費補助、コミュニティバスの運行、地域公共交通の確保、参加と協働のまちづくりの

推進などに要する費用の支出が主な内容となっております。  

５８ページをごらんいただきたいと思います。５８ページの地域公共交通の確保でご

ざいますが、平成２６年度に策定をいたしました斑鳩町生活交通ネットワーク計画に基

づきまして、コミュニティバスの増便に係る具体的な運行ルート等を定めた斑鳩町コミ

ュニティバス実証運行計画を策定いたしますとともに、実証運行の開始に向け、老朽化

したバス停留所の標識の更新を行ったものでございます。  

次に、地域集会所施設整備等の支援でございます。自治会等が行います地域集会所の

整備等の費用に対する補助金を交付をいたしまして、コミュニティ活動を支援をいたし

ました。  

次に、５９ページでございます。参加と協働のまちづくりの推進でございます。第４

次斑鳩町総合計画におきましてまちづくりの重点施策に掲げている斑鳩らしい協働のし

くみづくりを進めるため、協働のまちづくり活動提案事業補助金を創設し、その提案募

集を実施いたしました。住民グループの１２団体から提案をいただきまして、そのうち

１１団体を認定いたしまして、平成２８年度からそれぞれ事業に着手いただいていると

ころでございます。  

続きまして、６２ページの第２目  文書広報費でございます。町の広報紙の発行、声

の広報、町ホームページの運用などに要する費用の支出が主な内容となっているもので

ございます。  

まず、ホームページの充実では、平成２８年３月に、タイムリーでわかりやすい情報

発信を行うことを目的に、内容を各担当者が容易に作成・管理できるようホームページ

のリニューアル等を行いまして、その充実を図ってまいりました。  
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続きまして、６３ページの第３目  財政管理費でございます。財務会計システムに係

る電算ソフト使用料などに要する費用の支出が主な内容となっております。  

そのページのふるさと納税等（寄附）の状況につきましてでございますが、町ホーム

ページの活用やチラシの設置、各種イベントにおけるチラシ配布などを通しまして、そ

のＰＲに努めております。平成２７年度でございます。そのページの表の一番下の合計

欄でございますが、１２６件、２６４万５，４９９円のご寄附をいただきました。これ

は、なお、平成２７年度税制改正におきましてふるさと納税による特例控除額の上限が

個人住民税所得割額の１割から２割に拡大されたことなどもありまして、本町におきま

してもさらなるふるさと納税の促進を図るため、平成２８年６月から、今年度でござい

ますが、インターネットで申し込みができ、クレジットカード決済が可能なふるさと納

税ポータルサイトの活用を始めたところでございます。  

続きまして、６４ページをお願いします。第４目の会計管理費でございます。会計シ

ステムに係る電算ソフト使用料などに要する費用の支出が主な内容でございます。  

続いて、第５目の財産管理費でございます。役場庁舎の維持管理、基金の運用、普通

財産の管理などに要する費用の支出が主な内容でございます。  

初めに、そのページの普通財産の管理でございます。今後の利活用が見込めない遊休

土地３物件、旧野外活動センター用地、阿波２丁目地内代替用地及び追手団地跡地でご

ざいますが、一般競争入札及び公募先着順による売却処分を進めまして、旧野外活動セ

ンター用地のみ売却処分ができましたが、他の２物件につきましては参加申込者がなく、

不調に終わったところでございます。  

次に、６５ページでございます。役場庁舎の充実でございますが、役場庁舎の受変電

設備について、庁舎建設時の昭和６１年から継続使用してまいりましたが、老朽化が進

んだことから、これの更新を行いました。  

次に、公共施設の電気調達でございます。施設管理経費の削減を目的に、対象を役場

庁舎ほか１２の施設に拡大をいたしまして一般競争入札を実施し、平成２７年４月から

テプコカスタマーサービス株式会社の電力供給を受けているところでございます。  

次に、固定資産台帳の整備でございます。町の所有する固定資産の状況やその価値の

情報を把握するために、固定資産台帳の整備を進めてまいりました。今後、年度更新を

しながら台帳の精緻化を進めまして、国の統一基準に基づく財務書類や公共施設等総合

管理計画の作成に活用してまいりたいと考えております。  

続きまして、６６ページの第６目  企画費でございます。男女共同参画社会の推進、
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ＯＡ化の推進、地域文化の振興、文化振興財団の支援、いかるがホールの維持管理・運

営などに要する費用の支出が主な内容でございます。  

初めに、文化振興財団への支援でございます。文化・芸術活動の支援とその機会の創

出に取り組んでいる公益財団法人斑鳩町文化振興財団を引き続き財政面から支援をいた

したものでございます。 

次に、６７ページの下段のほうでございます。第３次男女共同参画推進計画の策定で

ございます。平成２６年度に実施をいたしました男女共同参画に関する住民意識調査の

結果等を踏まえまして、女性活躍推進法に基づく推進計画と一体のものとして、第３次

男女共同参画推進計画を策定いたしたものでございます。  

次に、６８ページでございます。一番下でございますが、女性総合相談の実施でござ

います。女性の人権を侵害する深刻な問題や女性が抱えるさまざまな問題に対しまして

相談・助言を行い、相談者自らが問題解決できる糸口を提供するため、引き続き相談窓

口を開設したものでございます。平成２７年度は相談者数１０、うち新規５名でござい

ますが、延べ２２回の相談がございました。  

次に、６９ページでございます。生駒郡ツーデーウォークの開催でございます。生駒

郡内の史跡・名勝等を巡り、豊かな歴史や文化を満喫できる２日間のウォークイベント

を新たに開催いたしたもので、２日間で延べ７５９人が参加をいたしました。  

次に、友好都市交流等の推進でございます。新たに、正岡子規ゆかりの地であります

愛媛県松山市と平成２８年２月に観光・文化交流都市協定を締結いたしたものでござい

ます。 

次に、事務のＯＡ化の推進でございます。基幹業務システム及び財務会計システムの

クラウド化を行うとともに、社会保障・税番号制度導入に伴う宛名統合システムの構築

や既存システムの改修等を進めたものでございます。  

７０ページでございます。第４次斑鳩町総合計画後期基本計画の策定でございますが、

前期基本計画の計画期間が平成２７年度末で終了いたしますことから、総合計画審議会

におきまして審議をいただきまして、平成２８年３月に後期基本計画を策定したもので

ございます。  

次に、斑鳩町人口ビジョン及び斑鳩町総合戦略の策定でございます。国の地方創生の

取り組みとあわせまして本町の人口減尐対策及び地域活性化を進めるために、住民アン

ケートを実施するとともに、斑鳩町まち・ひと・しごと創生会議を立ち上げまして、有

識者のご意見をいただき、人口ビジョンと総合戦略を策定いたしました。  
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次に、７２ページへお移りいただきたいと思います。下段の第１０目  防犯対策費で

ございます。自治会防犯灯の新設や維持管理等への助成、地域防犯体制の充実、消防団

の年末警戒活動の実施などに要する費用の支出が主な内容でございます。  

続いて、第２項の徴税費でございます。７５ページをお開きいただきたいと思います。  

まず、第１目の税務総務費でございますが、職員人件費、臨時職員の雇用及び他団体

との協力連携などに要する費用の支出が主な内容となっております。  

次の第２目 賦課徴収費でございます。町税の賦課徴収事務、町税の過誤納償還金、

公金収納の手数料などの支出が主な内容となっております。  

初めに、課税客体の適正な把握と町税徴収率の向上でございますが、町県民税及び固

定資産税償却資産の未申告者に対します申告指導等により課税の適正化を図るとともに、

滞納整理の早期着手と誠意のない滞納者に対します滞納処分等、関係法令等に基づきま

して厳格かつ効率的な徴収事務を進めまして、納税者の公平性と公正性を確保し、町税

の収入確保に努めたところでございます。平成２７年度、表でございますけれども、平

成２７年度でございますが、差し押さえは４８件、参加差し押さえが１件、交付要求が

１４件、合計６３件で滞納額１，０９９万８，０００円に対して滞納処分を行いました。

これらのうち、換価または配当により税に充当できたものは、その右隣でございます、

４１件、金額といたしまして２７９万円となっているところでございます。  

次に、７６ページでございます。町税の収納率についてでございます。平成２７年度

の町税収納率は、表の上が現年分、下が滞納分でございますが、現年分の表の一番下で

ございます、収納率が０．４ポイント上昇の９９．２％となりました。同じように、滞

納繰越分についてですが、前年度と比較して４．６ポイント上昇の３０．７％となった

ところでございます。  

次に、７７ページでございます。収納方法の税目別利用状況、口座振替を除く表でご

ざいます。住民の生活スタイルの多様化に対応するべく、新たな公金収納方法といたし

まして、平成２４年４月からコンビニ収納、ペイジー収納を運用しておりますが、平成

２７年度におけるコンビニ収納、ペイジー収納の利用状況は、その表の合計欄でござい

ます、納付件数３６，６７２件のうち、コンビニ収納が１２，３８６件、利用率で３３．

８％、ペイジー収納が１，２６７件で利用率３．５％、この２つの合計は１３，６５３

件で利用率３７．３％となったところでございます。  

次に、７８ページでございます。不納欠損処分の状況でございます。地方税法の規定

に基づきまして、その表の合計欄の金額のところでございますが、６１７万３，５９６
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円の不納欠損処分を行っております。納税義務者の実人数は６０人、延べ件数は１３５

件でございます。これらの不納欠損処分を行ったものは、滞納が発生した当初から再三

にわたり催告等を行ってきたものの、その後の調査等によりまして、処分する財産がな

いもの、あるいは本人の居所が不明であるというもの、また、本人が死亡し相続人がい

ないものなどとなっているものでございます。  

続きまして、第４項 選挙費でございます。８１ページへお移りいただきたいと思い

ます。 

まず、第１目の選挙管理委員会費でございますが、選挙人名簿の定時登録や選挙時登

録など委員会の開催運営及び公職選挙法の改正に伴います選挙システム改修に要する費

用を支出したものでございます。  

１つ飛びまして、第３目 奈良県知事・議会議員選挙費でございます。平成２７年４

月１２日執行の奈良県知事・議会議員選挙に要した費用でございます。  

８２ページでございます。第４目  斑鳩町議会議員選挙費でございます。平成２７年

４月２６日執行の斑鳩町議会議員選挙に要した費用でございます。  

次に、第５項の統計調査費でございます。８３ページでございます。平成２７年度の

企画財政課所管の基幹統計調査は、表にございますように、平成２７年工業統計調査、

平成２７年商業統計調査、平成２７年国勢調査、そして平成２７年の経済センサスとな

っております。  

続きまして、そのページの下段の第６項  監査委員費でございます。毎月の例月出納

検査及び一般会計・各特別会計並びに水道事業会計に対します決算審査と財政健全化審

査を合計で６日間、また、定期監査を５日間実施をいただきました。さらに、財政援助

団体等監査といたしまして、社会福祉法人斑鳩町社会福祉協議会の監査を実施いただい

たところでございます。 

以上で、第２款 総務費のうち、総務部、会計室が所管いたします主な施策の実施内

容につきましての説明といたします。よろしくご審議いただきますよう、お願い申しあ

げます。  

○坂口委員長  説明が終わりましたので、第２款  総務費について、質疑をお受けいたし

ます。 

濱委員。  

○濱委員 新人ですので、ちょっと教えていただきたい、よろしくお願いいたします。  

一番、今、最後のほうにありました滞納の方に、全てに督促をされて。  
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○坂口委員長  濱委員、ページ数と、すみません。  

○濱委員 ごめんなさいね。すみません、７５ページですね。課税の率が上がったってい

うことで、監査の報告の中にもありましたけども、全ての方に送って、そのために収納

率が上がったというふうなんですけども、送っても届かないっていう方もあるわけです

ね、先ほどの行方不明であったりとかいう方も含めてということですね。このね、中で、

差し押さえとか、参加差し押さえですか、このへんのちょっと用語がよくわからないの

で、尐し説明していただきたいです。  

○坂口委員長  本庄税務課長。  

○本庄税務課長 まず、今、ご質問いただいております差し押さえあるいは参加差し押さ

えということでございますけれども、差し押さえにつきましては、滞納されている方の、

例えば預貯金がございましたりとか、不動産等々、当町のほうで調査をさせていただき

まして、未納分の充当に充てるために、預貯金であれば払い出しができないようにとい

うことで金融機関のほうに差し押さえいうことで手続きをさせていただいているもので

ございます。  

参加差し押さえと申しますのは、例えばもう従前に、不動産がございましたら、他団

体等々が差し押さえをしているところに当町のほうが追加で差し押さえ手続きをすると、

簡卖に申しあげますとそういった手続きとなっております。  

○坂口委員長  濱委員。 

○濱委員 同じ欄ですけど、交付要求っていうのは。  

○坂口委員長  本庄税務課長。  

○本庄税務課長 申しわけございません。交付要求でございますけれども、こちらにつき

ましては、滞納者の、滞納されている方の破産手続き等々が、例えば民間の借入金につ

きまして返済が滞ることによって破産手続を進められるに当たりまして、当町の税の収

入を確保するために、要求をして配当を受ける手続きをさせていただいているものでご

ざいます。  

○坂口委員長  濱委員。 

○濱委員 同じところですけど、そうしたら、先ほどの差し押さえね、預貯金だとかいう

ものだったらそこから税金を納めていただきますけど、土地とかだったら、現金ではな

いですね。そんなときはどういうふうに考えるんですか。  

○坂口委員長  本庄税務課長。  

○本庄税務課長 不動産につきましては、国税等々でもやられておりますけども、公売で
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すね、して現金、いわゆる換価をした上で税に充当させていただくと、手続き的にはそ

のようになってまいります。  

○坂口委員長  濱委員。 

○濱委員 わかりました。ありがとうございます。  

続いて、いいですか。  

○坂口委員長  濱委員。 

○濱委員 納付する場所がね、窓口の納付のほかにね、コンビニとか、ペイジーとかって

いうことで、その率が今後ふえてくるだろうということですけども、このね、窓口でな

くてコンビニとかペイジーの収納をすると、そのための手数料っていうのがかかってい

ると思います。これは表になっているのは、今、７７ページのところですけども、予算

のね、説明のときに、こういったコンビニとかペイジーを４１％を目指していますとい

うことで、手数料が１２万ぐらいを予定しているということですけど、これは１件につ

き幾らというような、そういう計算なんですか。  

○坂口委員長  本庄税務課長。  

○本庄税務課長 今、ご質問いただきましたコンビニ収納あるいはペイジー収納の手数料

の関係でございます。  

まず、コンビニ収納につきましては、１件当たり６１円に消費税ということで１件当

たりの手数料がかかってまいります。  

ペイジー収納に関しましては、共同利用センター、いわゆるペイジーの電子的なデー

タ送信をするための共同利用センターの手数料と、及びそれぞれの各金融機関の手数料、

合わせまして税抜きで４８円の手数料が１件当たりかかっているという状況でございま

す。 

○坂口委員長  濱委員。 

○濱委員 今のあれですけど、この６１円であるとか、４８円っていうのは、それがかか

ってもそう影響のない金額っていうことで、この窓口でなくてコンビニまたはペイジー

の分で納めていただくっていうのを、推進というか、進めていきたいというお考えです

か。 

○坂口委員長  本庄税務課長。  

○本庄税務課長 今、ご質問いただいておりますコンビニ収納あるいはペイジー収納でご

ざいます。こちら、平成２４年４月から新たな収納方法ということで導入をさせていた

だいておりますけれども、その導入目的といたしまして、税金の納付方法の選択肢がふ
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える、いわゆる住民サービスの向上というのを大きな目的として導入をさせていただい

たものでございます。  

あと、導入に当たりましては、やはり導入前には、納付に行く時間がない、仕事、平

日は金融機関のあいている時間が納付に行けないというようなお声もございました。い

うことで、そのあたりの声が導入以降はなくなったという一定の効果あると認識をして

おります。  

また、納税環境がいろいろな選択肢があるという中で、期限内での納付というのも伸

びておりまして、導入前の、例えば督促状の件数で申しあげますと、導入前の２３年度

でございましたら、年間５，６００通の督促状を送付しておったわけですけれども、２

７年度では４，５００通ということで、期限内での納付も徐々に進んできているという

ことで、町としては効果があったものと認識をしているところでございます。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 まず、５７ページのコミュニティバスの運行というところと、その次のペー

ジの地域公共交通の確保っていうところ、これは重なるのかなと思うんですけれども、

この費用のざくっとした内訳をお伺いできたらなと思いますが。 

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

○谷口総務課参事  まず、５７ページ、コミュニティバスの運行の費用の内訳でございま

す。これが、今現在、コミュニティバス、平成１２年から走っておりますコミュニティ

バスの運行費用ということで、平成２７年度は１，２９７万５，０８８円ということに

なっております。  

５８ページの地域公共交通の確保といいますものは、今現在、コミュニティバス、ち

ょうど１０月から実証運行ということで、２台にふえて有料化ということをするわけで

すけれども、そういう方向を進めるに当たりましての地域公共交通会議、平成２５年度

から設置しておりますが、そちらのほうの運営に係る費用ということで、この６４２万

円の内訳といたしますと、地域公共交通会議の負担金と、それにあわせまして、コミュ

ニティバスの実証運行の開始に向けまして、その内容に書いておりますとおり、老朽化

したバス停留所標識の更新に係る費用ということでございます。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 バスの更新費用と会議の負担金で分けるとすると、金額ってわかりますか。  

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

○谷口総務課参事  ６４２万円の内訳でございますが、公共交通会議への負担金といたし
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まして３７８万円、バス停の更新に係る委託料といたしまして２６４万６００円となっ

ております。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 総務委員会のほうでも説明していただいていると思うんですけれども、今回、

そのバス停の、今後どういうふうになるのかっていうのを広報のほうにも入れていただ

いていましたけれども、西和医療センターの前ですとか、ちょっと三郷町にかかる部分

はバスの設置がなかったように思うんですけれども、やはり町外にバス停を設置するっ

ていうのは難しいことなんでしょうか。  

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

○谷口総務課参事  今、委員おっしゃられました西和医療センターですね、その前には、

今、走っておりますコミュニティバスにおきましても笠町のバス停、これは奈良交通の

バスのバス停でもあるわけですけれども、そちらのほうに今までからもございまして、

そちらのほうがちょうど西和医療センターの前と近いということもございますので、引

き続きそのバス停を利用していくということで、説明のほう、しております。  

あと、町外ということで、今、おっしゃいましたので、もう１点、平群町のほうです

ね、竜田川ネオポリスというところで、一部、斑鳩町の竜田ネオポリスというところも

ございますけれども、大部分が竜田川ネオポリスの集落でいきますと平群町域というこ

とになるわけですけれども、そちらのほうにもバス停のほうは設置をしております。以

上でございます。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 というと、必ずしも町内でなければバス停は設置できないとか、走れないと

いうわけではないというふうには理解はしたんですけれども、今後、例えば王寺の駅前

のほうに行くとか、そういうことを見直していくっていうことは考えられるんでしょう

か。 

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

○谷口総務課参事  これは斑鳩町地域公共交通会議におきまして議論をしていくところで

はございますけれども、公共交通のあり方というところで、斑鳩町独自の公共交通とい

うことだけではなしに、民間企業者でありますとか、各関係機関ですね、そういったと

ころでの協議を経て整備をしていく公共交通ということでありますので、今現在はこの

ような、今までからやってきたコミュニティバスのやり方を踏襲していく、それの利便

性を追求するというような形で設置という形で、今現在の更新をしたというところでご



 - 31 - 

理解いただきたいと思います。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 奈良交通のバスもあるので、同じバス停なので乗りかえたらいいという考え

方もできると思うんですけれども、やはり年配の方とかで足の弱っている方ですとか、

あと、小さな子どもさんでベビーカーを持っているとかっていうような、そういう方に

すると、なかなか乗りかえるのが難しいっていうようなこともあると思いますので、ま

た今後、そういう路線を見直すときとか、あと、また新しい福祉施設が予定されている

っていうふうに聞きますし、そういうことの兼ね合いも含めながら、また路線の見直し

も進めて、今後、検討していただきたいなというふうに思います。  

あと、６８ページの女性総合相談の実施なんですけれども、これは相談に応じている

のはどなたになるんでしょうか。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  フェミニストカウンセラーの方に委託しております。以上で

す。 

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 あと、６９ページの松山市と観光文化交流都市協定というんですけれども、

斑鳩町との関係性というのはどういう関係性なんですか。  

○坂口委員長  小城町長。  

○小城町長 斑鳩町とは、もう聖徳太子が５９０年、五百何年に道後温泉へ訪れられまし

て、そういうところでツバキっていう木があって、その木が非常に幸福を招くというこ

とで聖徳太子は言っておられますし、それから、正岡子規さんが斑鳩の法隆寺で、柿く

えば鐘が鳴るなり法隆寺という俳句をされていますとか、そういうご縁ということで、

松山からも斑鳩に、修学旅行とかは必ず斑鳩へ来ていただきますし、そういうご縁で、

やっぱり今、法隆寺にとっても、正月にはツバキをまかれますから、そういうご縁で今、

言った両方の関係も踏まえて、松山と観光友好姉妹を結ばせていただいたということで

ございます。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 今後、特に予定されているような何か、ありますでしょうか。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  今でも行っているんですけれども、子規さんの俳句大賞をで

すね、斑鳩町で実施しておりまして、そこで松山さんのほうも来ていただけますし、ま
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た、松山さんのほうの俳句大賞のほうにつきましても、斑鳩町のほうから俳句箱を置き

ましてですね、それを松山さんに、斑鳩町で集めた俳句をですね、松山さんに送ってい

るという実績等もございまして、現在、俳句等を通しまして交流も進めておりますし、

また、お互いがですね、産業まつりでありますとか、聖徳太子市でありますとか、そう

いった物品の購入もさせていただいているところでございます。以上です。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 同じく６９ページの事務のＯＡ化なんですけれども、インターネット端末の

設置数１７台ってあるんですけど、これは各課にあると、インターネットに接続できる

端末があるということなんですか。  

○坂口委員長  福居財政課長。  

○福居財政課長 インターネット端末につきましては、インターネットメール等ございま

すので、各課に１台ずつということで設置させていただいております。以上です。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 やはり、今はそういうメールでのいろいろな問い合わせだったりとか、あと、

情報収集なども必要になってくるかなと思います。ほかのそういう情報の漏えいがない

ようなそういう管理をきちんとしていただいていると思いますけれども、利便性とそう

したことを兼ね合いながら進めていっていただければと思います。  

○坂口委員長  ほか。 

濱委員。  

○濱委員 ６８ページの教育・啓発活動の推進というところで、この「男女がお互いの人

権を尊重し、その個性や能力を社会のあらゆる場面で発揮できるよう」っていうところ

で、啓発活動を行ったっていうことですけど、ちょっと具体的に教えていただきたいで

す。どんなことをされたんですか。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  こちらにつきましては、年２回、広報紙にですね、そちらの

ほうの、男女共同参画に関して記事を掲載しておりまして、また、パネル展示も行って

おりまして、啓発活動を行っているところでございます。以上です。  

○坂口委員長  濱委員。 

○濱委員 広報はわかりましたけど、パネル展示っていうのはどういうようなものという

か、どんな量を、どこで、どのような期間でされたんですか。  

○坂口委員長  資料、ありますか。  



 - 33 - 

福居財政課長。  

○福居財政課長 男女共同参画の啓発の強化週間というのがございまして、その期間で、

生き生きプラザにおきましてパネル展示を行いました。パネル展示内容としましては、

男女共同参画を考える上で、そういう問題提起するような、これが男性の仕事とか、女

性の仕事とか、そういったものを啓発するような内容で、県の男女共同参画課のほうで

お持ちのパネルございますので、それを借り入れまして展示したということでございま

す。以上でございます。 

○坂口委員長  濱委員。 

○濱委員 ありがとうございます。何か見たような気がします。  

続いて、いいですか。  

○坂口委員長  はい。 

○濱委員 文化振興センターのホールの照明設備操作卓を改修した。また、防火対策の。  

○坂口委員長  ページ数を。  

○濱委員 ごめんなさい、６６ページです。このところには、防犯カメラを増設したとい

うところまでしか書いていないですけど、ここのところでは、かな、それかどっち側にな

るのかな、文化振興財団への支援になるのか、どちらかですけど、車の購入と楽器購入っ

ていうのがあったんですけど、そこのところをちょっと教えてください。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  車の購入と楽器購入につきましては、その下の下段でござい

ます。文化振興財団への支援のところでお金が入っておりまして、公用車の更新と、あ

と、雅楽の楽器が入った分で、含めましてですね、文化振興財団への補助金を出してお

るところでございます。以上です。  

○坂口委員長  濱委員。 

○濱委員 今の２つの、車の購入と、雅楽器っていうんですか、それの金額っていうか、

その金額、教えてください。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  公用車につきましては２１１万５，２７０円、雅楽の楽器に

つきましては１３５万円となっております。  

○坂口委員長  濱委員。 

○濱委員 その雅楽の楽器っていうのは、もう全然、私、楽器のことわからないんですけ

れども、今までにもそういうものって、ほかのものとかをお持ちなわけですか。それで、
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その分の、例えば数が足りないとか、ぐあいが悪くなったとか、そういうことで、ある

一定のその雅楽の演奏するそういうものを財産として持ってはるということなんでしょ

うか。 

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  こちらは新規に買わせていただいたものでございまして、前

に持っておられたということではございません。  

○坂口委員長  濱委員。 

○濱委員 新規に買われたということは、その楽器を使って何かをされるということです

ね、もちろん。そこのところを教えてください。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  雅楽に関しましてですね、今まではですね、天理大学さんと

かでお借りした形でされたときもあったとお聞きしているんですけれども、今後ですね、

活動の幅を広げていくために、長年その雅楽の体験講座も進んでまいりましたので、い

かるがホールとして雅楽を購入いたしまして、その体験講座の皆さんにより幅の広い曲

を演奏していただくという趣旨で購入したものでございます。以上です。  

（「ありがとうございます」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  小林委員。  

○小林委員 ６５ページの公共施設の電気調達についてお聞かせいただきたいと思います。

当初予算のときにご説明を受けましたけれども、そのときに、年間削減効果見込み額も

おっしゃっておられましたけど、当初の見込み額のようなメリットがあったのかについ

て、お聞かせください。 

○坂口委員長  福居財政課長。  

○福居財政課長 公共施設の電気調達につきましては、前年度と比較しまして９５０万円

程度削減できておりますので、当初見込んでいました１，１５０万円の効果額と同額の

効果が出ているところでございます。以上でございます。  

○坂口委員長  小林委員。  

○小林委員 わかりました。ありがとうございます。  

続きまして、６９ページの、私も事務のＯＡ化の推進についてお聞かせいただきたい

んですけど、これ、多額の費用を平成２６年も２７年もかけてされましたけれども、費

用的な効果については何度もお聞かせいただきましたけれども、いざ統合され、名寄せ

されて、具体的な事務の効率というかですね、皆さんの、どういう事務的な、業務的な
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作業でどういうメリットがあるのか、改めてお聞かせいただきたいと思います。  

○坂口委員長  福居財政課長。  

○福居財政課長 宛名統合システムのシステム整備につきましては、社会保障・税番号制

度の導入に伴うものでございまして、もちろんこのシステムを統合して名寄せすること

によりまして、番号制度のマイナンバーの照会で情報提供できるというメリットがござ

います。以上でございます。  

○坂口委員長  小林委員。  

○小林委員 説明を聞いたり、そのようにいつも説明を受けるんですけれども、それが斑

鳩町、クラウド化進んでおられまして、他の市町村と比べると費用的な削減額も尐なく、

あまりメリットも尐ないのではないかなというふうに担当課のほうからお聞きかせいた

だきましたけれども、劇的に変わるということは、やはり作業効率が劇的に変わるとか、

そういうことはやっぱりないんですかね。もう一遍改めて。  

○坂口委員長  福居財政課長。  

○福居財政課長 統合宛名システムにつきましては、あくまで社会保障・税番号制度の対

応ということですので、事務処理について効率化が図れるというものではございません。  

あと、クラウド化につきましてはですね、これは事務の効率化といいますよりは、災

害時にですね、例えば庁舎内にサーバー等ございますと、一気にデータ消失もされてし

まうというような危険性がございますので、今、クラウド化で、実質的には千葉県のイ

ンターネットデータセンターのほうにデータ、分散管理しておりまして、そういったメ

リットがあると考えております。以上でございます。  

○坂口委員長  小林委員。  

○小林委員 ありがとうございます。  

最後にちょっと１点、確認がありまして、７５ページの賦課徴収費についてですね、

差し押さえ、参加差し押さえか何かわからないんですけれども、県と町による合同公売

の場合ですね、どのようにその売ったお金を分けるのかっていうことについて、ちょっ

と教えていただきたいと思います。  

○坂口委員長  本庄税務課長。  

○本庄税務課長 不動産等々の合同公売によりまして換価されたお金の配当につきまして

は、国税徴収法のほうに国税含めた配当の基準がございますので、それに基づいて計算

をして、配当を受けると、このようになっております。  

○坂口委員長  小林委員。  
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○小林委員 例えば決算でいきますと、参加差し押さえとか、そういう実績をもとにする

と、何ぼで売れたのが斑鳩町には何ぼで入ってきたというか、そういう割合みたいな、

目安でわかるような数値では、ないんですかね。  

○坂口委員長  本庄税務課長。  

○本庄税務課長 申しわけございません、滞納されている滞納の税の賦課年度でございま

したりとか、そういったことをもとに計算といいますか、配分されることになりますの

で、一律町が何％とかといったものではないので、ちょっと、申しわけございません、

そういうことでご理解をいただきたいなと、このように思います。  

○坂口委員長  小林委員。  

○小林委員 はい、理解をさせていただきました。  

最後に、７６ページとか、収納率について書いておられますけれども、５年前ぐらい

から、奈良県が発表されておられる収納率でいきますと、昔から斑鳩町は収納率が高く

てですね、奈良県下でも何か３位くらいにあったかなと思うんです。それが、平成２６

年度とか、５年を比べても、収納率はもともと高いままですけれども、奈良県内でいく

とですね、ランキングがどんどん、どんどん毎年、ちょっと下がってきているんです。

ということは、ほかの市町村がですね、どんどん、どんどん努力をされて、数値を上げ

てきて、斑鳩町を超えられますけれども、斑鳩町はここ５年、県が発表されている数値

でいくと大体同じような数値で、ランキングだけが下がっていくということはですね、

ちょっとどういうことなのかなということを説明していただきたいと思います。  

○坂口委員長  本庄税務課長。  

○本庄税務課長 平成２７年度、現年９９．２％、滞納分３０．７％、合計、現年分、滞

納分合わせますと、２７年度では９６．８％と、このようになっております。５年前で

すけれども、平成２３年度では９５．５％ということで、１．３ポイント、当町として

は上がっていると、このような状況でございます。  

その中で、今おっしゃっていただいています県内市町村の状況でございますけれども、

２３年度は、県内市町村平均で９２．１％、２７年度が、今現在の速報値という状況で

ございますけれども、９４．９％と、このように、今、おっしゃっていただいています

ように、当町を含めまして各市町村、滞納整理あるいは徴収努力等々される中で、その

年度、年度でばらつきはございますけれども、順位は卖純に徴収率をもとに並べること

になりますので、若干の落ちたり、上がったりというのはどうしても生じてくるのかな

と、このように考えているところでございます。  
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○坂口委員長  小林委員。  

○小林委員 他の市町村のこういう収納率の内訳がわからないのであれなんですけども、

ほかの市町村は現年分よりも滞納繰越分の収納を頑張られて、どんどん、どんどん、毎

年数値を改善されたり、奈良県が発表しているランクを上げていくということなんです

かね。斑鳩町、滞納繰越分の数値が大分上がりましたので、平成２７年度の速報値でい

くと、また順位も大分上がるのかなとは思うんですけれども、そういう、他の市町村は

滞納分のほうで順位を上げている、数値を改善しているという認識でいいんですかね。  

○坂口委員長  本庄税務課長。  

○福居財政課長 先ほど、県内市町村の平均の収納率全体で申しあげましたけれども、現

年分、滞納分で申しあげますと、現年分が、県の平均９８．３％、これが平成２３年度

でございます。２７年度、先ほど申しあげたように、あくまで速報値ではございますけ

れども、９９．０％、県内平均の市町村で９９．０％となっております。  

一方、滞納繰越分でございますけれども、平成２３年度は１９．１％、２７年度が２

５．９％、滞納分につきましては、県内平均、２３年度から、１９．１％、２４年度が

１９．９％、平成２５年度が１８．９％、２６年度が１９．４％、２７年度が、速報値

で、先ほど申しあげた２５．９％となっておるんですが、こちらのほうは、ある団体さ

んのほうで大口の滞納の整理がついたと、納付があったと、県のほうに確認しましたら、

そういうことで聞いているところでございまして、おおむね１９％ぐらいで県内市町村、

滞納繰越分については収納率が推移しているところかなと、そのような状況でございま

す。 

○坂口委員長  ほか。 

伴委員。  

○伴委員 ５８ページの真ん中の自治会への支援及び自治会連合会への支援なんですが、

これ、先日の総務委員会で、その辺の配分といいますか、ちょっとやり方を変えるとい

う説明があったんですが、もしこれが前回の総務委員会の形になった場合、金額的には

これはどういうような形になるわけでしょうか。  

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

○谷口総務課参事  自治会への支援と自治会連合会への支援というところについてでござ

います。今、委員おっしゃっていただきましたように、この自治会の支援というところ

でございますと、文具料ですね、自治会の文具料が、５５６万円がこの中に含まれてお

ります。自治会連合会への支援といたしましては１０万５，７５２円となっているわけ
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でございますけれども、先日の総務委員会のときに、来年度より、自治会の文具料とい

うのを見直しまして、均等割について廃止をさせていただきまして、自治会連合会の会

費に充てておりましたものを、町から自治会連合会への補助金として一本化するという

形に整理をさせていただきたいという要綱改正のご説明をさせていただきました。そこ

らを踏まえまして、文具料の内訳なんですけれども、今現在、５５６万円と申しました

平成２７年度の決算額ですが、このうちの均等割８８万８，０００円の分が、今度はで

すね、自治会連合会への補助金というところに上乗せになりますので、２７年度の決算

額に卖に足しますと、この１０万５，０００円に８８万８，０００円が上乗せされてい

くと。今後は、自治会連合会への支援というところは、今、２７年度の決算額で申しま

すと、約９９万円ですか、ということになるということでございます。以上でございま

す。 

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 なるほど。金額の変わりいうのはわかりました。  

それで、この自治会連合会の支援のこの下のほうですねんけど、たしか使われた金額

だけで、あと戻してくれはるという、私、認識持っていますねんけど、これ、もともと

何ぼ支払いしてくれてはったんですかな。  

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

○谷口総務課参事  自治会連合会への支援といたしまして、２７年度の当初予算額は１０

０万円となっておりまして、実際、町のほうから自治会連合会へは１００万円の補助金

を支出しております。自治会連合会の予算につきましては、先ほども申しました文具料

均等割が会費として自治会連合会の入としてなっているというところございますので、

自治会連合会の予算規模としては約２１１万となっておりまして、自治会連合会の決算

額は、それと比較して１１２万ということで決算を終えておりますので、差引残高８９

万４，０００円を町に戻入いたしました結果、補助金としての決算額は、１００万の予

算に対しまして１０万５，７００円となっているということでございます。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 それならこれ、今後ともこの自治会連合会への支援の１００万円、当初予算、

このあたりの金額はもう変えないと、これはもうこのままずっと１００万円でいく、そ

ういうような考えでいいわけですか。  

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

○谷口総務課参事  ２７年度のこの決算実績から申しまして、１００万の予算に対して、
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実質は１０万５，０００円の執行額だということもございますので、２８年度におきま

しては９０万の予算額でおります。今後におきましても、この自治会連合会の決算状況

でありますとか、事業内容を見ていきながら、補助額のほうは変更していく可能性があ

るというふうに考えております。以上でございます。 

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 ２８年度の予算、ちょっと私がうっかりしまして申しわけありませんでした。  

続けて、５９ページの一番下の参加と協働のまちづくり、これ、私もこれ、総務委員

会で説明をお聞きしたんですが、この提案団体が１２団体で認定団体が１１団体、この

落ちはった１団体いうのは、支障のない程度で、何が原因であきまへんでしてんやろ。 

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  １２団体のうち１１団体になってしまった理由といたしまし

ては、その１団体につきまして、利潤目当てであるという、疑惑といいますか、可能性

が払拭できないということから、１団体は却下させていただいて、１１団体の認定とな

ったものでございます。以上です。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 厳格に審査していただいていると、そういうふうに認識いたします。  

続きまして、６１ページの一番下の臨時職員さんですねんけど、金額が前のときより

ちょっと変わっているんですが、前の決算より、２６年度の決算とちょっと変わってい

るんですが、これは何か、職員さんが減らしていこうというような感覚でなっているの

か、ちょっとお聞きします。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 臨時職員の予算の減ということでございます。約、現年度と比較して５

７０万ほど減っておりますけれども、臨時職員につきましては、基本的には職員の欠員

補充ということでございます。それで、フルタイムで、平成２６年度が１７名、平成２

７年度が１４名、３名の減となっております。これにつきましては、育休職員、正規の

職員が３名が職場に復帰したことによりまして、臨時職員さん、その分の３名を減した

ということでございます。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 それでしたら、正規の職員さんの補充やという考え方でいきますと、臨時職員

さん自体の数というのは、やっぱり正規の職員さんの、どれぐらい、今、勤めておられ

るというのと整合してなっていくと思いますねんけど、今後、正規の職員さんを、数を、
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今の現状からどう考えておられるのか、ちょっとお聞きしたいと思うんですが。  

○坂口委員長  池田副町長。  

○池田副町長  これはもう以前から、この予算審査特別委員会ないしは決算審査特別委員

会、いろいろ議論がございます。以前より相当、正規職員、落ちてきていますよと、退

職者の補充分はないですよと。ここ最近はもう退職者以上の補充をするようにやってい

るんですけど、数年前はどうしてもできなかった状況はございますので、できましたな

ら、それは、前の状態には戻りませんけども、やはり退職者の、非常に、退職者以上の

補充はできていない年をなるべく埋めるように、徐々に、そう考えて採用をしていきた

いと。その分は自動的に臨時職員減ってまいりますけど、やはり非常に最近はまた、職

務、仕事の量もふえていますので、制度が変わってきていますので、そこらは十分認識

しながら、町財政を見ながら検討していきたいと考えております。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 今、副町長の答弁、結局、やっぱりバランスやと私も思います。だから、その

うまいバランス、負担もあまり一人ひとりにかかってもいけませんし、また、過剰にな

ってきて、財政の部分もあると思います。その辺を勘案しながらやっていっていただけ

ればと思います。  

すみません、続けて、申しわけないです。６４ページの役場来客者等の駐車場の管理

なんですが、これ、ちょっと金額足しますと、ここのこの四百何万になりませんねんけ

ど、この理由は何ですか。  

○坂口委員長  福居財政課長。  

○福居財政課長 この価格につきましては、役場来庁者用と駐車場の草刈り等の維持管理

経費に係るものとなっております。以上でございます。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 それならその維持管理、年２回なり、３回なりやっていただいているんやと思

います。  

それで、上の来客用の駐車場で、これ、一部無償とあるんですが、これはどこが無償

になっているのか、教えてください。  

○坂口委員長  福居財政課長。  

○福居財政課長 無償部分につきましては、庁舎東側のアスファルト未舗装の駐車場につ

きまして、こちら、無償でお貸しいただいておりますので、そちらの分について借上金

額が入っていないということになります。アスファルト部分、あの登記事務所裏のアス
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ファルト部分につきましては有償でお借りしているということになっております。以上

でございます。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 役場の横の大きな土地が無償やと、今、お聞きしましてんけど、これ、えらい

サービスがええっちゅうか、これ無償で貸したるよと、えらい便宜を図ってくれてはる

と思うんですが、何かこの辺、交渉で何かあるわけですか。  

○坂口委員長  池田副町長。  

○池田副町長  相当大きな部分でございます。あそこは、以前でしたら相当草が生えてお

りまして、その維持管理が大変だと。その方も、実は斑鳩町に住んでおられませんので、

県外に住んでおられますので、非常に維持管理が大変だと。それでしたらもう町のほう

に使っていただいて結構ですよということで、お話をさせていただきました。もう２０

年間の長期契約をやっておりますので。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 非常にまあ、車とめさせてもうて、場所もええし、非常にありがたい話。  

これ、ほかにもこういうような、町の無償で借りておられる、こんなんはほかにもあ

りますのかな。  

○坂口委員長  福居財政課長。  

○福居財政課長 ほかにはございません。  

○坂口委員長 伴委員。 

○伴委員 はい、わかりました。  

続きまして、６９ページの生駒郡ツーデーウォークの開催、一番上ですねんけど、こ

れは７６万３，０００円、非常に評判がよかったと聞いておるんですが、これは、費用

７６万、これはどのあたりに使うてくれはりましてんやろ。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  この７６万３，６２６円をですね、斑鳩町の持ち分でござい

まして、全てのお金に関しましては、こちらの決算額のほうが２５９万２，８９７円が

４町分になっておりまして、その中の７６万３，６２６円が斑鳩町の持ち分になってお

ります。全体的なですね、経費に係ります中で多く占めておりますのは、会場設営費が

多くの部分となっております。以上です。  

追加で申しあげます。会場設営費でありますとか、パンフレットの作成費であります

とか、コースマップの作成費等にお金がたくさんかかっている状況でございます。以上
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です。 

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 それならこれ、４町でやられましてんけど、やっぱりこれ、まとめている町が

あると思うんですが、これは４町のうちどこが。パンフレットを製作したり、それは協

議しながらやっていただいておる、その取りまとめはどこの町なんですか。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  ツーデーウォークの事務局につきましては、斑鳩町で行わせ

ていただいております。 

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 たしかこれ、続けてツーデーウォーク開催していかれると思うんですが、この

事務局は、それならこれ、順繰りで、こう、回ってやられてと考えていいわけですか。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  事務局につきましては、こちらのツーデーウォークの実行委

員会の規定によりまして、生駒郡の町村会の事務局ということになっておりまして、昨

年度と今年度につきましては斑鳩町で行っております。以上です。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 町村会の会長のところがやられるとなってくると、町村会の会長、今現在、う

ちが。この町村会の会長いうのはずっと、イメージ、僕、うちの町長がやっておられる

イメージがあるんですが、これはある程度、こう、交代制になっている、これはどんな

感じになっているんですか。  

○坂口委員長  小城町長。  

○小城町長 町村会の関係等については、２年に１回、役員改選ということでされます。

再選は妨げないということですから。我々も、実際いうたら、かわったらええというこ

とを言うんですけども、まだ新しいというのか、今現在、三郷町にしても２期目ですし、

平群町は３期目ですし、安堵町も２期目ですし、そういうことで斑鳩さんにやってほし

いということでございますから。やっぱり事務局というのはなかなか仕事上、忙しい面

があります。生駒郡をまとめていくわけですから。そういうことを考えますと、三郷も

平群も安堵町の方もですね、私も長いからかわってほしいと言うんですけども、できる

だけ斑鳩町さんでお世話願いますということですから、やむなくやっているということ

でございます。  

○坂口委員長  伴委員。 
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○伴委員 やむなくこういう形になっているんやということがわかりました。  

７０ページ、すみません、続きまして申しわけないです。斑鳩町人口ビジョンのこの

アンケートなんですが、交付金を使ってやっていただいていると思いますねんけど、結

構金額の割に回収率があんまりええことないなと思うけど、この辺のご意見、お聞きし

たいんですが。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  人口ビジョン及び斑鳩町総合戦略の策定につきまして、住民

満足度調査等につきましては、回収率３７．９％ということになっております。  

結果でございますけれども、その分析といたしましては、設問数２７項目、回答項目

が１０９項目あったことなど、大変ボリュームのあるアンケートであったこと等から、

答えるつもりであったけれども置いておかれたのではないかというふうに推測している

ところでございます。以上です。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 非常にこれ、総合計画にもかかわってくるアンケートやと、私、これ、認識し

ていますので、できるだけ答えやすいっちゅうか、取り組みやすいような形で、今後考

えていただいたらと思います。  

最後に、７３ページの一番上の防犯灯維持管理、これ、たしかＬＥＤにどんどん、自

治会のやつはかえていっていただいていると。たしか町がやっていただいている部分、

これがまだ蛍光灯に残っている、蛍光灯のままやというように思うんです。町がやって

くれてはる中で、どれぐらいＬＥＤ化が進んでいるのかを教えてください。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 町の管理防犯灯のＬＥＤ化でございます。今現在管理させていただいて

おりますのが、５１８灯でございます。うち、ＬＥＤ化につきましては、１２０灯でな

っております。このＬＥＤ化につきましては、この蛍光灯の器具の交換時期にあわせて、

現在、させていただいているところでございまして、ＬＥＤ化率については２３％とい

うふうになっております。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 交換の時期、使えるのに交換してももったいない。だから、随時かえていって

いただくと、そういう形でよろしくお願いします。以上です。  

○坂口委員長  奥村委員。  

○奥村委員 それでは、最初に５９ページのところでございます。５９ページ一番最初の
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行政出前講座の実施というところでございますけれども、平成２７年度は開催数が３３

件、参加者が９３０名の方が参加していただいているということで、２６年度から見ま

したらたくさんの方が参加をいただいているというように思いますし、また、これは町

の職員さんが一生懸命出向いていって、説明をいろいろ、出前講座していただいている

と思うんですけれども、私が所属している自治会でも、何か月か前に、ゼロウェイスト

宣言のことで、生ごみ処理の説明に来ていただきまして、いよいよこの秋からうちの自

治会でも生ごみ処理の方向でしっかりと進んでいくっていうことになったんですけれど

も、一生懸命、こう、休みの日に出てくださって、そしてまた、その熱意でもって皆さ

んの気持ちが、こう、高揚して、しっかりと取り組んでいこうということなんですけれ

ども、この出前講座ですけれども、どういう、いろいろ、こう、３３件開催されていま

すけども、どういう内容のものをされて、また、その反響、捉えておられましたら教え

ていただきたいと思います。  

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

○谷口総務課参事  行政出前講座の実施内容についてでございます。平成２７年度、３３

件ということで、この内訳なんですけれども、一番多いのが健康づくりについてという

講座でございまして、１４件ございます。あとは、高齢福祉について、防災について、

あと、２７年度の特徴といたしまして、マイナンバー制度についてというものが７件と

多くございまして、その他は、福祉でありますとか、まちづくり関係各１件ということ

で、合計３３件となっております。  

先ほど、ちょっと委員、環境のことにつきましておっしゃっていただきましたものは、

環境対策課としてやっておられる講座でございまして、この行政出前講座３３件の中に

はカウントされていないということでご理解いただきたいと思います。以上です。  

○坂口委員長  奥村委員。  

○奥村委員 ありがとうございます。  

それで、次に、７１ページです。７１ページのところなんですけれども、交通安全意

識の向上っていうところで、自転車、交通安全対策の推進というところで。  

○坂口委員長  奥村委員、すみません、放置自転車の関係は環境対策課の関係になります

ので、そのときの質問でお願いいたします。  

○奥村委員 そうでしたか。はい、わかりました。研修のほうも、講座。そのときにまた

させていただきます。  

○坂口委員長  すみません、暫時休憩します。  
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（午前１１時３９分 休憩） 

（午前１１時３９分 再開） 

○坂口委員長  再開いたします。  

奥村委員。  

○奥村委員 そうしたら次、８０ページですけれども、８０ページの一番下の段の自動交

付機による。  

○坂口委員長  これも。 

○奥村委員 ああ、これも。すみません、間違えました。  

そうしたら、以上です。 

○坂口委員長  ほか。 

小村委員。  

○小村委員 ６０ページなんですけれども、情報公開の推進のところなんですけれども、

この中で、一部開示、却下があると思うんですけど、これについて、どういう理由で一

部開示になったのか、却下になったのかを教えてください。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 情報開示の一部開示と却下でございますね。一部開示につきましては、

開示されている内容に税情報がございましたので、その関係についてはその部分につい

てを非開示、それと、却下につきましては、具体的に、養子縁組みの届け出の関係の請

求がございましたけれども、当該人以外に出すということはできませんので、却下とさ

せていただいたところでございます。  

○坂口委員長  小村委員。  

○小村委員 ありがとうございました。  

続きまして、６２ページなんですけれども、ホームページの充実っていうところで、

当初予算は５４８万３，０００円ですかね、で、ホームページの充実で８９９万２，０

８０円になっているのは、どういう理由からですか。 

○坂口委員長  福居財政課長。  

○福居財政課長 この差額につきましては、交付金、地方創生の先行型交付金ございまし

て、その執行見込み額が尐し当初計画よりも落ちていましたので、その残額を何か使え

ないかということで、定住促進の啓発のホームページをつくってはどうかということで、

その分、補正させていただきまして、その金額の増でこのように８９９万２，０００円

の決算額が出ているということでございます。以上でございます。  
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○坂口委員長  小村委員。  

○小村委員 ホームページ自体は、リニューアルは５４０万で、その差額は定住促進のホ

ームページのページをふやしたという意味で理解してよろしいですか。  

○坂口委員長  福居財政課長。  

○福居財政課長 はい、そのとおりでございます。  

○坂口委員長  小村委員。  

○小村委員 当初よりも、予算よりも高くなっているんですけど、また、これ、後で出て

くるんですけど、観光協会のホームページが１００万円出ていたと思うんですけど、こ

れと、この観光協会のホームページと町のホームページ見比べたときに、もちろん町の

ほうが情報量が多いのはわかるんですけど、この差額がすごく大きいんですね。この差

額の理由をちょっとわかりやすく説明していただけたらなと思うんですけど。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  町ホームページと観光協会ホームページのリニューアル費用

に大きな差があるというご質問でございますが、その要因といたしましては、ただいま

委員さんおっしゃいましたように、ホームページの容量の大きさが異なることが挙げら

れます。リニューアル時の状況では、ホームページ内のページ数が、観光協会ホームペ

ージは５２ページであるのに対しまして、町ホームページは４３０ページあるため、導

入やデータ移行に係る費用が多くなりました。 

また、２つ目の要因といたしましては、町のホームページでは、今回のリニューアル

において、役場庁舎内の各課の担当者がホームページ原稿をみずから作成し、それを各

課長が承認し、ホームページ主幹課が確認の上公開する仕組みを構築いたしました。こ

のシステム導入により、費用が大きくなっております。  

３つ目の原因、要因といたしましては、サーバーにつきましても、観光協会ホームペ

ージでは掲載するページ数に制限があることに対しまして、町ホームページでは制限な

しとなっており、このことから、町のほうが費用が大きくなっております。  

４つ目の要因といたしましては、観光協会ホームページはパソコン版のみのページの

みの対応ですが、町ホームページはスマートフォンや携帯電話でのページも対応してお

ります。  

さらに、町ホームページでは、先ほど申しましたように、定住促進サイトを新たに作

成したことや、職員対象の講習会を全６回開催したことなどから、観光協会ホームペー

ジよりも費用が大きくなっているところでございます。  
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以上です。  

○坂口委員長  小村委員。  

○小村委員 ページ制限ある、なしでどれだけその値段が変わるのかとか、何かちょっと

僕の認識では、パソコンのこのデータも、５２ページと４３０ページで、何かちょっと

値段が上がるだけでページ数がふえるのかなっていう感覚が、ハードディスクとかの感

覚でいうたらあるんですけど、この点はどうですか。わかりますか。 

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  こちらのほうですね、仕様に基づきまして、プロポーザル公

告でありましたり、入札でありましたりした上の、一括のですね、契約となっておりま

すので、細かいところは出ていないわけでございますけれども、データサーバー初期費

用でありますとか、あとは講習会のレンタル費とか、そういったものにつきましては、

明らかにですね、観光協会のものよりは大きくなっているということでございます。以

上でございます。  

○坂口委員長  小村委員。  

○小村委員 また、詳しくは担当課に聞きにいきます。  

それでですね、７０ページなんですけど、斑鳩町人口ビジョン及び斑鳩町総合戦略の

策定なんですけど、これも当初予算ではゼロで上がっているのかな、それで前年度の補

正予算で７００万ですかね、平成２６年の補正予算で７００万計上しているってなって

いるんですけど、これは国からの補助金が多く出ているっていう考え方でいいですか。  

○坂口委員長  福居財政課長。  

○福居財政課長 この人口ビジョン及び総合戦略の策定につきましては、平成２６年度の

国の補正予算に伴うものでございまして、平成２６年度の３月補正で補正させていただ

いた分を繰り越して計画の策定をさせていただいたというものになっております。当初

計画からですね、ちょっと年度かわった後にですね、また国から示された額に余裕があ

りましたので、こちら、総合計画の後期基本計画の策定というものもございましたので、

それにも対応した住民満足度調査っていうものを新たに補正で追加させていただいて、

この金額、合計でこの金額になっているということでございます。ですので、繰越分と

２７年度の補正分との合計でこの金額になっております。以上でございます。  

○坂口委員長  濱委員。 

○濱委員 同じところなんですけども、先ほど、アンケートに対することをほかのことか

ら聞いていましたけど、このまち・ひと・しごと創生のアンケートが、１つは１８歳以
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上６５歳未満で、それからもう１つが１５歳から１８歳、高校生までということですが、

もう１つ、その下にある満足度調査、この分が１８歳以上２，０００人っていうことで、

同じ年の同じ月にこの３つのアンケートをされているということですけど、この対象と

なっている方がどういうふうに抽出されているのかとか、また、この、子どもさんと、

高校生なら高校生の方と、ここの親御さんと、もっと言えばおじいちゃん、おばあちゃ

んとか、そういったものが１軒で重ならないのかなとか思うんですけども、どんなふう

な感じで抽出されて、送られたんでしょうか。  

○坂口委員長  福居財政課長。  

○福居財政課長 アンケートにつきましては、対象が全町民の方ということですので、無

作為抽出でさせていただいております。この一番上のまち・ひと・しごと創生に関する

アンケートにつきましては、内容が、子育て世代ですとか、仕事に関連することという

ことですので、年齢を１８歳以上で６５歳未満の方で、この中から無作為抽出させてい

ただいたと。２つ目の若者アンケートにつきましては、もう高校生ということで、これ

はもう完全に、今現在斑鳩町内におられる高校生の方の生年月日で、４月２日から３年

後の４月１日の方ですね、その３年間の方に限定して、これは全数でアンケートさせて

いただきました。３つ目の住民満足度調査につきましては、これは先ほど申しあげまし

たように、後期基本計画のための住民アンケートとなっておりますので、卖純に１８歳

以上、この調査日の１８歳以上の方から無作為抽出させていただいたところでございま

すので、ご質問されていました、１軒の家で家族の方が複数当たるということは、十分

あります。  

ただ、この一番上のまち・ひと・しごと創生に関するアンケートと住民満足度調査に

関するものにつきましては、重複する方おられますが、この２つが同時に行くというこ

とはないように、そこだけはちょっと、無作為抽出する上で、操作というか、それだけ

は除いてアンケートさせていただいたところでございます。  

以上でございます。  

○坂口委員長  濱委員。 

○濱委員 同じところですけど、高校生は全員に送られたということで、それから下の満

足度のところは２，０００人って人数がありますけど、その一番上の１８歳以上６５歳

未満っていうのは無作為にっていうことですけど、何通というか、何人の方に送られた

んですか。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  
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○安藤まちづくり政策課長  １，２００人を対象に送らせていただきました。  

○坂口委員長  ほか、ございませんか。  

（「ありますけど、午後からでいいですか。まだちょ

っと聞きたいです」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  まだいいですよ、どうぞ。  

濱委員。  

○濱委員 いいですか。それなら、幾つかだけでも。  

６３ページのふるさと納税ですけれども、別のふるさと納税のことでの質問のお答え

とか、また、担当のところからパンフレットとか見せていただいたり、ほかの市町村の

そういうカタログのようなものを見たりとかしていますけども、斑鳩町からプレゼント

ですね、お返しをしている分の、人気のものっていうか、そういったものっていうのと、

このふるさと納税に対して、このお返しの分、幾らぐらいの分を、総額で費用がかかっ

たか、教えてください。 

○坂口委員長  福居財政課長。  

○福居財政課長 ふるさと納税の、まずはお礼の品でございますが、これは全国的な傾向

と同じだとは思うんですけれども、その地域の特産品を送られていまして、全国的には

お肉ですとか、そういったものが人気なんですけども、当町では、季節の果物というこ

とで、夏はナシですとか、冬はイチゴですとか、そういった特産品を送らせていただい

ておりまして、それがほとんどでございます。 

それにかかった経費でございますが、平成２７年度におきまして、寄附受入額が２６

４万５，４９９円とありますが、その返礼品にかかります経費ですね、郵送料とか、そ

ういった事務費も全て含めまして、５４万５，０００円となっております。５分の１程

度っていうことでございます、寄附受入額の。以上でございます。  

○坂口委員長  濱委員。 

○濱委員 ６２ページのところの広報・広聴活動の充実ということですけれども、声の広

報で、視覚障害者の方とか、高齢者を対象に、声による町の広報紙とか、議会だよりを

音訳したものを配付しているということですけども、これは、町立図書館に置く分は別

にしまして、１３世帯にお届けしているということですけど、これはあくまでも希望者

ということですけども、もっとこういうのが欲しい人がいるのではないかと思うんです

けども、その辺のお勧めというか、そういったことはいかがですか。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  
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○安藤まちづくり政策課長  作成しまして配付するんですけれども、配付する分につきま

しては、社会福祉協議会さんのほうでお願いしておりまして、そちらの広報であります

とか、例えば声かけにつきましても、やはり専門の社会福祉協議会さんのほうでお願い

しておりまして、今後も連携を進めてまいりたいと思っております。以上です。  

○坂口委員長  濱委員。 

○濱委員 ６１ページです。職員さんの件ですけれども、６１ページの一番上の職員研修

ということですけれども、郡の研修。  

これやね。ちょっとごめんなさいね、私のほうがよく見えていなくて。これかな。  

すみませんね、下から２つ目の枞のところです。生駒郡の町村会との連携ということ

で、郡内の行政課題、共通の行政課題への取り組みとかいうことですけど、これは具体

的にはどういうような研修を行われたんでしょうか。  

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

○谷口総務課参事  生駒郡町村会との連携ということでございます。生駒郡町村会におき

ましては、生駒郡各町の町長ですね、共通の行政課題への対応と政策の調整などで緊密

に連携するというものでございまして、この各種研修といいますのは、全国大会、例え

ば全国町村長大会でありますとか、水道、下水道関係の全国大会というものがございま

す。そういった研修会に４町の町長がそろって参加していると。そういったものに対し

ての経費もこちらのほうで支出しているということでございます。以上です。  

○坂口委員長  濱委員、まだ相当数ありますか。  

○濱委員 いえ、まだあるんですけども。だから、どこかで切っていただいて。  

○坂口委員長  相当数ありますか。  

○濱委員 相当ではないですが。  

○坂口委員長  そうしましたら、１３時まで休憩いたします。  

（午前１１時５８分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○坂口委員長  再開いたします。  

午前中に引き続きまして、総務費の質疑からお受けいたします。  

濱委員。  

○濱委員 早速ですが、お願いいたします。  

職員さんの関係のことでお伺いします。まずは、６０ページですけれども、一番下の

職員の健康管理というところですけれども、この雇い入れのときの健康診断が３５人で、
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定期診断、成人病検診３３９人ということですけども、職員さんの、正職の方と、それ

から臨時職の方とで、また、どういう方がですけども、勤務日が短い方、尐ない方とか、

その辺のところでのこの健康診断の人数について教えていただきたいのと、町内で仕事

してくださっている方が、そのどれにも属さないというか、正職員でもなく、それから

臨時職員でもなく、アルバイトでもないっていう方がいらっしゃったら、その方たちの

健康診断っていうのをどういうふうに受けてもらっているか。 

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 今おっしゃっていただいている質問の中で、雇い入れ時の健康診断とい

うことでございますけれども、今年度につきましては、３５名の方の健康診断を実施を

させていただいております。内訳といたしましては、正規職員が９名、臨時職員が２６

名でございます。あと、その職員関係以外の健診関係につきましては、また別途、健康

対策課のほうでそういった健診事業等を開催させていただいておりますので、そちらの

対応というふうにご理解いただきたいと思います。  

○坂口委員長  濱委員。 

○濱委員 わかりました。  

もう１つ、職員さんの仕事のことでですけども、選挙の関係はここで。  

８１ページに奈良県知事選挙、それから次のページに私たちこの町議会の議員の選挙

で、選挙はもう１つ、県会の選挙もございましたけども、選挙の費用ということでなく

って、職員さんがこの選挙に関連する業務に大勢の方が本当に長時間携わってくださっ

ているんですけれども、この職員さんのいつもの、通常の勤務にプラスアルファである

こういった業務についての補償というか、賃金であったりとか、代休であったりとか、

その辺のことをちょっと教えていただきたいです。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 通常業務以外の時間外勤務ということになりますので、基本的に時間外

勤務の手当てを支給させていただくということで対応させていただいております。  

○坂口委員長  よろしいですか。  

ほか、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  これをもって、第２款 総務費に対する質疑を終結いたします。  

次に、第６款  商工費について、説明を求めます。  

植村総務部長。  
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○植村総務部長 それでは、第６款  商工費に係る主な施策の実施内容について、説明を

させていただきます。  

失礼して、座らせていただきます。  

主要な施策の成果報告書の１４４ページから１５０ページでございます。  

１４４ページをお願いしたいと思います。まず初めに、第１目の商工総務費でござい

ます。職員人件費に要する費用の支出が主な内容でございます。  

続いて、１４５ページの第２目  商工業振興費でございます。商工会の支援や商工業

者債務保証料補給支援などに要する費用の支出が主な内容となっております。  

まず、商工会に対する支援でございます。地域経済活性化のため地域振興事業や創業、

経営革新への支援事業に取り組んでおられます商工会を引き続き財政面から支援をいた

しました。  

次に、プレミアム商品券発行に対する支援でございます。地域の消費喚起を促すプレ

ミアム商品券・リフォーム券の発行に対しまして、国の地域活性化・地域住民生活等緊

急支援交付金を活用して支援をいたしたものでございます。  

１４６ページにお移りいただきたいと思います。第３目の観光費でございます。歴史

街道推進協議会など関係機関との連携や、観光協会の支援などに要する費用の支出が主

な内容となっております。  

まず、そのページの中段でございます、観光・地域情報の発信では、新たに、斑鳩町

と奈良市を観光体験できるスマートフォンアプリを開発いたしまして、新たな観光情報

の発信に努めたところでございます。  

次に、物産交流の推進では、友好都市であります長野県飯島町、大阪府太子町、兵庫

県太子町を初め、法隆寺ゆかりの都市文化交流協定を締結いたしております神奈川県小

田原市、また、新たに観光・文化交流都市協定を締結いたしました愛媛県松山市を初め、

多くの都市と物産交流を図り、地域産業の活性化と観光客の誘致を図ったところでござ

います。  

次に、１４７ページです。一番下でございますが、無料公衆無線ＬＡＮの設置では、

訪日外国人等の旅行者が快適に観光できることを目的に、無線でインターネットが使え

る環境を、法隆寺ⅰセンターとＪＲ法隆寺駅单北自由通路に整備をいたしたものでござ

います。  

次に、１４８ページでございます。聖徳太子市の開催でございます。地域産業・地域

観光の振興を図ることを目的といたしまして、聖徳太子市を開催いたしました。平成２
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７年度は、新たな試みといたしまして、例年の２月の開催に加え、観光客が比較的尐な

い８月と１月にも物産展を開催したものでございます。  

次に、いかるがＷｅｅｅｅｅＫ事業の実施でございます。観光客と地域住民の交流を

図り、観光産業の魅力を発信するために、民間事業者などと協働で１週間継続したイベ

ントを開催したものでございます。  

また、その下、一番下ですが、観光協会に対する支援でございます。町観光情報の発

信と各種イベントの開催による観光客誘致等に取り組んでいる観光協会を引き続き財政

面から支援したものでございます。  

 １４９ページでございます。第４目の観光会館費でございますが、観光会館の適切な

維持管理に努めたものでございます。  

  次に、第５目の歴史街道ネットワーク事業費でございます。観光ルートサイン等の基

礎調査やまちなか観光の推進などに要する費用の支出が主な内容となっております。  

まず初めに、観光ルートサイン等の整備についてでございますが、町内の観光案内サ

イン等の整理を行い、観光客へのスムーズかつ的確な観光ルートサイン等の整備を行う

ための基礎調査を実施したものでございます。  

次に、まちなか観光の推進では、まちあるき観光を実現するために、起業家支援を目

的としたチャレンジショップや県内の特産品を取り扱うセレクトショップの立ち上げを

支援する地域経済循環創造事業交付金を交付したものでございます。  

 次に、１５０ページをお願いしたいと思います。第６目の法隆寺ｉセンター管理費で

ございます。施設の維持管理・運営に要する費用でございます。法隆寺ｉセンターは、

歴史街道構想の拠点施設として位置づけられており、指定管理者である観光協会により

管理運営がなされているものでございます。  

 最後に、第７目  観光自動車駐車場運営費でございます。これも、施設の維持管理・

運営に要する費用でございまして、この駐車場につきましても、観光協会を指定管理者

といたしまして管理運営がなされているものでございます。  

  以上で、第６款 商工費に係ります主な施策の実施内容についての説明とさせていた

だきます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申しあげます。  

○坂口委員長  第６款 商工費について、質疑をお受けいたします。ございませんか。  

小村委員。  

○小村委員 聖徳太子市の開催、１４８ページなんですけれども、２６年度から２７年度

にかけてイベントがふえたんですかね。その来場者数がどのようになったのかっていう
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のを、２６年と比較して、ちょっとご説明ください。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長 聖徳太子市に関しましては、２７年度に夏の陣、冬の陣とい

いまして、夏は８月、冬は１月に追加して事業を行っております。このことから来場者

がふえたものでございまして、夏の陣は、昨年度と比較できませんが、３００人、冬の

陣は、こちらも前年度と比較できませんが、３，０００人ということでございました。

２月にいつも行っております聖徳太子市につきましては、来場者５，０００人でござい

ますが、２６年度の６，０００人より１，０００人減尐となっているところでございま

す。以上です。  

○坂口委員長  小村委員。  

○小村委員 聖徳太子市で１，０００人減尐しているっていうのは、これは、前年度やっ

たら１回やったけど、これが２回、３回になってくると来場者数が減っているというこ

とで、今後これは、町としてはどのようにお考えになっているのかっていうのをお聞き

いたします。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  今年度から、また、前年度までの形に戻しまして、２月の１

回のみの開催とさせていただいているところでございます。以上です。  

○坂口委員長  小村委員。  

○小村委員 わかりました。ありがとうございます。  

続いてですね、１４９ページの観光ルートサイン等の整備なんですけれども、具体的

に、観光案内サイン、具体的にはどのような整備がなされたのか、具体例、何個か挙げ

てもらっていいですか。 

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  事業名、観光ルートサイン等の整備となっておりますけれど

も、実質的には、昨年度行いましたのは、内容のところに書いておりますように、町内

の観光サイン等の整理を行い、観光客へのスムーズかつ的確な観光案内を行うための整

備基礎調査を実施したところでございます。具体的には、現地踏査、課題の整理、観光

施設の抽出及びランクづけ、案内経路の設定、また、配置計画の検討などを実施してお

りまして、また、今年度も引き続き、観光ルートサインの計画策定の事業に着手してい

るところでございます。以上です。  

○坂口委員長  小村委員。  
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○小村委員 わかりました。  

すみません、先ほどの、ごめんなさい、戻ってしまうんですけど、聖徳太子市のこの

来場者数に関しては、人数どのようにカウントされているんでしょうか。  

○坂口委員長  小城町長。  

○小城町長 恐らくカウントというよりも、大体、おおむね、主催者発表しているのが５，

０００人ということになっていると思います。実際、統計が出ていませんし、大体、人

数やったら延べ５，０００人ぐらいということでございます。 

○坂口委員長  ほか、よろしいですか。  

伴委員。  

○伴委員 １４８ページの真ん中のいかるがＷｅｅｅｅｅＫ事業の実施と書いている、こ

れ、内容を見ますと、「民間事業者などが主体となって」とあるんですが、町とこの民

間事業者との関係、ちょっともう尐し教えてください。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  いかるがＷｅｅｅｅｅＫなんですけれども、もともと平成２

５年、平成２６年度は、東栄会が常楽市というまちあるきマーケットを商店街活性化支

援補助金を活用して開催されておりましたが、この補助金がなくなったということで、

さらにこれを拡大して、１週間続けて斑鳩町を盛り上げたいとの声を商工会さん中心に

いただいたところから、いかるがＷｅｅｅｅｅＫ実行委員会を立ち上げたものでござい

ます。実行委員会のメンバーは、１２団体、観光、商工、農業、大学、行政などの構成

員で、実行委員会の中でイベントをする団体を決めて、それぞれが１日ずつ担当する形

で１週間連続したいかるがＷｅｅｅｅｅＫを開催しているものでございます。以上です。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 こんなことをしていこうというのは、これは民間の事業者さんの意見っていう

のがほとんどで、町の意見、町からこんなんしたいと思っているけどどうですかとかい

うの、このあたり、どっちですの。  

○坂口委員長  小城町長。  

○小城町長 これは、商工会青年部におられた方で、一昨年、２年前に亡くなられた中屋

さんという青年部の方がですね、あるいは商工会、ＪＣとかの関係で、やっぱりこうい

う常楽市というのも１週間ぐらい続けたほうがええやろうという提案をされて、その方

が亡くなってしまったという。やっぱりその方がおっしゃっているように、やっぱりこ

ういう商工会青年部とか、あるいはまた県立奈良大学とか、そういうもののほうが提案
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いただいて、１週間、町で予算を組ませていただいて、やってほしいと。昨年は、熱気

球とか、あるいは県立のライブがいかるがホールで催しをやったりですね、近隣の、昔

の品物を売ったり、いろいろと町屋をやったりですね、やっていただいて、ただ、熱気

球は風の関係でちょっと飛ばなかった。それでもたくさんの方が来られて、ちょっとの

方は乗られたんですけども、ことしも恐らく熱気球はあると思いますけども、そういう

プランニングをやっぱり皆さん方にお願いをしながら、そして皆さん方がそういう形で

責任を持ってやってほしいということでやっています。これ、２回目ですから、ことし

も１１月２３日が常楽市になりますから、そこから、もう２１日からことしは始まりま

すけど、そういうことで、２回目があるわけですけども、昨年は昨年としての、やっぱ

りなかなか皆さん方が頑張ってやっていただいたという成果は出ていると思います。 

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 ちょっと今のでわかったんですが、それならこれは、結局、今後も町として続

けていくというような姿勢で考えておられると思ってええわけですか。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  いかるがＷｅｅｅｅｅＫにつきましては、町の観光施策とし

て継続させていただきたいと考えておりますし、また、まち・ひと・しごと総合戦略の

中でも、その取り組むべき事業として掲げているものでございます。以上です。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 今、いろいろな関係の方がかかわって、そして盛り上げていこうと。そうであ

れば、また、新しくこの輪に入っていきたいという方がおられたらどんどん入っていた

だいて、やって、広げていただくというような形をとっていただきたいと思います。  

あと、１４９ページの一番下のまちなか観光なんですが、これ、チャレンジショップ、

このチャレンジショップのお金がこれだけかかったのか、それともほかにいろいろなも

のが絡んでいるのか、教えてください。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  まず、チャレンジショップにつきましては、まちあるき観光

拠点づくり補助金としまして１，０５０万円、こちらのほうを、補助金１００％を使い

まして支援したものでございます。また、そのほかに、この４，０８２万４，３４０円

の中には、まちあるき観光拠点実現化委託料が９９万３，６００円、そして、まちなか

観光景観形成事業補助金、こちらにつきましては、７件で２，９２２万８，０００円を

使用したものでございます。以上です。  
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○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 今の説明でしたら、これはほとんど全部、その補助金、町からでなく、いろい

ろなところからの、国、県の補助金を使ってやっていただいたと、そう考えてええわけ

ですかな。 

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  まちなか観光景観形成事業補助金につきましては、こちらに

つきましては、補助率５０％となっておりますが、この費用につきましては、現在、担

当課は都市整備課となっております。以上です。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 これ、ちょっと聞きたいんですけど、この都市整備課のほうでこのまちなか観

光のやつは聞かせてもうてよろしいですかな。 

○坂口委員長  それはまた、項目ございますので、お願いいたします。  

○伴委員 はい、お願いします。  

そうしたら、私は以上です。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 １４８ページのいかるがＷｅｅｅｅｅＫのことですけれども、今、実行委員

会を組織してっていうふうに伺いましたが、この金額の内訳をお伺いできますでしょう

か。 

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  このいかるがＷｅｅｅｅｅＫの金額の内訳なんですけれども、

まず、全イベントの開催費としまして、事務局が１１９万６，１１１円を使用しており

まして、それ以外にかかったお金につきましては、竜田川紅葉祭りのみが観光協会補助

金のほうで別で出しておりますので、こちらは除きました、あと、１１月２３日から１

１月２７日までの５つの事業につきましての補助金という形で支出したものでございま

す。以上でございます。 

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 各団体に幾らずつ補助をしているんですか。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  それぞれ、まず、常楽市に６４万２，８１８円、それから、

夜空から見る「いかるがの里」、気球の実施事業ですけれども、１０９万７，３９４円、

そして、法輪寺ライトアップとコンサートで９１万４，２９２円、それから、奈良県立
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大学によるコンサートに４７万１２７円、そして、法隆寺駅北口商店街のライトアップ

事業に１１５万３，０８０円を支出いたしております。以上です。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 これは、企画されている団体の持ち出しもあってのことなのか、それともも

う企画そのものの全額補助されているんですか。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  こちら、団体さんの持ち出しは、基本的にございません。以

上です。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 ということは、各団体が企画運営はしてくださっているけれども、実質的に

は町の財源のもとで運営されているということで理解はさせていただいたんですけれど

も、今年度も実施していくっていうことですけれども、例えば、常楽市さんで運営され

ている幾つかのお店があったと思うんですけれども、町内事業者さんだけじゃなくて、

結構町外の事業者さんだったりっていうのも商店街のネットワークで来られて、店で運

営されていたとか、あと、気球につきましても、すごく新しい取り組みで、すごくユニ

ークだったと思うんですけれども、なかなかちょっと寒い時期であって、それに子ども

さんが並んで、乗ってって、すごく楽しみにしていたけど、結局、天候の影響もあって

乗れなかったりとかっていうような、ちょっと企画の段階でもう尐し精査が必要なとこ

ろもあるのかなって感じたんですけれども、その辺のこの企画の打ち合わせについても、

じゃあ、町のほうもかかわって進めておられるというふうに理解してよろしいんでしょ

うか。 

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  また、そちらの企画につきましてもですね、雨で残念ながら

中止になりましたけれども、今年度につきましては、また気球もやっていきたいという

ことも聞いておりますが、昨年度の反省からですね、もし雨であっても楽しめるように、

そこに楽しい出店を出すでありますとか、そういった工夫をされるという方向で実行委

員会の中で進んでいっております。   

すみません、ちょっと訂正をさせていただきたいんですけれども、先ほど、平川委員

さんの質問の中で、どれぐらいのお金を各団体に払ったのかということでお話聞いてい

たんですけれども、私のほうがですね、実際にそのイベントにですね、かかったお金に

つきまして回答させていただいておりましたので、ちょっともう一度、訂正させていた
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だきたいと思います。先ほど私が申しあげましたのは、歳入ですね、例えばまちあるき

マーケットなどの出店の歳入も含めた形での全額かかったお金を申しあげておりました

ので、補助金につきましてはですね、常楽市が４３万８，３１８円、それから、夜空か

ら見る「いかるがの里」が１０３万７９４円、それから、法輪寺ライトアップとコンサ

ートが７５万８，２９２円、それから、奈良県立大学によるコンサートが４７万１２７

円、それから、法隆寺北口商店街さんが１１５万３，０８０円でございますので、申し

わけございませんが、訂正させていただきます。  

以上です。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 ということは、全額ではないという理解でよろしいんですか。  

○坂口委員長 安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  例えば、先ほども申しあげましたが、常楽市でございました

ら、その常楽市の中の会計の中で出店料を歳入として出ておりますので、出店料につき

ましては除いた形で出させていただいていますが、ただ、先ほど申しましたように、各

団体さんが持ち出すというお金はないということでお願いいたします。以上です。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 あと、これからも続けていくっていうことなんですけれども、この地域活性

化の交付金っていうのは、これから先も続くわけではないかなと思うんですけど、その

あたりはどういうふうに考えてらっしゃるんですか。 

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  今年度も、また、地方創生のほうの加速化交付金のほうで、

１００％補助によりまして実施していく方向でございます。次年度につきましても、何

かいい補助金があるのであれば、そのものを取っていきたいというふうには考えており

ます。以上です。   

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 続きまして、１４９ページの観光ルートサインの整備ということなんですけ

れども、現況調査をして、配置計画の検討をしたっていうことなんですけれども、これ

はどこかに委託をしてされているんですか。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  おっしゃるとおり、業者委託により実施したものでございま

す。 
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○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 といいますと、その次のまちなか観光の推進の中のまちあるき観光について

も、じゃあ、同じくそういう考えで、委託をして進めておられるんですか。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  まちなか観光の中の推進につきましては、先ほども申しまし

たように、大きく分けて３つの事業がございます。その中で、内容の中の一番最後の文

章、「また、まちあるき観光拠点の実現化に向けて、公共施設をはじめとしたリノベー

ションの検討を行った」、こちらにつきましては、業者委託により実施したものでござ

います。前段の２事業につきましては、補助金でございますので、委託はございません。

以上です。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 そうしましたら、いずれもある程度まとまった段階で公表していただけると

考えていいんでしょうか。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  観光ルートサインの整備につきましてはですね、こちらは、

その調査をさせていただきまして、今年度もう既にその調査を生かした形で計画を策定

しているところでございます。  

まちあるき観光拠点実現化業務につきましては、こちらにつきましては町の参考資料

として作成しておりまして、今現在、公表等はいたしておらない状況でございます。  

以上です。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 あと、１４７ページのＷｉ－Ｆｉ環境の整備なんですけれども、この２か所

を選んでいるのは、特に理由はあるんでしょうか。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  どちらも町の観光案内所というところから、観光案内所を一

番最初に選ばせていただいたものでございます。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 最初にということは、今後またふやしていく可能性もあるっていうことです

か。 

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  斑鳩町のまち・ひと・しごと総合戦略の中でもですね、観光
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拠点における無料Ｗｉ－Ｆｉ環境設置をですね、目標として掲げておりまして、平成３

１年までに３か所というふうに定めさせていただいておりますので、平成３１年までに

はもう１か所は設置させていただきたいというふうに考えております。以上です。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 このＷｉ－Ｆｉ環境を整備した場合、例えばｉセンターに設置していて、法

隆寺までカバーできる、そのぐらいのものなんですか。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  Ｗｉ－Ｆｉにつきましては、大体、約なんですけれども、半

径２０メートル以内ということになっておりますので、その場でですね、ネットにつな

いでいただいて、そこで調べ物なりしていただいたり、お友達にメールなどを送ってい

ただいたり、ＳＮＳにアップしていただいたりするということになっておりますので、

法隆寺の中に入っていただいたときにはご使用いただけないものとなっております。以

上です。  

○坂口委員長  ほか。 

小林委員。  

○小林委員 １４８ページの、私もいかるがＷｅｅｅｅｅＫ事業の実施についてお聞かせ

いただきたいんですけれども、その中の１日、いかるがホールのほうで県大生のほうが

イベントされているということでしたけれど、費用的には４７万円ということですけれ

ども、見学に行かせていただいてですね、あの事業、どういう成果を目指したのかって

いうのが、行って、全然、全くわからなかった。それで、どういう事業を目指してされ

たのか、その目標に対して達成状況はどうだったのか、それで、昨年のその事業をより

よくするために、ことしはどのような改善をされるのか。担当課のほうに昨年の自己評

価表みたいなのが上がっておられたら、教えていただきたいんですけれども。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  こちらのですね、「わっしょい！！！！！音あり、食あり、

遊びあり何でもありの秋祭り」につきましては、奈良県立大学の軽音楽部が実施されま

して、来場者数が２１２名と、ほかのイベントにも比べましても尐し尐ない状況でもご

ざいました。こちらにつきましては、やはり観光イベントとして位置づけているという

ことで、今回、今年度、事務局より、実施される県立大学さんのほうにもお願いいたし

まして、一連の流れの中で、観光自動車駐車場周辺での実施を事務局から提言したもの

でございまして、その方向でしていただき、また、今回、一連の事業の中でですね、出
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店を出していただいたり、また、竹灯りの試みなども町の行政と協働でしていただくこ

とにしておりまして、事務局といたしましても、観光のイベントということを主眼に置

いていただきたいということをお願いしているところでございます。以上です。  

○坂口委員長  小林委員。  

○小林委員 はい、わかりました。楽しみにさせていただきます。  

最後にですね、１４９ページの、私も観光ルートサイン等の整備についてということ

で、ことし、整備基礎調査をされたということなんですけれども、斑鳩町、昔から、３

か年計画とか、補助金いただいてこつこつと整備をされてきたんですけれども、これま

でのその整備をですね、この調査ではですね、どのように評価をされたのか、そして今

の斑鳩町の観光ルート整備には何が足りないというふうにご提言をいただいたというか

ですね、その課題を示していただいたのか、お聞かせいただきたいと思います。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  これまではですね、その補助金ごとにその設置をしておった

ものでございますけれども、こちらのものにつきましては、もっと全体的にですね、見

直しを図るということで、現在、３か年で、まず２７年度に基礎調査をさせていただい

て、今年度に計画を立てて、来年度に施行という流れで考えているところでございます。

以上です。 

○坂口委員長  小林委員。  

○小林委員 先ほどのほかの方の答弁のときに、斑鳩町の課題を提言していただいたみた

いなニュアンスが出てきたと思うんですけれども、今の段階でどのような調査をされた

というかですね、具体的にどのような課題があるというふうにご提言いただいたのかな

ということについては、まだなんですかね。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  これまでですね、事業ごとに設置してきたこと等もあるんで

すけれども、デザイン等がばらばらであるというような課題が出てまいりましたので、

そのあたり、また、今ちょうど奈良県のほうからも観光ルートサインのデザインに関す

る統一の方向性も示されておりますので、今後はそのような形も取り入れながら事業を

進めてまいりたいと考えております。以上です。  

○坂口委員長  ほか、ございませんか。  

濱委員。  

○濱委員 このページではないんですけれども、先ほど寄附金のところで斑鳩町の特産品
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とかいう話もひとつ出たんですけども、私たちがどこかに旅行に行ったりとか、遊びに

行ったときに、じゃあ何をお土産に買って帰ろうかというときに、やはりそういう、こ

れはここなんだっていうようなのが昔からある地域はいいけど、なかなか斑鳩町ではそ

ういったものが見つからないのではないかなというふうに思います。先ほど、お礼の品

に、ナシとか、イチゴとか、そういったのが出ましたけども、そういったものでなくて、

持ち帰れるような、本当にお土産になるようなもの、または自分の記念になって買い求

められるようなものっていうのを、今、これですっていう強いものがなくても、そうい

ったものっていうのを開発していくというか。よそのね、そういう特産品っていうのも、

どこかの場面でやはり工夫をしてつくり出して、そしてそれが定着していくっていうよ

うなことなので、そういったことで企画をするというか、研究をするとか、そういった

ところに力を入れていただきたいなと思うんですけど、現在のところ、そういうことに

専門で当たっている方はいないと思うんです。  

よくあるように、農産物のね、加工品であったりとか、その辺は農林のほうなのかも

しれませんけれども、大きな目で見て、斑鳩町の特産物というか、それがそういう食べ

るものの加工品であったり、また工芸品であったりとか、何かこれっていうものを、こ

れから先、今がじゃなくて、これから先、もっと、もっと先へ続いてできるようなもの

っていうのを、やっぱり研究するというか、開発するというかっていうことをちょっと

考えていただきたいなと思うんです。  

別に、答弁でどうですっていうことでなくても、ぜひともその辺で、今からつくれば

ね、１，３００年続けば１，３００年のものですしね。  

○坂口委員長  安藤まちづくり政策課長。  

○安藤まちづくり政策課長  斑鳩町の物産の名産品をつくりたいということで、平成２４

年から２６年にですね、町と商工会の間で特産品の開発をし、斑鳩のブランド１２品目

を作成したところでございまして、今、商工会さんを中心にこのＰＲされているところ

でございます。また、昨年にはですね、アンテナショップのほうも駅前につくっていた

だきまして、それらの販売も行っているところでございます。  

今議会にもですね、奥村議員さんのほうからも一般質問をいただいておりまして、ま

た、そういった特産品のですね、ＰＲをですね、デジタルサイネージ等も通しまして、

今後、進めていきたいと考えているところでございます。  

以上です。  

○坂口委員長  濱委員。 
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○濱委員 そうやって研究も進んで、尐しずつでも進んで、何かいいものっていうのがで

きている。今度は、それは、全国というか、そういうものを販売というか、そういう広

げているとか、そういう事例はありますか。  

○坂口委員長  小城町長。  

○小城町長 濱委員さんもおっしゃるようにですね、斑鳩は、もうやっぱり特産っちゅう

のは、やっぱりそれは斑鳩で唯一の酒屋さん、太田酒造、初時雨あるいは奈良漬、ある

いはまたニシキ醤油、あるいはまたいろいろな角度からですね、ありますわね。ただ、

それを全国的に売っていくというようにおっしゃるけれども、なかなか、開発しても、

売れればいいですけども、やっぱり中宮寺門前そばでも、言うたら買ってくれますよ。

ただ、ずっと持続できるかといったら、なかなかそうはできないと思います。ただ、こ

れはやっぱり商売人の関係ですからですね、昔の商売屋さんは、もうどこかへ出かけた

ら隣近所に土産買ってきはったんですわ。今はそんなんないんです。だからもう今、イ

ンターネットでも買えますから。そこらのことを考えたら、こういう商品を開発しても、

売れればよいですけども。 

ただ、この植嶋商店でも、大仏まんじゅうというのをつくっても、大仏さんっちゅう

のは、東大寺から大仏寺の名前は使わんといてくれということで、やっぱりらほつ饅頭

というような名前になっていますし、白水堂の北原さんところでも、結局、みむろまん

じゅうというのは、三室山のみむろまんじゅうからああいう名前はやめてくれというこ

とで、竜田山という名前を変えていますし、あそこの佛鬼羅坊もございますからね。佛

鬼羅坊なんて、もう必ず毎日売り切れです。やっぱりそれは限定をされていますから。 

そういうことを考えたら、やっぱり皆さん方が、いかにいい品物であるかっちゅうよ

りも、結局、買ってくれなかったらだめなんですよ。だからそれは、値段があうのか、

値段があわないのか、それを言うたかて、これだけの、今、もうインターネットとか、

いろいろなのがありますから、もうそこで買えますから。だからもう今、常に欲しいも

のがそこで買えるわけですから。もう今、アマゾンやったらもうすぐ配達しますから。

そういうことを考えたらね、これはもう本屋さんでも、全部潰れていくわけです。潰れ

ていますよ、これ、もう、斑鳩にある本屋さんも、東京の人が買っていますから。この

近畿圏では、もうほとんど本屋さんっていうのは、もうもたないです。それほどやっぱ

り皆さん方も、アマゾンとかそういうところで買いますから。そしてやっぱり便利です

から。 

だからそういう土産の関係については、非常にやっぱり、梨でも、あるいはまたこの
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柿でも言いますけども、これ、虫が出たらね、カメムシが出たら、もう必ずその品物、

ないわけです。だから、うちのふるさと納税でも、富有柿をえろう、募集をかけたらい

っぱい来はるんです。もう限定せんと。斑鳩でその柿があるのは、もう岡本の清水厚さ

んのあの一画の山だけなんですよ。それがもう、もし万が一何か起こった場合は配送で

きませんし、梨でも結局、送ってしもうて、途中でカメムシが入っていて、梨が傷んで

いたというと苦情もありますから、やっぱりそういうことも踏まえたらですね、よっぽ

ど皆さん方は、斑鳩へ１万円出すけども、この梨が欲しいんやとか、あるいは富有柿が

欲しいとか、米が欲しいとかいう、やっぱりそういう希望はありますけれども、そうい

う限定についても難しいと私は思っていますけども、できるだけやっぱり、ちょっとで

も多くの方々が参加をいただくというのか、ふるさと納税やってもらう。 

あるいは土産の関係等についても、商工会と、あるいはまた奈良女子大とか、あるい

はそういうことで開発をしてやっていますけども、そういう点についても、これからも

一層研究をしながらね、やっぱり皆さんがよりよいものを、農業委員会の方も、遊休地

にそばを植えられて、そばをつくっていただくだけ買っていただいて、それならやっぱ

り中宮寺門前そばっていう命名でやっていただいていますけども、やっぱりそういうこ

とも持続していくっていうことが一番大事やと思うんです。あれも平成１７年の１０月

ぐらいに、ちょうど、販売、初めてできたんですけど、もう既に１１年たっていますけ

ども、そういうことを考えますと、やっぱり非常に難しいと思っております。  

○坂口委員長  ほか、ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  これをもって、第６款 商工費に対する質疑を終結いたします。  

次に、第８款  消防費について、説明を求めます。  

植村総務部長。  

○植村総務部長 第８款 消防費に係ります主な施策の実施内容につきまして、説明申し

あげます。  

座らせていただきます。 

施策の成果の１５９ページから１６２ページでございます。  

まず、１５９ページをお開きいただきたいと思います。第１目の常備消防費でござい

ますが、これは、奈良県広域消防組合の運営に要する負担金でございます。  

第２目 非常備消防費でございます。消防団の運営、自衛消防団の支援、消防車両の

管理、また、防災無線の管理などに要する費用の支出が主な内容でございます。  
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１６０ページでございます。第３目の消防施設費でございます。消防コミュニティセ

ンター、法隆寺消防センターなどの消防施設の維持管理や消火栓の充実、また、消防施

設整備の支援などに要する費用の支出が主な内容でございます。  

その下の第４目 水防費でございますが、これは、水防活動に要する費用でございま

す。 

１６１ページ、災害対策費でございます。災害物資の備蓄、防災情報メール等の推進、

自主防災組織の支援などに要する費用の支出が主な内容でございます。  

初めに、災害物資の備蓄でございますが、非常食であるアルファ米、保存用ビスケッ

トのほか、毛布、災害用簡易間仕切り、災害用敷きマットなどを購入したものでござい

ます。 

１６２ページでございますが、自主防災組織の支援についてでございます。地域防災

力の向上を図るため、自主防災組織の設立及び活動を行った団体に対しまして補助金の

交付を行ったものでございます。平成２７年度におきましては、新たに５つの団体の自

主防災組織が設立されまして、合計で２２団体となっているところでございます。  

以上で、第８款 消防費に係る主な施策の実施内容についての説明といたします。よ

ろしくご審議いただきますよう、お願い申しあげます。  

○坂口委員長  説明が終わりましたので、第８款  消防費について、質疑をお受けいたし

ます。 

平川委員。  

○平川委員 １６０ページの消防施設整備の支援で、盗難対応分ってあるんですけれども、

その盗難は、もう、防ぐ方法っていうのないんでしょうか。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 盗難の防ぐ方法ということでございますけれども、完全に鍵をかけてし

まうと、やっぱり実際の使用時がなかなか難しい面ございますので、防犯ブザーをその

扉のところにつけたり、あと、すぐに切れる、そういう結束バンド的なものを巻かれて

いるというような形で、今現在、ちょっと防犯対策のほうをしていただいているという

状況でございます。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 盗難する素材のほう、特に盗られやすい素材とそうじゃない素材があると思

うんですけど、それを、こう、変えるとかいうことはできない。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  
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○加藤総務課長 消防器具の関係で、盗難に遭っていましたのが真鍮製のものでございま

すので、現在、新しいものについては、アルミ製の関係出てきておりますので、そちら

のほうに交換のほうしていただいております。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 １６１ページの災害物資の備蓄なんですけれども、先日の一般質問の中でも、

一度に固まらないように、こう、年度ごとに更新しているっていう話だったんですけど、

何年ごとに、どういう形で更新されているんですか。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 食糧品の関係は、基本的に賞味期限ございます。それが５年になってお

りますので、５年間隔で、５年均等で更新のほうさせていただいているという状況でご

ざいます。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 ほかのものについては、もう、購入して、かなり長い間そのまま置いておけ

るということでいいんですか。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 ほかで更新の必要なものにつきましては、あと、おむつの関係ですと、

一応あれも基本的には５年で更新のほうを、使用期限迎えるということで、させていた

だいております。あと、粉ミルク、こちらのほうもちょっと２年ぐらい、２年更新でさ

せていただいております。その他につきましては、購入、そのまま備蓄しているけれど

も十分問題ないということでさせていただいております。  

○坂口委員長 平川委員。  

○平川委員 このおむつは、すみません、サイズとかは考慮して備蓄されているんですか。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 おむつにつきましても、一応基本的には３種類、大小合わせて、備蓄の

ほうさせていただいております。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 あと、ちょっとこの主要な施策の成果報告書ではないんですけれども、町の

消防のコミュニティセンターなんですけれども、そこの管理運営についてはどういうふ

うになっているんでしょう。 

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 消防コミュニティセンターの管理運営ということでございます。こちら
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につきましては、地元自治会のほうで、具体的に申しあげますと追手東町自治会のほう

で管理を行っていただいているという状況でございます。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 管理運営するために、何て言うのかな、委託料なんか拠出されているという

ふうに伺っているんですけれども、今、現状、その管理されている方の勤務の状況もあ

って、なかなか予約をとるのもとりづらいようなことを聞いているんですけれども、そ

のあたりを、例えば委託するときに、こういうふうになるべくしてくださいっていう、

町のほうからお願いっていうのはできないんでしょうか。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 この消防コミュニティセンターにつきましては、基本的には、できるだ

け地元に親しんで使っていただけるような形でっていうことで、当初から地元自治会の

ほうに管理を委託をさせていただいているところでございます。今おっしゃっているの

は、多分、予約の関係等のお話だと思うんですけれども、今現在ですと、１か月前から

の受け付けを、まず一旦、その月の大体第１か第２土曜日に一括で予約させていただい

て、それ以降、週１回、それぞれ時間を定めて受け付けのほうさせていただいていると

ころでございます。管理していただく方につきましては、毎年交代制ということで、今、

やっていただいておりまして、その中で、できる範囲の中でちょっとお願いをしている

関係上、現在はこういった関係でございますけれども、また、管理人さん等がまた毎年

変わられるところでございますので、それはその都度、またご相談のほうさせていただ

きたいというふうに考えております。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 好意でというか、気持ちでしていただいているところもあるとは思うんです

けれども、やはり利便性も考えた上での活用をお願いしたいと思います。以上です。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 １５９ページの一番下、自衛消防団、それと１６２ページの自主防災組織、こ

れ、自衛消防団は２１団体、自主防災は２２団体、この辺で重複しているところもある

と思います。この辺の内訳はどないなってますねやろ。 

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 自衛消防団と自主防災組織の関係で、重複団体につきましては、今現在、

７団体が重複して設立をしていただいているという状況でございます。  

○坂口委員長  伴委員。 



 - 69 - 

○伴委員 町としては、両方必要なものでしょうけど、どちらに力入れてはるっていうた

ら表現が難しいところですねけど、そのあたりのすみ分けっていいますか、この自衛消

防団と自主防災組織、このあたり、どういうような形で取り組んでおられるのか、お聞

きします。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 それぞれの組織のすみ分けということでございます。まず、自衛消防団

につきましては、可搬式ポンプというのを操作していただいて実際に消火活動をしてい

ただくという団体でございまして、一定の技量、専門性というのが必要になってきます。

それとあと、地域がかぶっていましても、ある程度操作される方っていうのは限られて

くるという状況でございます。それと一方、自主防災組織につきましては、自治会卖位

で広く活動していただいて、災害の発生時にお互い助け合っていただくということで、

今後の地域防災力の向上を図っていくということからしますと、広くそういった形での

自治会卖位での結びつきというのを強く持っていただきたいというふうに考えておりま

すので、積極的に自主防災組織の設立を進めていきたいというふうに考えております。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 自主防災組織、これをどんどん、今後、活動をふやしていきたいということで、

これ、５団体ふえていますねけど、今後、ここからがふやすのが非常に難しいん違うか

と。最初はある程度、つくりやすいっちゅうたらあれですねんけど、今後これをふやし

ていくのに対して、どういう形でふやしていこうとされているのか、お聞きします。  

○坂口委員長  小城町長。  

○小城町長 今おっしゃっていただくように、ふやすっていうのは、やっぱり消防防災の

関係の主任とかが出向いていってそういうものをしていかなければいけませんし、自主

防災、２２団体ですけども、毎年何か所で訓練をしてはる、そのときにやっぱり備蓄品

を渡してそういう点検もしていただく、そういうことをしていかなかったら、私はやっ

ぱり一方的につくってくれと、補助金ありますよと言うだけじゃできませんし、やっぱ

りみずから率先していかなかったら、今、現実は、高安西とか、あるいは西の山とか、

あるいはそういういろいろなところで、笠町とか、あるいはまた紅葉ヶ丘とか、そうい

うところに自主防災はできてきていますけども、やっぱり昔からの自治会のそのものの

関係というものも、自主防災をどうするかということで、だんだんもう戸数が減ってき

たというときにどうなっていくのかと。 

ただやっぱりその自警団という消防を抱えるところは、やっぱりその機械があります
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から、毎月１回か点検をせんと、油の関係とか、火事がいったら、ばっと引っ張ったか

てなかなかいきませんし、もう古くなってきたら、もうやっぱり１０年ぐらいなったら

もう悪なりますから、そうしたらそれを購入する場合はかなりの金かかりますから、た

だ補助金ありますからと言ったかて、半額、２５万円ぐらい、５０万やったら２５万ぐ

らいしか出ませんし、やっぱりそこらのことを十分考えていかなかったら、ただつくっ

てまんねん、つくってまんねんっていうことは言われても、結局我々はやっぱりその職

員がみずから率先してそういう現地でも出向いていって、こういうことでもし万が一溢

水したら大変ですよということで自主防災でもつくってくださいということをしなかっ

たら、こういう要綱ありまんねんと言うだけではなかなかこないと思いますし、やっぱ

りそういう、今おっしゃっていただくように、それはもう２２というのは、５団体ふえ

たものの、これからやっぱりなかなかふえていかないと思います。そういうことを、訓

練でもしていって、努力をしていくことが我々の課せられた宿題だと思っております。  

○坂口委員長  ほか。 

濱委員。  

○濱委員 １６０ページのところに県の防災ヘリコプター運営協議会の運営ということで、

県防災ヘリコプター運営協議会運営負担金というふうになっていますけども、この金額

っていうのは、県ということなので、県下の市町村がそれぞれの、応分というか、の負

担金を拠出して、それで集めてはるんだと思うんですけども、その辺の、この金額がど

のようにして決まっているかというか、その辺も教えていただきたいですし、この県の

防災ヘリコプターっていうのは、災害時などに、救助であったりとか、そういったこと

で飛んでくださる分だと思いますけども、いわゆるドクターの乗っているようなヘリコ

プターとか、そういうのもここに含まれているんでしょうか、どうでしょうか。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 まず、１点目の費用の積算の関係でございます。こちらにつきましては、

基本的な機体の運用等につきましては奈良県のほうでしていただいておりまして、あと、

こちらに乗車します消防隊員の関係の人件費についての費用負担ということでご理解を

いただきたいと思います。その関係で、職員８名の給与費関係等につきまして、市と町

でそれぞれ案分をさせていただきまして、町村のほうで全体の２３％、そのうちで均等

割りとそれぞれの町村の人口割りという形で計算をさせていただいて、負担をさせてい

ただいているというところでございます。  

あと、２点目のドクターヘリの関係でございますけれども、県のほうではドクターヘ
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リはございません。他の県のドクターヘリに負担金を払って、そちらのほうで共同運用

をしているというような状況でございます。  

○坂口委員長  濱委員。 

○濱委員 説明していただいてありがたいんですけど、この、今おっしゃったこの分につ

いては、人件費８名分でっていうことですけど、じゃあこのヘリコプター運営協議会っ

ていうのを通してっていうか、このヘリコプターっていうのには何も関係ないわけです

か、人件費ということは。どのように理解したらいいんですか。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 まず、この防災のヘリコプターを運用するに当たりましては、機体の関

係がまず必要でございます。ヘリコプター自体の機体の関係がございます。そちらの関

係の費用負担につきましては、奈良県のほうでやっていると。あと、それを、ヘリコプ

ターを操作する人間、救助隊員等が、結局、消防の職員は８名で当たっているというこ

とでございますので、その消防職員の人件費のみをそれぞれの市町村で負担をしている

と、機体本体の運用については奈良県、その職員については市町村で負担をさせていた

だくということでご理解いただきたいと思います。  

○坂口委員長  濱委員。 

○濱委員 わかりました、ありがとうございます。  

○坂口委員長  よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  これをもって、第８款 消防費に対する質疑を終結いたします。  

次に、第１０款 災害復旧費、第１１款  公債費、第１２款 予備費について、あわ

せて説明を求めます。  

植村総務部長。  

○植村総務部長 それでは、総務部が所管します第１０款  災害復旧費に係る主な施策の

実施内容、以下、１１款、１２款についてもあわせてご説明を申しあげます。  

座って、失礼をさせていただきます。  

施策の成果報告書の１９５ページでございます。第１０款の災害復旧費でございます。

総務部が所管します第５項の、その他公共施設災害復旧費を含め、第１項から第４項の

それぞれの施設におきましても、平成２７年度におきましては、災害復旧を要する災害

が幸いにも発生をいたしませんでした。予算の執行はございません。  

続きまして、第１１款の公債費でございます。１９６ページをお願いいたします。平
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成２７年度の町債の状況でございます。表の町債の目的別現在高の一番下の合計欄をご

らんいただきたいと思います。平成２７年度の発行額、すなわち借入額でございますが、

これが５億７，２４０万円、隣の償還額が７億３，４５９万５，０００円でございまし

た。町債残高は、平成２７年度末現在で、前年度と比較して１億６，２１９万５，００

０円減の９５億８，５６５万５，０００円となっているところでございます。平成２７

年度は、後の年度の財政負担の軽減を図るため、当初予算で計上した町債のうち地方交

付税措置のない一部の町債につきまして、前年度の決算剰余金等をもって財源が確保で

きたことから借り入れを行わなかったとともに、県の市町村公営企業財政健全化支援事

業に伴う公共下水道事業特別会計の高金利町債繰上償還等の財源として、無利子の県貸

付金５，９１０万円を活用いたしたものでございます。町債の活用につきましては、将

来にわたる財政負担を十分に考慮をいたしまして、その対応を図ってまいりたいと考え

ているところでございます。  

最後に、第１２款の予備費でございます。１９７ページでございます。平成２７年度

では、緊急に対応しなければならなかったものといたしましては、表にございますとお

り、ふれあい交流センターいきいきの里男子浴室漏水管の修繕に３５１万９，０００円、

斑鳩健民運動場テニスコート人工芝修繕に６００万円、職員退職手当特別負担金に２８

５万円を充用したものでございます。  

以上で、第１０款  災害復旧費、第１１款 公債費、第１２款  予備費に係ります施

策の実施内容についての説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますよう、

お願い申しあげます。  

○坂口委員長  説明が終わりましたので、第１０款  災害復旧費、第１１款 公債費、第

１２款 予備費について、質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  これをもって、第１０款  災害復旧費、第１１款 公債費、第１２款  予

備費に対する質疑を終結いたします。  

以上で、総務部・会計室・議会事務局所管に係る決算についての審査を終わります。  

理事者入れ替えのため、２時２０分まで休憩いたします。  

（午後２時０３分  休憩） 

（午後２時２０分  再開） 

○坂口委員長  それでは、再開いたします。  

それでは、健康福祉部所管に係る決算審査を行います。  
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初めに、第３款 民生費について、説明を求めます。  

 

 それでは、第３款  民生費のうち、健康福祉部が所管します主な施

策の実施内容について、ご説明をさせていただきます。  

恐れ入りますが、座って説明をさせていただきます。  

主要な施策の成果報告書の８４ページから１０６ページまでとなっています。  

初めに、第３款 民生費、第１項 社会福祉費であります。  

報告書の８４ページをお開きいただきたいと思います。第１目  社会福祉総務費です

が、職員人件費、社会福祉協議会を初めとする福祉団体の支援等に要する費用について

支出しました。  

次に、８６ページから８８ページまでの第３目  老人福祉費であります。  

初めに、８６ページの社会参加の促進・支援では、老人クラブ活動の支援や高齢者優

待券を交付しました。  

次に、８７ページの福祉サービスの充実では、老人福祉施設三室園組合との連携を図

るとともに、老人福祉施設への入所として、養護老人ホームへの入所措置を行うほか、

在宅ねたきり老人介護手当の支給など介護保険によらない各種老人福祉サービスを提供

しました。  

次に、８８ページの地域ぐるみの福祉活動の推進では、平成３０年度から本格実施す

る地域包括ケアシステムを構築するための基礎調査を実施しました。  

次に、第４目  老人憩の家運営費であります。老人憩の家の運営及び維持管理に要す

る費用について支出するとともに、東・西老人憩の家のエアコン取替工事を行いました。

平成２７年度は、東・西憩の家合わせて、前年度と比較して１，５４９人の増、延べ３

３，４２２人の方にご利用をいただきました。 

次に、９１ページから９６ページまでの第７目  障害福祉費であります。  

９１ページからの社会参加の促進・支援では、各種障害者福祉団体の活動を支援しま

した。また、手話通訳者の設置・派遣では、福祉子ども課窓口と生き生きプラザに手話

通訳者を配置するとともに、要請に応じて手話通訳者や要約筆記者の派遣を行い、手話

通訳によるコミュニケーション支援を行いました。９２ページの心身障害者（児）ふれ

あいの集いの開催及び身体障害者ふれあいの集いの開催では、それぞれのふれあいの集

いを開催し、普段、旅行等の機会が限られる心身障害者（児）、身体障害者の方々に外

出する機会を提供するとともに、９３ページの障害者の移動支援を通して、社会参加の



 - 74 - 

促進や外出を行いました。  

また、地域活動支援センターの機能強化では、創作的活動や生産活動の機会を提供し、

社会との交流を促進しました。  

次に、９３ページからの自立支援策の充実では、障害者総合支援法に基づくサービス

を提供するとともに、相談支援事業等を初め、地域で生活する障害者の自立の促進や日

常生活を支援するための各種事業を実施いたしました。  

次に、９６ページの療育・保育・教育の充実では、心身の発達などについて心配のあ

る幼児に対して療育教室を開催しました。  

次に、第８目  ふれあい交流センターいきいきの里管理運営事業費であります。ふれ

あい交流センターいきいきの里の維持管理及び運営に要する費用について支出しました。

平成２７年度の入館者は、平成２７年３月２５日から平成２７年４月２８日の間、男子

浴室の大規模漏水に対応するため休館したことから、前年度と比較して３，４０１人減

の３８，５０４人となっています。  

次に、９７ページの第９目  介護保険事業繰出費であります。法令に定める介護保険

事業特別会計への繰り出しとして、介護給付費及び地域支援事業費に係る町負担分、介

護保険業務に関する職員給与費及び事務費に要する所要額を支出しました。  

次に、第１０目 総合保健福祉会館管理運営費であります。総合保健福祉会館の維持

管理及び運営に要する費用について支出しました。平成２７年度の来館者は、前年度と

比較して６，２６４人増の９０，３７９人となっています。  

次に、９９ページの第１３目  臨時福祉給付金給付事業費であります。消費税率の引

き上げにより影響を緩和するため、平成２７年度の市町村民税が課税されていない人を

対象に、暫定的・臨時的な措置として、一人当たり６，０００円の臨時福祉給付金を支

給しました。支給人数は３，７９５人となっています。  

続きまして、１００ページから１０５ページまでの第２項 児童福祉費であります。  

初めに、１００ページの第１目  児童福祉総務費であります。良好な子育て環境づく

りでは、遺児福祉年金の支給、一日里親会の実施、幼児２人同乗用自転車購入費の助成

等を行うとともに、私立保育所の運営支援として、斑鳩黎明保育園の運営を支援いたし

ました。  

次に、子どもの権利の保障では、要保護児童対策地域協議会の開催を初め、関係機関

の連携のもと、児童虐待の早期発見と防止等に努めました。また、児童虐待を防止する

ため、継続的な見守りが必要な家庭を定期的に訪問する児童虐待等防止補助員を引き続
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き４名配置し、要保護家庭が孤立することなく、地域で気軽に相談できる環境づくりに

努めました。  

次に、１０１ページの地域ぐるみの子育て支援の充実では、生き生きプラザ斑鳩にお

いてつどいの広場を開設するとともに、平成２７年７月から、新たに、出張つどいの広

場を法隆寺幼稚園において実施しました。また、子育て支援講座や子育て相談など子育

てに関する情報の提供等に努めました。  

次に、１０２ページの第２目  保育園費であります。町立保育園では、通常保育のほ

か、延長保育や障害児保育などの特別保育を行うとともに、緊急時等への対応として、

あわ保育園において一時預かりを実施しています。平成２８年３月１日現在の町立保育

所の入所児童数は、たつた保育園が１１９人、あわ保育園が２１３人で、合計３３２人

となっています。また、保育園の充実等として、平成２７年度では、たつた保育園保育

室のエアコンの取替工事を行うとともに、あわ保育園においてはプール塗装の塗り替え

及びプールサイドの補修を行ったところであります。  

次に、１０３ページの第３目  児童保育費であります。保護者の勤務の都合等による

多様な保育ニーズに対応するため、町内の私立保育所及び町外の私立及び公立保育所等

に入所を希望する児童の入所を委託しました。平成２８年３月１日現在の町内の私立保

育所の入所児童数は１０４人、町外の私立・公立保育園への入所児童数は８６人となっ

ています。また、認定子ども園の入園児童数は１名となっています。 

次に、１０４ページの第５目  児童手当支給事業費であります。児童手当の支給に要

する費用について支出しました。児童手当の受給者数は、２，１８６人となっておりま

す。 

次に、１０５ページの第６目  子育て世帯臨時特例給付金給付事業費であります。消

費税率の引き上げの影響を踏まえ、子育て世帯に対し、臨時特例的な給付措置として、

２７年６月分の児童手当の受給者に、児童１人当たり３，０００円の子育て世帯臨時特

例給付金を支給しました。支給児童数は、３，６８９人となっております。  

次に、１０６ページの第３項  災害救助費であります。第１目  災害救助費でありま

すが、執行はございませんでした。  

以上で、第３款 民生費のうち、健康福祉部が所管します主な施策の実施内容につき

ましてのご説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。  

○坂口委員長  説明が終わりましたので、第３款  民生費について、質疑をお受けいたし

ます。 
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小村委員。 

○小村委員 ８６ページなんですけれども、高齢者優待券の交付なんですけど、昨年度も

お聞かせいただいたと思うんですけれども、これ多分、交付人数だと思うんですけど、

利用率をちょっと教えてください。  

○坂口委員長  西梶長寿福祉課長。  

○西梶長寿福祉課長 利用率なんですけども、一応、交付の全体のうち、２７年度は６３．

９％の方が交付をさせていただいておりますので、その方たちは、全て使って交換をさ

れているということになります。  

○坂口委員長  小村委員。  

○小村委員 高齢者優待券を受け取る資格がある人の６３．９％がもらったっていうこと、

使った利用率はわからない。  

○坂口委員長  西梶長寿福祉課長。  

○西梶長寿福祉課長 ＩＣＯＣＡ、ＣＩ－ＣＡ等、全て使い切って交換ということになり

ますので、多尐残額が残って、わからないのでという方も来られますけども、基本的に

は使って新しいものと交換ということになりますので、利用率の１００％のイコールで

はないですけど、それで大体利用されているというふうに考えております。  

○坂口委員長  小村委員。  

○小村委員 残りの３６．１％ですかね、この方々にはどのような、認知というか、お知

らせしているんですか。 

○坂口委員長  西梶長寿福祉課長。  

○西梶長寿福祉課長 広報でお知らせはしております。ただ、入院しておられたり、施設

に入所されている方もございますので、１００％の交換というのはちょっと難しい状況

であるかなとは思うんですけども、一応、広報でお知らせをさせていただいているとこ

ろであります。 

○坂口委員長  小村委員。  

○小村委員 広報は見られていない方もいらっしゃるかもしれないので、もし、費用がか

かるとは思うんですけど、可能であるならば、封書等でご案内いただけたらいいのかな

と思うんですけど。  

○坂口委員長  池田副町長。  

○池田副町長  これはもう、これらの優待、相当もう以前、約もう二十数年、たしか平成

８年からね、バスカード始めたんですわ。今、ちょうど２８年だから、やっぱり２０年
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ですね、なっておりまして、相当浸透しているんですわ。もらわれない方はね、もう今、

西梶課長言いましたように、例えばもう八十数歳なって、俺はもうバスも乗らへんねや

と、電車も乗らへんと、憩の家も行かへんと、こういう方ですね。また、元気な方はね、

わざわざもうて、俺は元気やから、それなりの収入あるからで、町の財政もやっぱり勘

案して、俺は使わへんという方もおられますので、そういうぐあいに理解していただき

たいんですわ。それ以外の人はもう全てもらっていただいておるということで、これは

もう全体的に、もう近所で言われますからね、俺、こんなん持っているねんと。せやけ

ど俺はもらわへんねんとなりますので、せやから、必要な方には全ていきわたっている

と町のほうでは認識しておりますので。  

○坂口委員長  小村委員。  

○小村委員 何年かに１回ぐらいは、封書とかしてもいいのかなとは思うんです。毎回、

毎年じゃなくても。  

○坂口委員長  池田副町長。  

○池田副町長  封書で仮に送ったときにね、そうしたら、これはもう、息子、おまえ使と

けと、またこういう問題、また起きてくるんですわ。ですから、そういう問題を防ぐた

めにやはりこちらへ来ていただいておりますので、ただ送ってね、これはもう親戚にや

っておるとか、それならまた大きな問題になってきますので、やはり貴重な財源で運営

しておりますので、それは全てに送るというのは非常にやはり難しい問題であると考え

ております。  

○坂口委員長  小村委員。  

○小村委員 ということは、もう、本人が来た場合しか交付しないっていうことですね。  

○坂口委員長  池田副町長。  

○池田副町長  もうどうしても来られない、例えば用事で来られない人は代理人、もう、

俺、行くからね、ついでにこれもうてきたるよと、代理人はいけますよ、それは。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 まず、８７ページのひとり暮らし老人等日常生活用具の給付なんですが、利

用者、１人なんですけれども、これは、そもそも対象が非常に尐ないとか、そういうも

のなんですか。  

○坂口委員長  西梶長寿福祉課長。  

○西梶長寿福祉課長 ひとり暮らし老人等日常生活用具の給付につきましては、給付の種

類につきまして、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、そして老人電話という、老人
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電話は貸与ですけども、あります。このお１人っていうのは、高齢になられて緊急通報

装置が必要になったということで、電話を持っておられませんでしたので、この電話を

貸与させていただいた１件となっております。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 ということは、もともと設置されている方はこの人数にはカウントされてい

ないということですか。 

○坂口委員長  西梶長寿福祉課長。  

○西梶長寿福祉課長 この給付で給付している実績として、２７年度お１人、電話を貸与

して、緊急通報装置をつけさせていただいたという実績を上げさせていただいておりま

す。 

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 そもそも対象が尐ないというのであれば理解はするんですけど、そういうサ

ービスとか制度が本来必要であるけれども、周知されていないとか、認知されていない

っていうのであれば、周知をするようなことに取り組んでいただきたいなというふうに

思います。  

次に、９１ページの手話通訳者の設置・派遣なんですけれども、手話通訳者、県のほ

うから、県の、ちょっと団体名は覚えていないんですけれども、奈良県内全域での団体

のほうからの派遣もあるって聞いているんですけれども、それとここの手話通訳者の派

遣とどう違うのか、ちょっと教えていただきたいです。 

○坂口委員長  中原福祉子ども課長。  

○中原福祉子ども課長  こちらの手話通訳者の設置・派遣の事業でございますけれども、

こちらの事業につきましては、斑鳩町の施設ですね、役場の窓口及び生き生きプラザの

ほうに手話通訳者のほうをまず配置しておりまして、その設置に係る費用とですね、手

話通訳者の派遣といたしましては、斑鳩町の手話通訳者の方をですね、町内の方が、医

療機関でありますとか、官公庁に行くときに付き添いに行く費用の分でございます。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 ということは、例えば何かこう、催しをするとかで手話通訳者のお願いをす

る場合は、県のほうにお願いするっていう形になるということですか。  

○坂口委員長  中原福祉子ども課長。  

○中原福祉子ども課長  こちらのほうの事業ですね、医療、病院関係、教育関係、生活で

ありますとか、いろいろなことにも利用できますので、こちらのほうの町の事業を利用
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していただいても可能な分あるのかなというふうに思います。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 町のこの手話通訳者って、何人養成されているんですか。  

○坂口委員長  中原福祉子ども課長。  

○中原福祉子ども課長  現在、登録の方は５名でいらっしゃいます。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 ちょっとそのあたり、町のほうでも利用できるということを私も知らなかっ

たので、県のほうだけじゃなくて町のほうでも利用できるっていうこと、また何かの機

会に周知していただけたらなというふうに思います。  

１０１ページの子育てサポーターの育成なんですけれども、修了者４人っていうこと

なんですけれども、実際にサポーターとして活動されているのは何人になりますでしょ

うか。 

○坂口委員長  中原福祉子ども課長。  

○中原福祉子ども課長  現在、サポーターとして実動されている人数は４２名でございま

す。 

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 この４人、修了者の中で、実際活動されているのは何人ですか。  

○坂口委員長  中原福祉子ども課長。  

○中原福祉子ども課長  すみません、昨年度４人受講された方でこちらのサポーターのほ

うになられている人数は、現在持っておりませんので、至急ちょっと調べさせていただ

きたいと思います。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 昨年もちょっと同じ質問をさせていただいて、修了者は昨年も４人か５人い

たけれども、実際活動しているのがその半数程度っていうふうなお答えをいただいたか

なと思うんですけれども、子ども・子育ての計画の中でも、将来的にファミリーサポー

トセンターを運営していくっていうことを想定した場合に、毎年４人とか５人の修了者

で、その中で登録していただくっていうような状況だと、なかなか難しいのかなってい

うふうには感じるんですけれども、もし将来的にそういうファミリーサポートセンター

を運営するのであれば、大体目標を何人ぐらい必要なのかなっていうの、もし数字とし

てお持ちであれば、お伺いしたいんですが。  

○坂口委員長  中原福祉子ども課長。  
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○中原福祉子ども課長  ファミリーサポートセンターの設置につきましては、現在、設置

することを視野に入れまして子育てサポーターの養成に取り組んでいるところでござい

ます。斑鳩町の総合計画の後期計画におきまして、ファミリーサポートセンター設置に

向けての子育てサポーター数の目標数を８０名としており、サポーターの養成講座等の

事業を引き続き続けていきたいと考えております。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 目標８０人ですけれども、かつてはもう、今、現状４２人っていうことです

けれども、もう尐し人数が多かった時期もあるっていうふうに聞いていまして、人数が

どんどん減ってきているっていう現状の中で、どうやって８０人達成していくのかなっ

ていうふうにちょっと感じるんですけれども。 

現状として、今、このつどいの広場の利用状況っていうことで、ここに町のほうから

支出していただいていると思うんですけれども、現在、そのゆりかごさんが各家庭のほ

うに訪問して、そういう支援をされていると伺っているんですけれども、そのあたりに

ついては、町のほうからは何らかの財政的な支援っていうのはしていただいているんで

しょうか。  

○坂口委員長  中原福祉子ども課長。  

○中原福祉子ども課長 そちらの支援については、させていただいていないところでござ

います。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 これから子育て応援宣言という形で、町のほうも子育てに力を入れていくっ

ていうことでありましたら、やはり保育園の送り迎えであったりとか、小学校に通学す

る前の時間帯にどうしても家族の人が出勤しなきゃいけない、朝御飯食べさせて、着が

えさせて、学校に出るまでのそのほんの１時間でいいけれども、送るというような、そ

ういうことはやはり必要になってくるのかなと思いますし、その部分をやはり担ってい

ただいているのが、今の現状ですと、そのゆりかごさんだったり、シルバー人材センタ

ーの方だと思うんですけれども、現状として、ゆりかごさんにつきましても、２人で訪

問されて、１時間当たり６００円っていうことは、１人当たり３００円っていう形にな

ると思うんですけれども、それであったらやはりボランティアの域でしかないのかな。

８０人、こう、確保していくのであれば、それなりに町のほうも体制なりをつくってい

ただかないと難しいのかなっていうふうに思うんですけれども、そのあたり、まだちょ

っと、お答えいただけるかどうかはわかりませんけれども、今後のふやしていくに向け
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ての何か展望とか、もしございましたら、お聞かせいただけたらと思います。  

○坂口委員長  小城町長。  

○小城町長 おっしゃっていただくように、ゆりかごとかそういう関係で自分らで行かれ

る場合は、やっぱりボランティアだと私は思っておりますし、やっぱりそういう子ども

さんが好きだからそうしてされるわけですから、卖位化したものは自分らでそうして６

００円しますけども、それはもう自分らがそういうことでやっておられるということで、

やっぱりそういう人を、相手方の子どもさんを預かる場合は、やっぱりそうしてゆりか

ごさんに任すということですから。  

それと、送れる、送れないというよりも、やっぱりこういう時間外、保育所あたりは

時間外の関係も設けていますから、早朝から夜８時までか、そういうこともございます

からですね、やっぱりそういうことを十分利用していただいてやっていくことが、親子

の関係というのがそういうことだと私は思っておりますし、やっぱり子どもさんを愛す

るということは、親がそういう子どもさんに愛情を持って育てていくというのが一番の

使命だと思っております。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 現状の延長線上っていうふうにお聞きしたんですけれども、やはり人数を確

保するに向けての、何か、今の現状で４人っていう中では、なかなか８０人達成するの

難しいかなと思いますので、いろいろなことを考えて取り組んでいただけたらと思いま

す。 

続きまして、１０３ページの私立保育所等の保育の実施のところですけれども、当初

予算に比べると非常に金額が、決算、ぱっと上がっているんですけれども、これは当然、

入所者がふえたからだというふうに思うんですけれども、現状として予算の段階と決算

の段階、どういうふうに変わったのか、お聞かせいただきたいんですが。  

○坂口委員長  中原福祉子ども課長。 

○中原福祉子ども課長  私立保育所の運営支援では、予算額が１，２１８万６，０００円、

それに対しまして決算額が８１２万４，０００円ということで、約４００万円尐ない事

業費っていうことになっております。この減額なりました理由といたしましては。  

○坂口委員長   

 いわゆる黎明さんの保育実施ということだと思うんですけれども、

２７年度で１０４名の方が実際に入園されておりました。それで、そこは初年度という

ことで１０４名の方がおられたのに対しまして、広域保育につきましては８６名の方が、
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平成２６年度で１０７名の方が８６名まで減っていると、そういった関係で当初予算と

の差異が出ているのではないかなと。発射台と言うたらおかしいですけども、その積算

とする実数をもとに計算したところ、そういったことになるのではないかと思っており

ます。 

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 私立保育所入所委託料として、平成２７年度の予算では１億７２１万２，０

００円で、実際のところがこの１億８，７４５万５，１９０円ということで、金額が上

がっているんですね。当初の人数見込みよりも、実際入所された方が多かったというこ

とですか。  

○坂口委員長   

 そのとおりで、当初積算していた人数よりも黎明さんの保育所のほ

うにようけ来られたということでございます。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 当初の見込みの人数と実際の人数ってわかりますか。  

○坂口委員長   

 当初、定員は９０名だったと思います。それが１１２名になりまし

て、平成２８年度で１２０名まで定員を増加している状況でございます。だから、いわ

ゆる面積ですね、面積をいっぱいまでとっていただいて保育事業に対応していただいた

というふうに考えております。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 そういう状況の中で、今後の見通しとして、もともとその子ども・子育ての

計画のときに、大体どのぐらいのニーズがあるだろうっていう見込みをされていると思

うんですけれども、例えば３年、５年の計画で当初の見込みよりふえるかどうかってい

う、今、現状としてどんなふうに感じていらっしゃいますか。  

○坂口委員長  小城町長。  

○小城町長 私は皆さん方が、議会の皆さん方から、この保育所をやっぱり増設せにゃい

かんということでは、もう現在、町ではもう無理ですということで、私立の関係に協力

いただいてできたと。そのときから私は言っていますけども、必ず定員よりもオーバー

すると、そういうことはもう間違いないということを申しあげているんです。恐らく、

私が一番心配するのは、もう２９年度は恐らくもう１３０人、あそこ超えますから。そ

うしたら、どこかへやっぱり行かなかったらあれですから。  
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今、黎明さんも、自分のところで考えてですね、何とかどこかないかなということで、

やっぱり解体してもすぐ建てられませんし、そこで考えたら、ちょっと今、黎明の園長

も、この周辺でどこかやっぱり一時的にしのがざるを得ないだろうということで、今、

大分苦労もされていますけども、我々も、町もできるだけ協力をしてですね、そういう

ところを貸していただいてでき得ないかということも、もう来年度ですから、２９年の

４月からということですから、やっぱりもう期間が短いですからね、そういうことの手

当てもしていますし、将来的には、私はなかなか黎明のほうはふえていくと思います。  

ただ、その場所が、現状はもう今、昔の保健センターがもう今、黎明さんところがも

う狭くなっていますから、もう事務所も、そこを１つの部屋をつくって、それで事務所

を１階に持ってきていますから。そういうことを考えますと、やっぱりこれからどうし

ていくかということは、十分、これからの大きな課題だと。  

もう必ず２９年の４月、募集をかけたら、やっぱり行かれないという方は待機児童に

なりますから、この方をどうするんだと。以前からも、里川議員とかおっしゃっていま

すように、広域にやっているやないかと。町で入れられなかったら広域へ皆回している

やんかということをおっしゃっていますけども、やっぱりそういうことを考えますと、

黎明さんの関係というのを十分考えていかなかったら、あわ、たつただけで十分、もう

１２０のたつたの定員と、２３９定員がありますけども、だんだん私は減っていくと思

います。 

そういうことを考えますと、そういう対応をしていかなかったら、もう今、待機児童、

待機児童という言葉が必ず出ますから、そういうことで考えたら、そういう手だてもし

ていかなかったらいけないなと思っております。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 急に言いましたので、数字持っていらっしゃらないかもしれないですけれど

も、もし、例えば５年、１０年先の見込みをどういうふうに立てておられるような、そ

ういう数字がありましたら、またいただけたらなと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

それと、１０２ページの非定型的保育、緊急保育、私的保育の中で、非定型的保育と

私的保育がゼロ人なんですけれども、この理由をちょっとお伺いできますか。  

○坂口委員長   

 これは、いわゆる申請がなかったということで、受け付けていない

というか、ない状態だったのでゼロですよということです。  
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○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 ちょっと伺いましたところ、今現状として町立の保育所が定員いっぱいで受

け入れる余裕がないので、緊急的なものだけは受け入れるけれども、私的なものについ

ては今のところ受け入れていないという、そういう状況ではないんですか。  

○坂口委員長  池田副町長。  

○池田副町長  そういう状況では絶対ございませんので。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 １０５ページのこの子育て世帯臨時特例給付金なんですけれども、これはそ

の対象者に対して受給されたその割合とかっていうの、わかりますでしょうか。  

○坂口委員長  中原福祉子ども課長。 

○中原福祉子ども課長  こちらの子育て世帯臨時特例給付金の給付につきましては、給付

率としまして、９９．９％の給付率となっております。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 周知に取り組んでいただけたということで、ありがとうございました。  

とりあえずは、以上で。 

○坂口委員長  中原福祉子ども課長。 

○中原福祉子ども課長  先ほど平川委員のご質問にございました、子育てサポーターの養

成講座４件のうちの実際に活動されている方の人数ですけれども、登録者として、その

４名全員の方が登録していただいているということですので、よろしくお願いしたいと

思います。  

○坂口委員長  小村委員。  

○小村委員 ８７ページの訪問理美容サービスの提供なんですけれども、ニュースとか報

道を見ていますと結構ニーズがあるのかなと思いきや、これ、数が減っているんですけ

ど、天理市でもふるさと納税でこの理美容のことをやったりとかもしていますし、何か

感覚的にはニーズがふえているなと思っているんですけど、町の件数で見ると下がって

いるので、これについては、町としてどういう認識をされていますか。  

○坂口委員長  西梶長寿福祉課長。  

○西梶長寿福祉課長 訪問理美容は、理美容店に行くことができない方ですね、それ、年

に２回利用できるんですけども、申請が２６年度より２７年度は若干、こう、減ってき

たという、申請が尐なくなったという状況でございます。  

○坂口委員長  小村委員。  
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○小村委員 ２６年度に利用されていて２７年度は利用されていない方っていうのは、何

か理由、お聞きしていますか。  

○坂口委員長  西梶長寿福祉課長。  

○西梶長寿福祉課長 ２６年度に利用されている方には通知を送らせていただいておるん

ですけども、戻ってきていないのは、ちょっと理由はわかりませんけども、一応ご案内

はさせていただいていますけども、申請はなかったという状況でございます。  

○坂口委員長  小村委員。  

○小村委員 わかりました。  

この訪問理美容サービスについては、どこか業者か何かに委託されているんですか。  

○坂口委員長   

 理容組合のほうにお願いしております。  

○小村委員 わかりました。ありがとうございました。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 ８６ページの上から２つ目の老人クラブ活動の支援なんですが、以前も私、こ

れ、質問させていただいたことあるんですけど、これは国のほうのお金が、県を通って、

その各地域の老人会のほうに行って、その各地域の、いろいろな名称はありますけど、

その老人会のほうがこの町の老人クラブのほうに、また、ほとんどのお金が回っていっ

てしまって、本当のその小地域っていいますか、自治会の中にある老人クラブの中には

なかなかお金が入ってこないっていうか、非常に厳しい運営になっていると、そういう

ふうに聞いているんですが、このあたり、町の考えをお聞きします。  

○坂口委員長  西梶長寿福祉課長。  

○西梶長寿福祉課長 今、委員さんがおっしゃったように、この老人クラブの活動と高齢

者健康づくり推進という部分ですね、この部分を合わせまして、１６０万６１０円を補

助させていただいています。補助の仕方は、老人クラブ連合会さんに一括して交付をさ

せていただいておりまして、そこから各卖位クラブに補助金を交付していただいている

と。その部分につきましては、老人クラブ連合会さんと卖位クラブさんとで事業の運営

等についてはお話をしていただいて進めていただいているところでございます。  

それと、なお、老人クラブの活動費の１６６万６１０円を補助させていただいておる

んですけども、そのうち県補助金として入っているのは９８万円となっておりまして、

その残りの６８万６１０円は町からの補助をさせていただいて、老人クラブさんもしく

は卖位クラブさんに活動費として町も一部助成をさせていただいている状況でございま
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す。 

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 結局、その卖位クラブのほうが非常に運営が苦しいと聞いておる。今ちょっと、

回答では、そのあたりが、ほとんど何か残らへんねとかいうように聞いている。このあ

たりの実態、正味のところ、そんな形になっておるわけですか。  

○坂口委員長  西梶長寿福祉課長。  

○西梶長寿福祉課長 一応そのお金を交付させていただいております老人クラブ連合会さ

んあるいは各卖位クラブの決算の書につきましては、提出をいただいております。今お

っしゃられたように、全てではありませんけども、７割、８割の分を、また老人クラブ

連合会さんに負担金として払っているケースもございます。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 それで結局運営が苦しいと。このあたり、何か、こう、助けてあげるっちゅう

か、その自治会のほうから各自治会の老人クラブさんのほうに、こう、応援しているよ

うなケースが多いように思うんですけど、やっぱり限界もありますし、活動していくに

は非常に。確かにこの老人クラブの連合会さんそのものの活動というのも非常に大事な

もので、そのお金がないとできないというような状況やとは思うんですが、何かええ方

法っちゅうのは難しいんですかな。  

○坂口委員長  小城町長。  

○小城町長 今おっしゃっていただくように、県の老人クラブ連合会、県のほうですね、

県がだんだんと老人クラブのこの会員数は減ってくるからそれを上げてほしいというこ

とで、今、生駒郡でも、平群と斑鳩がふえているんです。ふえているって、その皆さん、

この会長さんが努力して。そういう現状をですね、県がもう尐しやっぱり考えなかった

ら、この老人クラブというのは、運営、私はできないと思います。  

現状を考えたら、今、斑鳩町でも、結局年２回、演芸大会をやったり、あるいはそう

いう催しをやったり、グラウンドゴルフとか、いろいろとされていますけども、やっぱ

りそういうことを考えますと、やっぱり連携するとしたら生駒郡４町で、今度は何か２

８年度はカラオケ大会をするとかやっていますけども、そういう催しをしていく中で、

それと合わせてこの連合会に入らない老人会、そこをやっぱり自治会の負担があるわけ

です。自治会から３万円とか５万円を負担して、その老人クラブにいつですという方々、

子ども会は子ども会のそういうのしていますけども。やっぱりそういうところに１つの

大きな問題が、難しさがあると思います。 
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だから、その会員数が足りなかったらあかんから、会員を結局、もう６５歳以上の人

を名前だけ入れておくというところもありますから、実質どうかというと、なかなか、

これ、老人クラブ連合会というのもなかなかやっぱり役員さんは苦労されていますけど

も、いろいろな事情が複雑になっていると私は思っていますし、今、伴委員さんがおっ

しゃるように、この補助金等が非常に複雑な中でやっておられると思っています。 

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 そんな感じでんな。できるだけうまく活動できるように、その辺また配慮のほ

う、お願いいたします。 

続きまして、９２ページの一番上のリフト付バスの運行なんですが、これ、チラシ見

ますと、６０歳になっているんですね、対象が。ほか、８７ページのこのいろいろな施

策、これ全部６５歳なっていて、この辺、この年齢が、６０であったり、また場合によ

ったら７０歳以上、外出のその辺の支援は７０歳になっていると。このあたり、高齢者

という名称に対しての年齢が、それぞれ施策によって、こう、まちまちになっている、

このあたりの町の考え方。その事業の中身によって一致されているんやと思う。非常に

ちょっと、高齢者の方々も非常にわかりにくいっちゅうか、なっている部分もあります

ので、そのあたり、お聞きいたします。  

○坂口委員長  中原福祉子ども課長。 

○中原福祉子ども課長  まず、ご質問にありましたリフト付バスの運行についてでござい

ます。リフト付バスの運行の対象者につきましては、委員もおっしゃいますように、そ

の対象者は、障害者または６０歳以上の高齢者で主に構成される団体ということになっ

ております。この６０歳以上としている理由で考えられますものが、大体老人クラブ等

を考えて対象としておりますので、老人クラブが６０歳以上というところで団体が組ま

れているところだと思いますので、そちらのほうを考えて６０歳以上になって、当初、

設定したものでないかとは考えております。  

○坂口委員長  西梶長寿福祉課長。  

○西梶長寿福祉課長 一応、老人福祉法におきましては、基本、６５歳以上の方を高齢者

という考え方になっております。またほかの、６５歳から７４歳までは前期高齢者、７

５歳で後期高齢者ということで、総務省の人口推計、高齢者率として示されております。

そういった形で、介護保険につきましても、１号被保険者、６５歳以上の方を対象とし

てやっておりますけども、その中で、長寿福祉課で扱っている分につきましては、老人

憩の家では６０歳以上が、例外的に６０歳以上になっておりますけども、これは、昭和
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４０年に、当時の厚生省の局長通知によりまして、老人憩の家の運営について通知が来

ております。そこで、対象者を６０歳以上にするというような通知が来ております。  

あと、高齢者の優待券につきましては、当該年齢７０歳以上になる方を対象としてお

ります。これにつきましては、高齢者の方の生きがいづくり、外出支援ということで、

６０歳はまだ元気に動いていただいて、６５歳までは、今度、働き方も、今、変わって

きているところではございますけども、７０歳になると、それは今までよりは相対的に

外出する機会が減ってくるのではないかということもありまして、７０歳以上の方を対

象として、高齢者の優待券を交付をさせていただいているところでございます。  

あと、敬老会につきましては、７０歳以上ということで実施をさせていただいていま

す。敬老という部分につきましては、これも、年齢を何歳というふうにはどこにも決め

ているところはないんですけども、一応斑鳩町の場合は７０歳以上という形で実施をさ

せていただいているところです。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 今のお話でいくと、法令でこれはこういう年齢かなというの、また、事業の内

容でそういう形にもとっておられると、そういうふうに理解させていただきます。  

あと、続きまして、９３ページの、これ、一番下なのか、下から２番目なのかわかり

ませんけど、私の友人で車椅子使っている方がおられまして、ちょっと、前にも質問さ

せていただいたことがあるんですが、どうもその車椅子の補助に対して、何か、こう、

病院に置いてあるというか、昔、昭和の時代の車椅子といいますか、昔からの車椅子、

そういう形しかちょっと補助が受けられないんやと。今、もっと、坂道を上るときでも、

また、車に乗せてもらうときでも、軽い、そういうタイプのやつ、たとえ金額は同じ、

もし１０万円なら１０万円、同じ金額でも構わない、５万円なら５万円で構わない、た

だ、そういうところのやつにも対象にしてほしいという声があるんですが、そのあたり

はできないんでしょうか。  

○坂口委員長  中原福祉子ども課長。 

○中原福祉子ども課長  身体障害者（児）補装具の交付及び修理の項目での車椅子のご質

問でございますけれども、こちらの事業につきましては、障害者総合支援法に基づきま

して、自立支援給付費等負担金を財源としております。その加減でですね、その車椅子

の種類等につきましては、それぞれの障害の方の種別でありますとか、状態によりまし

て、さまざまな機種が選べることにはなっておりますけれども、国のほうで一律の機種

等の基準に基づいて対象機種が設定されているところでございます。  
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参考までに、この事業につきましては、申請がございましたら町のほうで受け付けを

させていただくんですけれども、県の更正相談所で、この事業に対象になるか等の、こ

の機種が妥当か等、審査、判定をされ、交付が認められることとなっております。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 せっかくそういういい事業っちゅうか、でも、あうような形というのをまた、

もしこれが、思っておられる車椅子、対象にならないと。だけどやっぱりその方にとっ

てはそれが、特に今、パラリンピックが始まって、また非常にスポーツをされる、その

方のあれによったら対象にならないけど、スポーツをしたいという方もおられるかもわ

かりません。またその辺で、また県とか、国とかにそういう話をしていっていただいた

らと思います。よろしくお願いします。  

続きまして、９６ページのふれあい交流センターいきいきの里なんですが、これに対

して、これ、３，７００出ているんですが、実際、有料の方の入館者で、どれぐらい有

料の方の入館者の入館料っちゅうのは入っているような感じになっているんでしょうか。  

○坂口委員長  中原福祉子ども課長。 

○中原福祉子ども課長  使用料につきましては、約５２０万円の使用料が入っております。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 実際これ、入館者数、３８，５０４人ですか。実際、有料の方の入館者数いう

のは何ぼになりますねやろ。 

○坂口委員長   

 有料の方の割合で申しますと、無料の方が４９．１％でありますの

で、約半々となっている状況でございます。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 了解でございます。  

最後に、今、私立保育園と町立の保育園の質問、今、他の委員さんからも出ておった

んですけど、私、聞きたいのは、この私立の保育園されるときに、町立でやっていくと、

今後町立をふやしていくと、余計負担が非常にふえるんやというような説明をお聞きし

たと思うんですが、わかりやすいように、これ、町の負担として、保護者でなく町の負

担として、園児１人当たり、町立と私立、特に新しいところいうたら黎明さんですね、

町の負担という面では、園児１人当たりどないなっているんでしょうか。  

○坂口委員長   

 いわゆる町立、公営と、委託しています私立との、いわゆる町が持
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ち出す一般財源のベースで申しますと、園児１人当たりで、公立の場合は、平成２７年

度で６９万１，０００円となっております。いわゆる委託ですね、黎明さんを含めまし

た委託なんですけれども、これが２７万４，０００円となっています。差し引き３１万

７，０００円、委託のほうが安い、一般財源の持ち出しが尐ないと、低いということで

ございます。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 これだけの差がある、この数字を見ると非常に大きな数字が、私立の保育園の

ほうでも出ているし、補助も出しておられる。だから、これ、どうやねんやろうと思っ

ておりましたけど、これだけの差があることが、今、１人当たりでわかりました。  

ありがとうございました。以上です。  

○坂口委員長  濱委員。 

○濱委員 今、伴委員のほうからお話があったことですけど、私は、この費用が半分以下

でできるという今の報告ですけれども、町立の保育園が今までこの斑鳩町の子どもたち

を育てていく上でいかに役割を果たしてきたかというところは、大変評価をしていると

ころです。それで、ゆくゆく町営の幼稚園も民間委託にっていう話が前々からこの議会

でも出ていますけれども、この今の６９万１，０００円というのと、２７万４，０００

円、この数字っていうのも、もう尐し詳しく比較してみたいと思います。安易に、この

費用が安いからというだけで民間委託に持っていくっていうのは、とんでもない話だと

私は感じております。  

○坂口委員長  小城町長。 

○小城町長 今、濱委員さんおっしゃるように、我々はこの公立の保育所が、このあわ保

育園でも、２３０の定員がいいのか、悪いのか。私は、万が一事故起こったときに、こ

の保育所は絶対的にやっぱり責任を負わなきゃいけないと。だから、これ、現状からい

うたら、建て増し、建て増しでやっているわけですから。３０人のクラスとか、そうい

うこととか。そうことで、議員さんの皆様方に、私は、できれば今度、もしあれやった

ら、私立でやっていかなきゃいきませんよと。だから、公立の保育所を民間に渡すとか、

そんなことは一切言うていないです。今の現状は、あわも、たつたも残していきますよ

と。ただ、ふやす場合は、やっぱり私立でお願いできませんかということで、皆さん方

も、全員一致で、それは結構ですよということの提案ですから。何も安いからどうとか

いうようよりも、やっぱりもう今、現状から言ったら、もう公立の場所もございません

から。 
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だから、あわ保育園でも、当初はもう全然入らなかったんです、行かなかったんです。

昭和四十何年時分に先代の町長が建てられて、そのときは何もなかった。今なってきた

ら、どんどん、どんどんとあわ保育園はふえてきて、そして、百何名のやつを、今、２

３０人になっているわけです。 

ただ現状は、この間でも言いますように、もう運動会なったら朝の５時ぐらいから場

所とりに来られるんです。そうしたらもう付近の方々が、もうこんだけ騒がしかったら

大変やと。だから、自治会から町に対して駐車場を確保してくれということで、駐車場

を確保したんです、あそこへ。せやけど、駐車場確保しても、なかなか、前へおろして、

もう行かれますから。あそこへ入って、一旦停めて、そして園児さんを一緒に玄関まで

行ってくれたら一番いいんですよ。だから、たつた保育園も、現状、そのとおりなんで

す。結局、あそこにされたら、駐車場はありませんからということでね、そうなります

けども、やっぱりそういうことの安全性を考えたら、万が一そういう事故が起こった場

合は、私はやっぱり責任は町にかなりの大きな責任を負わなきゃいけないと思っていま

すから、そういうことでお願いしてきたわけですから。 

何も私立が安いからどうやとかいうことは、私は言っていないです。もう現状から言

うたら、もう町としてはでき得ませんから、できたら皆さん方お願いしたいということ

も、もう待つ人たちなしで、かねがね、ずっとおっしゃっているのは、もう広域入所で、

結局、黎明さんの王寺へいてるとか、そこへ回しているやないかと、あわへ行きたかっ

てもあわへ入れないからそこへ回してるやないかということをずっと、この議会でもお

っしゃっていますから。 

私はやっぱり緊急性にあれだけのことを私はできたというのは、やっぱり皆さん方の

協力があったから、私は黎明さんができたと思っていますし、やっぱりそういう点につ

いては、私はやっぱりこれからも、保育園行政はやっぱり今の公立のやつは残していき

ますし、あるいは私立の関係等についても、できるだけそういう人を確保しなかったら、

もう来年の４月いうたら、もう私は大変やと思いますよ。必ず待機児童があるところ、

もう黎明に行きたいんやと。行きたいんやけども入れませんと言われたら、もうこれ、

待機ですから。  

やっぱりそういうことを考えたら、そういうことも、我々よりも黎明さんのほうが心

配されて、これ以上来られたら、どこかあいているところないかということで、自分で

努力をしながらですね、どこかを確保したいということで、今現在、探しておられます

けども。そういうことを踏まえてですね、我々としては、現状のこの流れっちゅうもの
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は、やっぱり議会で十分説明を申しあげて、こうしてこの２７年から黎明さんができて

ですね、２８年、そしてまた、今、順調にいっているということは、私はありがたい話

だと。 

ただ、前のほうが、この駐車場とめられてですね、ここ通られるときに事故あったら、

これ、もう、黎明さんの関係も一番心配ですから。だから、そういうことも踏まえて、

事故のないようにこういう保育運営的にはやっていきたいと思っております。 

○坂口委員長  濱委員。 

○濱委員 町長、ありがとうございました。  

私たちも、黎明の保育園ができるときに、大変期待もしましたし、また、できたとき

に、住民の皆さん、子どもさんのいる方が大変喜んで、助かったっていう、本当にそう

いう声も聞かせいただいたので、ちょっと言い方が、ちょっと行き違いがあったかもわ

かりませんけれども、町長のほうで町立の保育園は残していくけれども、実際にそれ以

上の定員というか、希望者がある分については、これから新しく受け入れるところは私

立の分も考えていくということでお返事いただいたので、それで結構でございます。  

○坂口委員長  ほか、ございませんか。よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  これをもって、第３款 民生費に対する質疑を終結いたします。 

次に、第４款  衛生費について、説明を求めます。  

 

 それでは、第４款  衛生費のうち、健康福祉部が所管します主な施

策の実施内容について、ご説明申しあげます。 

座ってご説明を申しあげます。  

主要な施策の報告書の１０７ページから１２２ページまでとなっております。  

初めに、第１項 保健衛生費、第１目 保健衛生総務費であります。報告書の１０７

ページをお開きいただきたいと思います。健康福祉部においては、職員の人件費のほか、

王寺周辺広域休日応急診療施設組合の運営、（仮称）健康寿命延伸計画の作成などに要

する費用を支出しております。町民が生きがいを持ち、元気で幸せに暮らすことができ

る健康長寿社会を目指すため、平成２７年度から２か年をかけて、健康寿命延伸に関す

る計画の策定を進めております。平成２７年度では、畿央大学と協働し、住民の健康状

況や生活習慣等を把握するためのアンケート調査を実施しました。  

次に、１０８ページから１１１ページまでの第２目  感染症予防費であります。感染
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症の発生と蔓延及び罹患後の重症化を予防するため、高齢者のインフルエンザ予防接種

や子どもの四種混合予防接種などの定期予防接種を初め、町卖独事業として、子どもの

ロタウィルスや乳幼児Ｂ型肝炎予防接種などの任意予防接種に係る費用の一部を助成い

たしました。平成２７年度は、新たに、１１１ページのおたふくかぜワクチン予防接種

について、接種費用の一部助成を開始いたしました。  

次に、１１２ページから１１６ページまでの第３目  母子衛生費であります。親の育

児力の向上や育児不安の解消、乳幼児健診や妊婦一般健康診査など、妊婦や乳幼児の健

康管理、一般不妊・不育治療費の助成などに要する費用を支出しています。  

１１２ページの健康づくりの意識啓発と活動支援では、子どもの健やかな成長を図る

ため、育児支援を中心に活動をいただいている母子保健推進員の活動を支援するととも

に、「遊びが育む子どもの心とからだ」というテーマで、理学療法士による講演会を開

催し、親の育児力の向上に努めました。  

次に、予防・相談体制の充実では、乳児健診を初め、１１３ページの１歳６か月児や

３歳児などの乳幼児の健診を実施いたしました。経過観察を必要とする乳幼児には、保

健師が担当医と連携を取りながら支援に努める一方、精神面の発達に不安がある者には、

臨床心理士による心理相談を行ったところでございます。また、１１４ページの新生児

訪問では、出産後の早い時期からかかわりを持ち、育児不安の軽減に努めるとともに、

親としての自覚を高め、育児力の向上を目指し、両親学級や、子どもの成長発達に応じ

た子育て教室を開催いたしました。さらに、子育て教室では、育てにくさを感じる保護

者を支援するために、臨床心理士を配置し、その充実を図っております。１１５ページ

の妊婦一般健康診査の実施では、健康診査の費用を１人当たり１５回分助成し、経済的

な負担の軽減を図っております。また、１１６ページの一般不妊・不育治療費の助成で

は、一般不妊治療や不育治療を望む夫婦に対し、高額となる治療費用の一部助成を行っ

ていますが、平成２７年度から、一般不妊治療については限度額を７万円に、不育治療

については、補助率を廃止し、限度額を１０万円とし、その充実に努めました。  

次に、１１７ページから１２２ページまでの第４目  健康増進事業費であります。健

康診査、各種がん検診の実施などに要する費用を支出しています。  

１１７ページからの健康づくりの意識啓発と活動支援では、生活習慣病の予防や重症

化を防ぐため、健康教育の実施として、健康づくりの講演会や生活習慣病予防に係る各

種教室を実施することで具体的な生活習慣の改善方法について指導を行い、行動変容に

つながるように努めました。また、健康寿命の延伸を目指して、平成２７年度から、具
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体的な減塩方法などを学ぶ減塩教室を実施いたしました。さらに、慢性閉塞性肺疾患な

どの呼吸器疾患を早期発見するため、肺年齢測定を行いました。  

１１８ページからの予防・相談体制の充実では、医療保険者等が行う健診を受診でき

ない人の健診を行うとともに、１１９ページからの大腸がん検診や胃がん検診を初めと

する各種がん検診を実施しました。受診者の利便性を考慮し、集団検診と個別検診の両

方で実施したところでございます。また、１２２ページの高齢者健康診査の実施では、

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、奈良県後期高齢者医療広域連合からの受託

事業として、７５歳以上の高齢者を対象とした健康診査を実施し、平成２７年度は、１，

１５２人が受診いたしました。  

以上で、第４款 衛生費のうち、健康福祉部が所管します主な施策の実施内容につき

ましてのご説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○坂口委員長  説明が終わりましたので、第４款  衛生費について、質疑をお受けいたし

ます。 

小村委員。  

○小村委員 １０７ページなんですけれども、医師会との連携って、きょうの監査委員さ

んの報告でもあったんですけど、ジェネリック医薬品がどれだけ使われているかってわ

かりますか。  

○坂口委員長  小城町長。  

○小城町長 町の医師会の先生方と懇談をいたしますと、医師会としてはジェネリックを

使わないでほしいと、できるだけ今の対応してほしいというご要望ですから、今現在ジ

ェネリックをなんぼ使うているかという関係等についてはわかりませんけども、いずれ

にしても、医師会はそういう意向であるということです。  

○坂口委員長  小村委員。  

○小村委員 きょうの監査委員さんの報告では、ジェネリック医薬品を使っていただくほ

うが、費用としては町としては助かると、抑制できるっていう中で、町としては医師会

にそういう要望をお出しになるということは考えていないということですかね。  

○坂口委員長  小城町長。  

○小城町長 そういう流れの中で、医師会との懇談の中でそういうことを言わんと、医師

会が仮に怒ってしもうたら、いや、もう、わしらもう結構ですよと、校医も何もしませ

んよと、こうなってしもうたらあきませんから、やっぱりそこらのところ十分医師会の

先生方のご意向ちゅうものを十分考える中で、医師会の先生方も、やっぱりジェネリッ
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クの関係もこれだけ言われたら、やっぱりそういうことも考えていかれると思いますし、

今すぐ我々が医師会に対して、斑鳩町の医師会の皆さん方、ジェネリックを使うてくだ

さいよということも、言いにくいっちゅうか、そういう機会があれば申しあげていきた

いと思っています。 

○坂口委員長  小村委員。  

○小村委員 もちろん関係性もございますので、その中で、町としてはジェネリック医薬

品を使うほうがいいっていう中でですね、また、いいタイミングで協議していただけた

らなと思います。 

○坂口委員長   ほか、ごさいませんか。  

平川委員。  

○平川委員 １１２ページからの乳幼児健診の実施なんですけれども、受診率、必ずしも

１００％じゃないんですけれども、何回か続けて来ない方とか、気になる方はどういう

ふうにサポートされていますでしょうか。 

○坂口委員長  北健康対策課長。  

○北健康対策課長  乳幼児健診の、今、受診率のことなんですが、やはり健診のほうで、

もう、もともと医療機関のほうにずっとかかられているような方とかでしたらこちらの

集団のほうには来られなかったりとかっていうふうなことになりますので、受けられな

い方に関しては、今、どういうふうに管理されているのかっていうふうな、こちらのほ

うから連絡をとりながら、状況のほう、健康管理のほうを一緒に、お母さんと、悩むこ

とのないように支援させていただいています。 

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 虐待等の見つけるきっかけになるっていうふうにも聞いていますので、来ら

れない方、どういうことなのかっていうのをちょっときちんと把握していただきたいな

と思います。  

この新生児訪問についての実施率の９７．１％っていうことですけれど、これは、里

帰り出産とかで町内にいらっしゃらないっていう方もこの中の数字に入っているってい

うことなんですか。  

○坂口委員長  北健康対策課長。  

○北健康対策課長  新生児訪問のほうは、今、平川委員おっしゃっていただいたように、

長期のほうで里帰り出産されている方とかがどうしても訪問に行かせていただけないよ

うな状況というので、こちらのほうも、また後日保健センターのほうに来所していただ
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いて、面接させていただいたりとかっていうので、必ずお母さんと子どもさんの様子は

確認させていただいております。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 現状としては会えていない人とか、連絡、コンタクトがとれない人っていう

のはいらっしゃらないと考えていいんですかね。 

○坂口委員長  北健康対策課長。  

○北健康対策課長  この新生児訪問に関しましては、必ず現認確認ということをさせてい

ただいておりますので、皆さん、保健センターであったり、家庭であったりということ

での確認はさせていただいております。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 健診のほうも同じと考えていいんでしょうか。 

○坂口委員長  北健康対策課長。  

○北健康対策課長  健診のほうでも、こちらのほうで、訪問等でも確認させていただいて

おりますので。  

○坂口委員長  濱委員。 

○濱委員 １１４ページのところで、今の新生児のその下に両親学級の実施ということあ

りますけれども、たくさんの方が参加してくださっていますけど、尐し具体的に教えて

いただきたいと思います。  

○坂口委員長  北健康対策課長。  

○北健康対策課長  この両親学級につきましては、助産師さんのほうに教室も一緒に参加

していただく中で、出産の心構えでありますとか、あと、お風呂の、お父さんも一緒に

参加していただいて、お風呂の入れる沐浴実習をしたりですとか、あと、栄養士、歯科

衛生士も入りながら、妊娠中の口腔の状態でありますとか、あと、栄養の状況なんかも

指導していただきながら、教室のほう開催しております。  

○坂口委員長  ほか、よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  これをもって、第４款 衛生費に対する質疑を終結いたします。  

次に、第６款  商工費について、説明を求めます。  

 

 それでは、第６款  商工費のうち、健康福祉部が所管します主な施

策の実施内容につきまして、ご説明を申しあげます。  
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主要な施策の成果報告書の１４４ページからとなっております。第６款  商工費、第

１項 商工費、第１目  商工総務費でございます。第１目  商工総務費のうち、社会参

加の促進・支援として、シルバー人材センターの支援について所管をしております。高

齢者の豊かな知識や経験、技能を生かした就業機会の提供、生きがいと健康づくりの支

援として、シルバー人材センターの活動を支援いたしました。  

以上で、第６款 商工費のうち、健康福祉部が所管する主な施策の実施内容につきま

してのご説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  

○坂口委員長  説明が終わりましたので、第６款  商工費について、質疑をお受けいたし

ます。 

濱委員。  

○濱委員 前々から、シルバー人材センターで実際に仕事をしてくださっている方の、請

負で行ってくださっていますけども、その卖価が大変安いのではないかっていうような

ことで、せめて最低賃金より多い金額が手元に受け取れるようにっていうふうな、そう

いう契約金額にすべきではないかというふうに申しあげてまいりました。そのへんでは、

いかがでございましょうか。  

○坂口委員長   

 これまでの、あらゆる機会を通しまして答弁いたしました内容と変

わりはあらず、請負という関係ですので、最低賃金との関係性はないものと認識してお

ります。  

○坂口委員長  濱委員。 

○濱委員 最低賃金の金額は関係ないということはもっともでございますけども、比較し

て、実際に受け取る金額がそうであるかっていうところでは、きちっと仕事をされる方

たちっていうんですか、それまでにもいろいろな経験を積んでこられて、新しく会得さ

れたそういう技術でのお仕事の方もいらっしゃいますが、それぞれに社会で貢献をされ

てきた経験あふれる方たち、そういう方が、もちろんボランティアの部分の気持ちも十

分に持ってくださって、そしてこのシルバーのところで仕事をしてくださる、利用者さ

んにとっては支払いをしやすい、そういった金額でっていうことで、持ちつ、持たれつ

のところでシルバー人材の方に仕事をしていただくっていう、そういったこと、その中

で実際に受け取っていただく、賃金ではないですけど、その金額が大変低いという。せ

めて最低賃金、労働法がどうでなくて、せめて最低賃金のそのラインは超えるだけの収

入が得られるように、それは町のほうでの委託の、積算というんですが、そこのところ
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でぜひとも考慮して、そこまで引き上げていただきたいと思っております。  

ですから、そういう冷たい言い方をするのでなく、今回、最低賃金についても、奈良

県の最低賃金も、もちろん今度、かさ上げなりました。同じように、働いて、収入を得

て、それで仕事をされている方に対して、もう一考していただきたいと強く思います。  

○坂口委員長  小城町長。  

○小城町長 れども、やはりシルバー人材そのものは、や

はり我々、議会と相談申しあげて、やっぱり今までは、国は１，０００万近くやってい

たやつを、同額の金額で補助していたんです。それが、政権がかわったときに、もう７

００万ぐらいになってまいりました。そうしたら、町はやっぱりその部分を、議会とも

相談したら、せめて八百何万ぐらいしたったらどうやろうかということで、やっていま

す。そういうことを踏まえた中で、町かて、今、ポスティングとか、あるいはまた草刈

りとか、いろいろな仕事をシルバーに提供しているんです。  

ただ、シルバーさんも、今、一番大変なのは、やっぱり万代とかああいうところで今

までシルバーが活用されていたんですけども、会社そのものがシルバーを切るわけです。

ということは、自分ところの会社そのものを、それだけの賃金を守っていかないけませ

んから。だから、そういうところでやっぱりもっと開拓をしていかなかったら、今、現

状は、やっぱり３００人割っている状態ですから。最初できたときは、４００人近くお

られたんですよ。それがなぜ３００人を割ってくるかっていうのは、非常にそういうと

ころに私は問題があるんじゃないかなと。だから、そういう事務的な機能がどうなって

いるのか、そこらをもう尐しシルバーとしても固めていかなかったら。 

私はやっぱり事務局にしたって、そういう、町に対してもですね、いろいろな関係等

について、相談をすりゃいいわけです。そういうことは何も相談もしない、ただ、ほか

の人に、こういうことで賃金安いですよと言うだけの話であってですね、私はやっぱり

そうじゃなしに、もう全てのことがこうして町と打ち明けてですね、これだけの補助金

をいただいているわけですから。うちとしても、それは１，０００万の時分やったら、

町が同じ金額出していたわけですから、今でも８５０万は出ているわけですから。そう

いうことを考えますと、もっと緊密にやっていってですね、できるだけ仕事の関係も、

人をこうして雇用、シルバー人材に登録されたら、やっぱりそれだけの仕事はあります

よということでやらんと、もうずっと行かれる人は行かれる、行かれない人はもうやっ

ぱり何ぼ言うたかてあきまへんねんと、こうなってしまいますし、一時的に平群町の小

菊の関係とかですね、ああいうところに行っていたというときに、私はいつも指摘した
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んですよ。やっぱりああいう、農薬の関係で大変ですよと、あれはやっぱり撤退せなあ

きませんということを申しあげて、今、もう撤退していますけども、そういうことを踏

まえてですね、いろいろな相談をしながら、我々としても、シルバーを育成し、養成を

していくっていうのは使命ですから、できるだけやっぱりそういうことについては確保

していきたいというふうに、やっぱり町としてもできるだけ、議会の皆さんとともに、

そのシルバーを助けてあげたいというのは本来なもので、そういう使命を持っておりま

す。 

○坂口委員長  ほか、ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  これをもって、第６款 商工費に対する質疑を終結いたします。  

これをもって、本日の審査を終了いたします。  

１３日は午前９時から再開し、引き続き本日の続きから審査することといたしますの

で、定刻にご参集をお願いいたします。  

本日は、これをもって散会いたします。  

どうもご苦労さまでした。  

（午後３時４０分 散会） 


